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会 議 録 

会 議 の 名 称 令和 7年度第 4回天草市総合政策審議会 

開 催 日 時 令和 7年 10月 23日（木）10：00～17：00 

開 催 場 所 天草市役所 庁議室 

議 長 名 玉村 雅敏 

出 席 者 氏 名 玉村会長、田中副会長、荒木委員、有江委員、小川委員、田口委員、長瀬

委員、原田委員、宮﨑委員、山崎委員、山下委員 

会 議 次 第 1 開 会 

2 議 題 

（1） 第３次天草市総合計画後期基本計画素案について 

（2） 第３次天草市行政経営改革大綱素案について 

3 その他 

4 閉 会 

審 議 内 容 

1 開 会 

（玉村会長） 

皆さん、おはようございます。 

まず、現状の取り組みに対して「いいね」と評価することで参加者のモチベーションを保つ

一方で、不足している点やもっとやれる余地がある点を遠慮なく挙げられる雰囲気をつくるこ

とが重要です。市役所の職員を含む皆が協力して試行錯誤している姿勢を可視化し、気づいた

ことやアイデア、改善点は「今はできていなくても重要」という認識を共有することが求めら

れます。今日の全体時間を通じて、実現可能なアクションへと落とし込み、具体的な次の一歩

を決めることを目指します。 

発言の仕方については、ただ「賛成」と言うのではなく、「この点はこう変えたらもっと良

くなる」という建設的な指摘を歓迎する雰囲気づくりを心がけましょう。批判ではなく改善案

として伝える言い方を用い、職員の意見にも敬意をもって耳を傾け、感謝の言葉を添えること

が大切です。 

あと、こういった形でどんどん入れ替わり立ち替わりになりますので、どうしてもある場面

では話したことを遠慮してしまうかもしれません。しかし大切だと感じる点は何度でも口にし

ていただいてよいと思いますので、そこにいる人に向けてしっかりとお話しいただくことも大

事です。もちろん審議会として委員同士で話すことが一番核となりますが、そこに市役所の皆

さんがいるという点も重要ですから、繰り返しになってしまっても、ここがポイントだと思う

ことは皆で一緒に話すということを改めてお願いしたいと思います。今日の進め方についての

ポイントにもつながりますが、是非ともご協議いただき、今日の時間をとても意味のあるもの

にしていきたいと考えています。 
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【テーマ 1】 

（事務局） 

議事に入りたいと思います。発言の際のお願いでございます。議事録の作成を行いますので、

マイクを使って発言をしていただくこと、そして、委員の方については、委員の氏名を述べて

いただくということでお願いします。それでは、ここからの議事の進行につきましては、会長

にお願いをしたいと思います。 

 

（玉村会長） 

では、議事に入ります。議事進行、手元次第書の通り進めます。ということなので、主題が

いくつかあるかと思いますが、大きく議題 1と 2があります。ですので、2つやる必要がある

のですが、実は議題 2の（1）のところで、議題のテーマ 7のところは議題（2）の話も含めて

進めます。ですので、今日は集中的にはこの「2.議題 1（1）第 3次天草市総合計画後期基本計

画素案について」がメインです。それでは、まずこの策定の趣旨等について政策企画課の係長

に説明をお願いいたします。 

 

（事務局） 

では、私の方から、今回の計画策定につきまして基本的な考え方を説明させていただきます。 

資料 1-1 の、1 ページ目をご覧いただければと思います。「計画策定と趣旨と背景」として

おります。中段に記載しておりますけれども、天草市では、令和 4 年 12月に第 3 次総合計画

を策定して、皆様にご協力いただきまして、現在この計画の運用期間中にあります。今年度ま

でになっております。前期基本計画では、第 2次総合計画から取り組んできた事業や馬場市長

の 1 期目のマニフェストなどを踏まえて、各分野の施策に取り組み、それぞれに成果もあれ

ば、残された課題もございます。またこの間、社会的な動きとして、国の機関から新しい、そ

してまたこれまでよりも厳しい人口動態の将来推計が示されました。そのほか、コロナ禍を経

て、社会活動の本格的な回復やライフスタイルの変化、それと国の方でも地方創生 2.0基本構

想と、こちらの閣議決定などもあっております。 

そして、令和 7年 2月には市長がまた新たなマニフェストを掲げて再選されました。本日皆

様のお手元にお配りしたこちらが、その概要を企画の方でまとめた資料となっております。こ

のような前期基本計画の取り組みの状況や社会の変化、そして市長の新しいマニフェストを踏

まえて今般の後期基本計画を策定しているというところでございます。 

資料の 4ページ目をお願いします。特に前期と変わったところを中心にご説明しますが、今

回、指標の設定について見直しを行いました。詳細は事前に担当よりご説明させていただきま

したので割愛しますけれども、下の方に図示している通り、1番下の事務事業には、これまで

のアウトプット指標に加えて直接アウトカム指標を、そして基本計画では、政策ごとに直接ま

たは中間アウトカム指標を設定することとしております。アウトプット、直接アウトカム、中

間アウトカム、これは正直に申し上げて、その違いを明確に分けて確実に設定するのは難しい

という場合もございます。 

しかし、いずれにしても、これまでも審議会でいろいろなご意見を指標に関してはいただき

ましたし、庁内でも検討いたしまして、事業それから政策、それぞれの段階で、結果を客観的
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にやはり把握できる指標を設定すべきではないかというところで、設定方法とまた個別の指標

の見直しを進めてきたところでございます。それから、5ページから天草市の概況をまとめて

おります。6ページから 14ページにかけて、今回の計画の前提となります社会情勢や課題を、

今回大きく 7つの観点でまとめて、それぞれ参考数値をグラフなどで掲載させていただきまし

た。7 つの観点というのは、人口減少の進行や関係人口の拡大、3 つ目に暮らしのニーズへの

対応、4 つ目に社会インフラの整備における課題、そして 5 つ目に経済の状況、6 つ目に少子

化問題、そして最後に行政経営としておりまして、ここで示した現状の概観に対応する形で、

今回、後期基本計画の各政策をまとめているところです。 

資料 15 ページから基本構想となります。基本構想では、本市の将来像、その実現に向けた

5 つの理念、そしてその理念を具体的に示した 19 のありたい姿を掲げておりまして、こちら

については当初策定時から特段変更はございません。23ページ、将来推計ですけれども、この

将来推計では総人口と就業人口の推計をお示ししております。総人口については、従来より国

勢調査に基づくコーホート変化率での推計を行ってまいりましたが、今回、社人研が新たに公

表した将来推計がありますので、それに基づく試算も行いました。その結果、令和 11 年の人

口は 6 万 3323 人と予測されて、コーホート変化率の場合と大きくは変わりませんでした。ま

た、この社人研のデータを基に天草市の合計特殊出生率を向上、それと人口の社会減を仮に

30％減らすことができたと仮定した場合、令和 11 年の人口は 6 万 5000 人程度になると見込

まれましたので、今回、当初に引き続き目標人口 6万 5000人で据え置くこととしております。

25ページ、財政予測については、すみません、現在、年次別財政計画の改定作業中でございま

すので、計画が固まり次第またお示しさせていただきたいと思います。ここまで基本構想にな

りまして、27ページから今回新たに策定した後期基本計画の内容となっていきます。 

28ページ、お願いいたします。2項目に、後期基本計画の構成としておりますけれども、今

回の基本計画では、今後 4年間に取り組む 7つの政策のテーマを掲げて、このテーマごとに計

30 の政策を取りまとめました。さらに、政策ごとに現状と課題を整理して、今後の施策計画

等、成果指標を設定しております。そして新たに、3項目目に、基本計画における分野横断的

な取り組みの視点というものを今回掲げております。冒頭の天草市の概況にまとめていますけ

れども、人口減少がかなり進んでおりますので、国、そして各自治体では、その人口減少の抑

制と合わせて人口減少の適用、この 2つの側面からの対応が求められていると考えています。 

さらに、天草市は平成 18年に 2 市 8 町が合併して誕生しておりますので、人口規模に対し

て面積がかなり広いと。周辺地域の少子高齢化、人口減少が特に著しいという状況になってお

ります。そのような中で、いかにして各地域が今後も活力のようなものを持ち続けることがで

きるのか、そして各地域での生活機能というものを維持できるのか。ここら辺はかなり難しい

ところですけれども、今回改めて、本市ならではと言いますか、発想力を持って取り組みを行

っていく必要があるのではないかということが共通した課題認識となっております。 このた

め、この分野横断的な取り組みの視点の 1つ目に天草版地方創生の推進というものを掲げて、

各分野の共通目標として、特色ある資源を生かした各地域の賑わいの創出と、そして暮らしの

利便性向上に向けた政策を推進しようということにしております。 

それとですね、どうしても市内の人口が減る中で、こういった地方創生を実現するためには、

1つ目には、何よりもやはり住んでいる私たち自身がこの地域が好きであって、その中でやは
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り生き生きと暮らしているということ。それと、その暮らしの状況が外にも発信され、市外か

ら多くの関心を惹きつけて、関係人口や移住、こういったところを拡大することがどうしても

重要になってくると考えております。この観点から、2つ目に、シティプロモーションの推進

を掲げているというところです。そして 4番目ですけれども、この計画をやはり効率的、効果

的に運用していくために、これまでに引き続きトータルシステムを推進して、PDCA サイクル

をして、職員がしっかり企画してトライしてチャレンジして、そしてまた評価をして改善して

と、このサイクルをしっかりと生み出していきたいと考えております。併せて行政手続きも、

今後は地域のデジタル化の推進に目を向けていく必要がありますし、そして最後に、やはり

SDGｓの推進ということも併せて掲げているところです。 

 最後、31 ページをお願いしたいのですけれども、この表にしておりますのが後期基本計画

の政策の一覧となります。7つのテーマは、先ほど申し上げた社会情勢と課題に記載した 7つ

の観点が基本となっておりまして、特に連携すべき政策をまとめて、この基本計画の推進体制

のような形でお示ししているところです。これらの取り組みによって、上位にある基本構想の

実現を目指すこととし、次よりテーマごとに具体的な政策を掲載しておりますので、その内容

についてはこれから各部門からの説明とさせていただきたいと思います。計画策定にかかる基

本的な事項の説明は以上となります。 

 

（玉村会長） 

総合計画全体のあり方や、こうしよう、こういう方向が大切だとか、そういったことをお話

しするのがこのタイミングだと思います。ないしは、この天草市の現況とか概況、色々なとこ

ろで、この辺の側面を本来見ておくと、全体を考えるためのスタートとして深いのではないか

など、何かお気づきのことありましたら、何でもかまいませんので、ご指摘いただければと思

います。 

 

（田中副会長）  

熊本大学の田中です。今ご説明の通りで結構ですが、熊本県内における他の自治体との中で

の天草市というのを少しコメントというか。僕自身やはりとても危機感を持っていて、この 2

年、今色々調べていますが、この 2年、若手の優秀な自治体職員が辞めるというのをとても肌

で感じています。僕は本来、土木の仕事をしていますが、文化財や地方創生の仕事を県内でた

くさんやらせてもらっているので、割と公平にそれぞれの自治体を見られると思っています。

その中でもやはり「え、この人が辞めるの」というようなことが結構あって、それに多分悩ま

れているのではないかというふうに思っています。それを天草市ではこうやってトータルシス

テムでやっているというのは、僕は強みになると思っています。先ほどもご説明を聞いて、正

直に言うと、この難しいシステムを使いこなしているのであれば、僕は今すごく大事なのはや

はり政策のトレーニングだと思っています。どれだけ失敗できるかという素地を行政内で作っ

ておく。それは行政内だけでは多分できなくて、民間も合わせて一緒に作っていかないといけ

ない風土みたいなものだというふうに思っています。それをいち早く取り組んでいる天草市は

アドバンテージがあるというふうに思っています。そういったことを留意しながら、各課との

連携ですね、公民連携と庁内連携というのをずっとこの 10 年ぐらい、僕は文化財と、一応景
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観が専門なので、まちづくりというので合わせてやってきて、そういうトレーニングの数がや

はり今生きるのかというふうに思っているので、すごくいい改革をされているなという所感で

す。合わせて、やはり職員のウェルビーイングの向上ということがやはり SDGｓに繋がるなと

いうふうに思っているので、今日はそういうことを中心に見ていきたいと思います。  

 

（玉村会長）  

補足、ないしは考え方など。この辺で本当はそういうことも語った方がいいということも、

自分たちでは書きにくかったことかもしれないので、何かありましたらお願いします。  

 

（事務局）  

今、他市で退職などがあっているということですけれども、やはり天草市の方でもそういっ

た実情がございます。実際、どこも同じだと思いますが、やはりマンパワーが減っているとい

うことと、仕事が、なんと言いますか、システム化などをしているはずだけれどもやらないと

いうのは、複雑化している、例えば多様化しているニーズがいくつもあって、それに多様化し

ているということもあるかもしれませんが、どこかシステム化しても次の仕事を入れ込んでし

まうのかもしれないのですよね、事務的に。そして、余力がどうしても今生まれきれていない

ので、行き当たりばったりのような、目の前の課題だけ見えてしまって、少し俯瞰して見て将

来的な政策を打てないところもあるかもしれません。 

ですが、それを、こういった計画の策定やこの計画をベースにトータルシステムを回すこと

で、おっしゃったように、長期的な視点で考えて、抽象的なところでも考えつつ具体的な観点

も持つと。実際に回すときには、何が課題になっているか、それを自分たちでやはり説明でき

るようになるとはっきり落とし込まれているということだと思うのですが、今は対応に追われ

て、十分に課題の分析だとか。あと人と議論することで考えは深まっていくと思いますが、そ

の時間が取れていない。そういう風潮が一度なくなってしまうと、それが当たり前になって、

個人が個々に仕事をしていくことで進んでしまうので、今はこの PDCA サイクルを回すという

ところに、基本的にはみんなで話しながらいきましょうと。それが完成度の低い話であっても、

やはり話をすることで深めていきましょうという風土を作りたいなと。そういう認識でこの今

の計画策定と、トータルシステム運用をより良くしていきたいと努めているところでありま

す。 

 

（事務局） 

今、田中先生が言っていただいた意見等については、政策 30 のところがまさに組織力、職

員力の強化というようなところになってまいりますので、私たちの部門のところになります。

是非そういった観点、再度触れていただければと思いますので、どうぞよろしくお願いします。 

 

（玉村会長） 

確かに、そういった観点はある部分、総合計画をどう扱ったらいいのか書きにくさもありま

す。なぜかというと、市の職員が書くから、なかなか自分たちの状況はこうですよと伝えにく

いところもあると思います。ですが、私の冒頭の発言も実はそのことに繋がったかもしれませ
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ん。市の職員次第で天草市は良くなるかどうかもかなり変わってきます。それはもちろん、そ

の人の能力という見方もあれば、市の職員が挑戦できるかどうかを思えるかどうかにも関係し

ます。そういった状況が結構大切だよね、ということを前提として、きちんと持つべきだと私

も思います。 

辞めてしまう理由として、「ここに期待を持てない」ことが大きく関係していると考えられ

ます。市の職員として「市役所という組織が自分に合わない」という感覚を持つ場合、他の場

所で活躍できる可能性はあるかもしれません。しかし、天草という地域で未来を感じられない

と市の職員が思えば、挑戦できたはずの機会を活かせず、就職先としてもここではないと感じ

てしまうことが多いです。天草市の職員がどう思っているかは組織運営にも影響するため、そ

んな視点を意識的に取り入れてもらいたいと私も考えます。 

総合計画の説明において、社会情勢などの記述は外部要因として捉えられがちですが、それ

と同様に財政情報と市の職員の状況も重要な要素です。とくに 14 ページの行政経営、普通会

計の決算推移といった財政情報は、欠かせない記述としてきちんと提示すべきです。これに関

連して、行革大綱で示されている市の職員の状況は現状報告として整理されていますが、広域

化が進む自治体においては、生産性を高く保つ工夫がますます必要になります。職員数が減っ

てもやるべきことは増えるため、業務の調整と挑戦を可能にする環境づくりが大きな課題で

す。こうした点を、全体の問題意識として盛り込み、説明の中で明確に示すことを検討してほ

しいと考えます。 

この総合計画の推進・検証・構築の体制を明確に位置づける章が必要です。総合計画をどの

ように進め、どのように検証していくかを具体的なプロセスとして示すとともに、次期総合計

画を作成するプロセスもこのサイクルの中に組み込み、継続的な改善として捉えるべきだと考

えます。改善だけでなく新たな構築が求められる場面も想定し、構築体制の整備や運用方法を

セットで検討することが重要です。 

評価については、審議会で前提とされている考え方を総合計画にも反映させる形で、内部評

価と外部評価の両方を行う方針を明確にします。評価の目的・指標・実施時期・公表方法を定

義し、現行計画で既に実施している評価手法を継承・適用する旨を説明します。評価は単なる

結果の報告にとどまらず、具体的な改善・構築の方向づけへと結びつくものでなければなりま

せん。 

さらに、今回、この後期基本計画策定において行ったやり方というのは、この審議会でも少

しずつ説明していただいていますけれども、より深めた方がいいことがいくつか見えてきてい

ると思います。例えば、このテーマごとにきちんと部会を設置していただいて、そこの中で皆

さんがきちんと対話しながら改善していくことをしたいとか。比較的未来のことを考えながら

やるということを結構やっていただいたはずで。ですが、どうしても後期というタイミングだ

からこそ、現状の足りないことを考えようというのは言いやすかったのですが、本来であれば、

それこそ次の総合計画というのはまだ先すぎてイメージできないかもしれませんが、8年の計

画を持つとしたら、今 2025年ですから、29年に終わったら次、2037年という未来に向けて、

そこを見据えながらやっていくということをこの計画中にしなければいけないわけです。計画

ができてからではなくて、作る前、出来上がる前に結構色々なことを考えなければいけないわ

けです。 
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ということは、この後期計画の期間において、2020、2037 が合っているのかわかりません

が、総額、2030年代の後半を見据えながら、色々考え事をしておく必要があります、というこ

とも今言う必要があり、それを誰がやるのかというのも結構必要です。そうすると、今の後期

総合計画の策定においては、係長級とか、参事級と言うのでしょうか、参事くらいの方々が結

構動いて作られたと思います。この方々というのは、2037 年にはおそらく課長、部長になっ

て、そこで一番活躍して、他の人も活躍しますけれども、その方々が何をするかによって結構

変わってくるので、そういう体制をもっと加速した方がいいと。これは総合計画に書くことで

はないかもしれませんが、いわばそういった方々の世代がきちんと進めるということを今回し

ていただいたと思います。それが、毎回そういうことをやりながら、だんだんと、管理職にな

っていき、その成果をきちんと達成するようなことを色々なことで理解もしている中でしてい

ってもらうということになるので。 

市役所の中堅職員、係長や参事クラスの方々が自分ごととして未来を描いて、かつ自ら挑戦

する。そのようにチャレンジする職員のようなことが、おそらく市長の公約にもあったと思い

ますけれども、そういったことを進めていく。やはりそういうことを、僕らみたいに大学にい

ると、そうやって今高校生探求しているよねと言いますが、別に高校生、大学生が探求するの

ではなくて、自治体職員が探求してほしい。要はそのような自ら探求するための研究組織を作

ってほしい。そうしたら、係長や参事クラスのような人たちが自分の、公務員のキャリアの中

で、ここまでやるぞというようなことを考えてきちんと挑戦するようなことをしてもらう。そ

れが別に高校生、大学生ではなくて。ありとあらゆることを求められているので。そういうこ

とをやるための体制作りもした方がいいというようなことを今回ぜひ掲げてもらいたいです。

それを、今作ってきたこの基本計画の後期計画を作るところの中で作られた天草市の市職員の

1つの文化だと思うので、それを加速しましょうということもうまく書いた方がいいかなと思

います。それがチャレンジする職員の育成というテーマだと思います。 

あとはもちろん、トータルシステムをやっていきますということも、後期計画に書いていま

すけれども、計画でなされた行政システム、これをやってきた。だからこそもう 1段、今のよ

うに人材育成と連携させます、というようなことを、問題意識もできれば、これは後期計画の

方かもしれませんが。全体としては基本構想の前段階のこの辺りで、基本構想そのものではな

く、そのもっと前段階でそういった総合計画の推進や構築などの体制作りをするということを

書き、後期計画の方ではもう少し細かい問題意識を書いていくということをしていただくとい

いかなと思います。 

 

（委員） 

今全体の説明を聞きまして、正直な印象は、基本構想まで聞いて、危機意識が伝わってこな

い。全く。天草は大変なことになりますよ。予想以上に人口減少が激しくなって高齢化が進ん

でいて、少子化が進む。一方で、老朽化した公共施設や社会インフラをどういうふうにするの

か、あるいは合併特例金が今年度でなくなるわけですから、非常に財政が逼迫していく。様々

な課題を抱えていて、中長期を見据えた課題整理というものが僕は必要だと思います。 

つまり、今、後期の 4年間の話だけではなくて、もう少し見据えた中で、今、天草というの

は本当にどういう課題があるのか。一方で、扶助費は右肩上がりに上がっていくという前提の
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中で、全体トータルを見たこの中長期的な課題、それに挑戦しなければ、今から挑戦する必要

があるよということの課題の明確化みたいなものを、多分基本構想の第 6 節ぐらいを起こし

て、そこにきちんと書いた方がいいと。これでは市民や職員に対して危機意識が伝わらない。

全く。はっきり言って申し訳ないのですが、やはり今まで通りではダメですよ。ですから、そ

れを変えていくという意味で、中長期を見据えた、こういう課題がこういう姿になるから、そ

れを事前に防ぐためにこの後期の計画の中でその前段をきちんとやっていくぞということを、

きちんとやはり整理していく必要があるのかなと。ぜひ中長期の課題のようなものを基本構想

に入れるのかどうか考え、苦節を起こしていると、それを明確にしておいた方がいいと思いま

す。 

 

（玉村会長） 

私も拝見していて、なんだかふんわり仕上げだなと全体的に思います。もっと尖ってほしい

なと思うところで、なぜかというと、今長瀬先生が、同僚だったので先生と呼びましたが、長

瀬先生がご指摘された通りで、前提となるこういった「総合計画の策定にあたって」や基本構

想、今回は基本構想にも手をつけているという考えですけれども、基本構想でも十分言っても

らっていいと思います。そこに対してあれこれ言うのがややこしいのであれば、策定にあたっ

てという、こういう背景のようなところ。 

ですが、結局危機意識をまとめきっていないですよね。それを前提に後期計画を作っていく

のに、前提の部分が。確かにデータを見て多分そこを読んでいないから、後半の話もこの基本

計画の話も、なんだかふんわりしやすいのかもしれない。ということは、一体今回の計画期間

において何が本当に必要かということを、もっとぐさぐさ刺さるものを用意して、きちんとそ

れに対応していますかという総点検を 1回してもらうことが、よりエッジを利かせることにな

るかと思います。そうしたらぼんやりと「今まで通りやります」と書いているところが何か所

もあると思いますが、そうではなく、そこの領域だと、何がこの危機意識に対して答えたのか

わからない、審議会ではそう言われていると。ということで、時間は限られているところだと

思いますけれども、そういうふうにしてもう 1回揉んでもらう手はあるかと思います。できて

いるところの、要は切れ味を上げていくという意味です。そのためには、切れ味だけ上げてく

ださいと言っても、やはりもういいよというふうに言ってくると思うので、回答的に。そうで

はなく、その前提となるところのまとめとしてこういう状況ですという時に、これは結構厳し

いという話を。 

きちんとまとめたページがなかったという長瀬先生の指摘ですが、確かにないですよね。そ

れを作って、それができたから、それに対してもう少し各部会できちんと答えているかどうか

説明資料を作ってくださいと。このページとこのページでどう答えたかということの説明を挙

げて委員に返しますということをやっていただくといいと思いますが、そこまでできるかどう

か等も含めて、部長、課長、係長、いかがでしょうか。 

 

（田中副会長） 

今の玉村先生のお話で、長瀬先生がおっしゃったのは、すごく僕もそうだなと思います。僕

が中の人間として言うと、惜しいと思います。今、天草市は。八代市や阿蘇市と比べる、あと
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人吉とか、県内のポジションというのがありますよね。熊本市はぶっちぎりで置いておいて、

僕、天草市は割と長く 20 年ずっと見ている中で、今は生みの苦しみのような。ですが、その

トータルシステムを入れたこと自体くらいからきちんと振り返るということがすごく大事だ

と思っている。やはりすごく基礎体力が上がっていると思います。その成果が今出始めていま

すが、他のやっていないところに比べれば明らかに優位だと思います。なので、厳しい状況を

きちんと書き切って、でもいち早く希望に手が届くところまであるよ、というようなところま

で書けると、今回の後期計画はすごく良いものになると。やはりその生みの苦しみはなかなか

書けないので、その工夫をした方がいいということを先生方はおっしゃっているのかなと思い

ます。非常に惜しいと思います。 

 

（事務局） 

今のお話、先ほど田中先生からも職員の部分、チャレンジするとかなんとかという部分であ

りましたし、今長瀬先生からも、財政的な部分でも含めて、危機意識がないと。確かに通り一

辺倒のような書き方もあるし、そういう含みを持たせて書いているところもありますが、そこ

まで踏み込んでいないということも実態としてある。実際財政面でも、おっしゃったように、

合併特例債が今年度で終わりというふうになると、やはり財政運営上厳しい。厳しい厳しいと

言っておりますが、なかなか職員に伝わっていないというところも当然ありますし、やはり職

員の働き方しかり、働くモチベーションという部分を上げていかないといけないなというとこ

ろはあります。 

今色々ご意見をいただきましたので、そのあたりをもう一度内部で検討させていただいて、

そういう部分で、見える形でどういうふうに出せるかというのは分かりませんが、そういう視

点は盛り込むような形で考えてみたいと思います。 

 

（玉村会長） 

こういうタイミングでそういうことを色々やってもらうことが、また未来の組織のためにな

るので、ここで差し戻し合ったという雰囲気で考えさせてください。 

 

（委員） 

細かいところで申し訳ないのですが、今危機感ということで考えた時に、ここの総人口およ

び就業人口ということで、15 歳以上ということになっていますよね。24 ページ、前の人口か

ら、多分国の調査等で決まっているとは思うのですが、15歳から 64歳ということで区切って

ありますが、15歳から 18歳は高校生ですよね。就業人口と考えると、本当に働く人はいない

のではないかと。今もう中卒は本当に微々たる人しかいないですよ。そうすると、ここでいく

と、18歳から 64歳の方が働くとするならば、もっともっとこの人口が減ってくる、構成比も

下がってくるのかという感じで思っています。 

やはりここ天草というところはそういうところだというのを、危機感をここで表さないとい

けないのかと思ったものですから、統計でできるかどうかわかりませんけれども、この辺のと

ころがあってもいいのかなと、ただそこだけ思った次第です。 
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（玉村会長） 

そここそ今、世の中の多くの事業者たちは考え悩まれている。それに対して市がどう答えて

いるのかというのが、なんだかふんわりしてしまっている感じですよね。なので、実は危機感

というのは、なんでも危機感と言えるかもしれないけれども、データから見えることが結構あ

る。それを、こういったまさしくデータを出しているのは、どうしても計画の策定上、並行し

て動いているからというふうに、言い訳になりやすいけれども、やはりこういうデータが見え

ているのであれば、それをデータとして、単にこういった経済状況や年齢の状況というタイト

ルを合わせるのではなく、そこは一体何が今課題なのかというのを、これはこっち側の、ここ

にいらっしゃる皆さんの体制のところで出来ることなので、そういった危機感をまとめ直して

いただいて。そして今みたいな議論で、確かにこの若年層の雇用の話はこういうことがあると

か、いくつかの観点を確認していただいて、今も議論していただいていいと思いますけれども、

それに対して列挙し直して、それをもう一度部会に流していただいて。それに対して審議会を

開くかどうかはその次の判断ですけれども、少なくとも、どうそれを受け止めたかということ

を文書で出してもらったらいいと思います。 

これは手続き論ではないですが。どうしてかというと、やはりこの前提で書いてある、この

データは決して飾りで書いたのではなく、こういう前提だからこういう計画を策定して、だか

らこういうことできちんと成果を上げます、というすごく前提となることや危機意識をきちん

と持って、それに対してこう作りますということが計画を作る意味なので。ということは、今、

私もそちら側だったら、もしかしたら違う人がいたら違うと言ってもらっていいのですが、や

はり危機意識が明確に伝わったのかというのが、ここでせっかく分析していただくことが。懸

念を持ったので。 

であれば、それに対して、こういった前段で色々なデータ等を眺めた中で、これとこれとこ

れはきちんと答えるのが今回の計画ですということを少し整理していただき、書いてあること

があるわけですよね。そうしたら、それに対してどう扱ったかということを各部会で整理して

いただいて、全体でそれで説明が成り立っているのかなということを見て、ここはもっと検討

してほしいというようなことをやって、全体としての完成度を上げていく。そうすると、各論

として落ちたのかどうかを見ていただくことで、もう出来上がったものを今日確認というより

も、そういったことを全体的にやってもらうことの方向性が今日示されたということで、少し

大変ですけれども、やっておいてもいいかと思います。 

具体的にやっていただくと出てくると思うので、その辺のイメージが持てたかどうかで。も

うなんとなくこれでいいよね、ではなくて、危機感とか危機意識を、書かれていることをもっ

と明確に見えるようにしていただいて、それに対してこの計画はきちんと答えているというこ

とを、各テーマをお持ちのところにきちんと答えているよね、と確認をして、それがきちんと

答えているということが審議会に説明が上がってきてほしい。そうすると、計画がきちんとそ

れをやったかどうか、今度それを検証することになる。そういうことに関して、例えば 3年後

にきちんとこのようなことが進んだかどうかを見ていく。そういう意味で、この計画がうまく

いったかどうかを検証するようになってくる。そういう意味で、この辺りの色々なデータを見

ていただいた中で、こういうところが今回の危機状況ですということを明確にしたいというこ

とです。 
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（玉村会長） 

では、この辺りはご認識いただいたところで。作りながら、色々なことが見えてくるし、そ

れが必ず未来の組織のあり方に影響していくので、ぜひそういったきっかけとして使っていた

だくといいかと思います。 

では、これまでのことを踏まえまして、各部会にはかなりまだまだやっていただくことがあ

りますけれども、うまく調整いただければいいかと思います。 

では、次のテーマに入ります。進め方につきましては、事務局から事前に皆さんにお伝えい

ただいているとは思いますけれども、改めてご確認すると、今進んでいる通り、テーマごとに

担当課、ないしはその関係する係の皆さん等に入っていただいて進めます。想定として、1テ

ーマあたり 40分ということですけれども、発表時間 40分で終わりという世界ではなくて、場

合によっては長くなります。場合によっては、もう十分に課題が出てくれば、早めに時間とし

て終わる可能性はあるかもしれません。 

その時に、冒頭にはその担当されるところの成果の達成に一番責任を持つであろう部長か

ら、どういう問題意識なのか、どういう政策を形成してこれに挑戦していくのかということを

これまで揉んできていただいていますので、その説明をしていただきます。ですので、課題が

明確に示されるということを大変期待していますけれども、その上で、各政策単位で質疑応答

を行っていきます。政策という単位がありますので、そこも意識しながら進めていきます。が、

場合によっては前後しても構いませんし、色々な事情がある方もあると思いますし、もちろん

ここで議論したことはあちらにも関わるなと思って別のテーマまで待つのではなく、先に話し

ていただいていいと思います。適宜その時その時に必要と思ったことをしっかりとご指摘や審

議していただくといいと思っています。審議時間を確保するために、詳細説明はあまり行わず

に進めていきます。5分程度で行うということでお願いしていますので、皆様の方もご協力お

願いいたします。 

では、まず最初はその辺りの進め方も確認しながらでいきますけれども、テーマ 1につきま

して、地域振興部長に説明をお願いいたします。この総合計画を作った時の責任者でもありま

すので、ちゃんと運用することもわかったと思いますので、このレビューでいいのかというこ

とも含めて、我々も指摘しようかなと思っています。 

 

（事務局） 

ただいま会長の方からプレッシャーをかけられましたけれども、今後の進め方について後期

基本計画ということでまとめておりますので、その説明をさせていただきます。 

テーマ１の地域の魅力で彩るまちづくりについてです。資料は 33 ページをお願いいたしま

す。まず、テーマの概要といたしまして書いておりますが、特色ある街づくり活動の健全活発

化、魅力ある街並みの形成によって、多様な魅力が輝き、活力あふれる街づくりを進めること

としているところです。また、男女共同参画等の推進、移動の利便性の向上を図ることで、誰

もが参画し、活躍できるまちを目指すということで、全般的なところで掲げております。では、

テーマ 1に掲げます各政策について説明をいたします。 

テーマ 1は、政策 1から政策 4で構成をいたしております。まず、政策 1「地域の特色を生

かしたまちづくり」についてです。資料は、政策計画の資料 35 ページをお願いいたします。
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政策計画は、協働による地域づくりの推進、地域づくりを担う人材の育成と確保、地域の特色

あるまちづくりに向けた支所の取り組みの充実ということで、3点を掲げて取り組んでいくこ

ととしております。施策計画 1では、暮らしの環境や地域コミュニティの存続にかかる地域そ

れぞれの実情を踏まえながら、地域課題の解決に取り組むこととしております。また、施策計

画 2 の人材の育成の確保といたしましては、特に地域における人口減少が進んでいることか

ら、地域を守り後世につないでいく人材の育成、また、掘り起こしを進めて地域の価値や魅力

を再発見、継承する取り組みを支援してまいりたいと考えております。また、政策 1 の中で

は、特に 3つ目の地域の特色あるまちづくりに向けた支所の取り組みの充実について取り組み

を進めます。これは、天草版地方創生の実現に向けた取り組みとして、まちづくり協議会や地

区振興会などと協働いたしまして、地域活性化に直接関わる支所の取り組みの強化はもとよ

り、本庁の各部局が横断的な支援体制によって支所、本庁間の連携強化を図り、支所の取り組

みを全庁的に推進するというふうに定めているものでございます。 

次に、政策２「魅力あるまちなみの形成」です。資料 37 ページをお願いいたします。施策

計画 1に機能的で賑わいを創出する町並みづくり、施策計画 2といたしまして、美しい自然環

境や自然景観や快適な公園環境の保全による魅力あるまちづくりを掲げております。後期基本

計画では、特に都市計画マスタープランの見直しに取り組み、時代に即した機能的かつ魅力あ

る都市づくりに取り組んでまいります。また、本渡地域及び牛深地域の港を市民の交流や観光、

交通、情報発信の核としたまちづくりと島内周遊の促進による市内全域の賑わい創出の波及を

目指していることとしております。 

次に、政策 3「協働・共生のまちづくりの推進」です。資料は 39 ページをお願いいたしま

す。施策計画 1に男女共同参画社会実現のための意識改革、施策計画 2といたしまして、市民

活動団体の運営基盤強化による活動の充実、施策計画 3といたしまして、多文化共生の実現と

国際交流推進の 3つの政策計画に取り組んでまいります。特に、男女共同参画社会の実現に向

けましては、固定的性別役割分担意識や無意識の思い込みの解消の解消に向けた活動に取り組

むほか、男女共同参画の視点を取り入れたセミナーなど地道な啓発活動を通じて推進していく

ということにしております。また、施策計画 3でございますが、外国人居住者が増加する中、

外国人総合相談窓口の開設等による相談対応ややさしい日本語の普及を進めるほか、日本語教

室を通じて地域の文化について学ぶ機会を設け、日本人との交流を促進してまいることとして

おります。 

次に、政策 4「公共交通の充実」です。資料は 41 ページをお願いいたします。施策計画に

は、地域内、地域間の利便性向上を目指した公共交通の再編、暮らしにおける航路の維持確保

と特別な価値観を醸成する海上交通の充実、安定的な就航による利用者の確保と天草空港の利

活用による地域活性化の 3 点を掲げております。陸海空の 3 つの公共交通のあり方について

今後進めていくという方針を定めております。特に、施策計画 1の公共交通の再編では、日常

生活や経済活動における移動手段、また観光客の 2次交通としての利便性の向上を図ることを

目的に、AI オンデマンド乗合タクシーの導入に合わせまして路線バスを集約してまいりたい

と考えております。そして、地域間路線を増便、再編するなど、誰もが円滑に移動できる環境

づくりを推進していくというふうにしております。2つ目の施策計画であります海上交通の充

実では、航路を活用した旅などの需要喚起による利用促進と、船舶による、船舶に乗船するこ
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とを特別な体験として楽しむための取り組みも進めてまいりたいと考えております。3つ目の

天草エアラインにつきましては、機体更新にかかります関係自治体の協議を進めて方針を決定

していくということで掲げているところです。以上がテーマ 1「地域の魅力で彩るまちづくり」

の施策計画の主な取り組みの概要となりますが、この件につきましては、これまでの前期計画

で進めてきました現状、課題を把握、確認した上で、今後の取り組む方向を定めたというとこ

ろです。 

 

（玉村会長） 

それでは、そもそものこのテーマの全体の話も含めて、最初の話になりますけれども、テー

マとしてこの領域があり、政策が 1 から 4 があるということから入りますが、そこと合わせ

て、政策 1 についての質疑にまず入ります。政策１としては 34、35 ページあたりですが、何

かご指摘、ご質問等ございますでしょうか。 

 

（委員） 

政策 1 ですけれども、政策 1 の課題を見させていただくと、天草には合併しましたから 10

の地域と 51 の地区があるのかな。10 のまちづくり協議会と 51 の地域振興会がありますが、

施策の中で地域の特色あるまちづくりというものを進めていくときに、こういう組織とどうい

うふうに連携していくのか、あるいはどういうふうに育てていくのか、自助、共助によってこ

れらをどういうふうに持続あるものにしていくのかというところが見えてこない。 

これからは行政がすべてサービスを提供することは不可能な時代ですので、やはりこうい

う、10 の地域ごとのまちづくりをどういうふうに市民主体で進めていくかというところに対

して、どういうふうに支援をしていくのか、あるいはどういうふうに行政と住民とは協働して

いくのかというところをやはり政策、施策、計画の柱としてきちんと入れておかないと。支所

の充実というのはわかりましたけれども、そこら辺が足りない。つまり、地域づくりの担い手

をどういうふうに育成していくか。10 の地域をどういうふうに活性化していくのかというこ

とが見えてこない。ここのところはやはり重要な視点なので、これは政策、施策の中にきちん

と明記していく必要があるのではないかと思います。 

 

（事務局） 

この 10 のまちづくり協議会と 51 の地区振興会ですけれども、これは合併当初から設置し

ております。ですのでもう約 20 年経過するということです。この計画では、具体的にどうす

るかということを書いておりませんが、実際に今私たちが考えておりますのは、この地区振興

会の統合あたりも出てきはしないかということも考えております。 

なぜかと言いますと、人口減少、高齢化というところがあって、担い手が不足するというこ

とです。そういう観点から、この 3番の支所の取り組みの充実と書いておりますが、いわゆる

ここが天草版地方創生の取り組みになるかと考えております。ですので、今までは、逆に言い

ますと、まちづくり協議会、地区振興会活動に住民に直結した取り組みを進めてきていただい

たわけですが、それをなかなか、先ほど申しました人口減少と担い手不足がありますので、そ

の支援を使用中止にしていくと。その中で、地域づくりを推進しながら、合わせて担い手、人
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材の育成をしていくということでまとめているところです。 

今、長瀬委員の方からありました通り、どう育てていくのかということですけれども、ここ

に書いている通り、具体的に、1番と 2番と 3番が全て絡み合って人材を育てていく、また地

域づくりの活動を活性化していきたいというふうに書いているところです。単ではなく、全て

が絡み合った上で育っていくというふうに私たちは捉えて記載をしたところでございます。 

 

（委員） 

施策計画の趣旨はわかりました。3番の、支所機能の取り組みの充実という項目があります

よね。ここがどういうふうな方向に向かうのか。天草も合併したわけですが、10の市町がある

と思いますが、多分 1つの方向で考えられるのは、市町ごとにワンストップサービスが充実し

ていく。ここでまちづくりの司令塔がここにあって、ここに行けば大体サービスが充実してい

く、ワンストップサービスができるというようなことで、そういう充実を求めるのか。ただ、

支所の機能に足りないものを付加していくのか。つまり、大きくいけば、将来的には例えば地

域内分権のようなものを考えていくのかというようなことも考えられるのかと思うのですが、

そこらへんはどうですか。 

 

（事務局） 

3番に書いておりますのは、ワンストップサービスや地方分権、そういうことではなくて、

地域の賑わいづくりをどうするかというところでの視点で考えております。ワンストップサー

ビスについては、当然今も支所と本庁とで進めているところですので、ここはあくまでも地域

の特色を活かしたまちづくりのところでの支所の役割というふうに記載をしております。 

先ほども申し上げましたが、地元、地域に一番近い賑わいを創出する役割はやっぱり支所で

あると考えています。今まで、先ほど申しましたけれども、まちづくり協議会、地区振興会の

方、いろんな方が活動していただいておりますけれども、なかなかマンネリ化、高齢化、担い

手不足ということがありますので、今回、天草版地方創生によって支所の役割を強めていく、

関わりを強めていきたいというふうに考えているということで、そういった書きぶりにしてお

りますので、先ほど長瀬委員がおっしゃったような点は書いていないというところになりま

す。 

 

（玉村会長） 

私もそこで今思っていたことを一緒に喋りますけれども、この政策 1に限らずではあります

が、施策計画、それぞれに、いつでも必要なことが書かれているように見えます。なぜ計画を

作っているのかというと、この 4年間という年限の間で何を達成するかということを書くこと

だし、この期間において何が課題なのかということをもっと明確に掲げて、だからこそここで

やりますということが出てこないと、この計画で、総合計画の後期計画で書いたことの価値が

あまりなくなってしまう。 

もう 1 回同じことを言いますが、ともかく施策計画それぞれに次の 4 年間の課題をもっと

明確にしてほしい。いつもやりますということを書いてあるじゃないですか、今のは。実は部

長の説明もこういう意識でいます、それはいつもそうですよねと。ですが、次の 4年間は何を
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するということを書かないと、これは計画としては押さえが効かなくなってしまうわけです。

あれもこれもやり続けます、としか言わないので。なので、例えば今ここにある資料を見ると、

きめ細かい市民との対話の継続ということが、ここに市長が掲げたキーワードがあるわけで

す。 

支所機能を強化し、特色ある地域づくりを推進する体制を確立と書かれているわけです。そ

れに関して、次の 4年間の課題はこういうことだということが、こういうところの前提として

こういう状況だからこういうことをしなければいけない。そして、支所機能は強化する。それ

はいつも強化していますよ。でも、今はこういう意味でできていないからこうやらなければい

けないとか、こういうことに対して取り組む必要があるから特色ある地域作りができるとか、

問題意識がどこにあるかがあるのだったらもっと書いてほしいし、それが伝わりにくくなって

しまっているのだったら書きぶりを、伝わらなくなっていると受け止めていますから、書きぶ

りをもっと調整していただくか、書けていないではなく、書いてもらいたい。 

この 4年間の課題は何かというのが全部ここに書かれているかという目線で、今は多分時間

がなくなってしまうので、一通り点検していただきたいです。この 4年後で計画期間は終わり

ますが、その前の 1年前くらいのタイミングで、これでこの計画が達成できたというのには、

そこの課題が何だったかということが明確になっていないと、結局同じことをやりますとしか

言えなくなってしまうので。なので、この 4年間の課題は何かということをもっと明確にして

いただきたいと思いますし、ここはやっていますというのであれば、そこはいくつか説明して

いただくといいかと思うのですが、どうですか。私の受け止め方が足りないのか。いや、これ

が課題ですともう一回言い直していただくのであれば、そう言っていただいたらいいですけれ

ども。 

 

（事務局） 

前のページに、現状と課題ということで、ここでまとめています。特に今、支所との関係に

つきましては、③番のところに色々と書いております。 

 

（玉村会長） 

でも、これはいつもそうですよね、という説明じゃないですか。この次の 4年間の課題を出

すというのが課題。課題ということは、今取り組むことにきちんと検証できることを言わない

と課題にならないので。ここにあるこれは、申し訳ないが、課題でしょうか。やってきました、

となっています。支所と本庁で連携し、まちの活力を生み出す取組を推進する必要があります。

これ、いつもそうですよね。 

この 4 年間の課題は何ですか。だからこそ、こういう支所の改革が必要です。」「だからこ

そ、本庁側に支所との体制を作る必要があります。ないしは、本庁、支所で考えると、実は本

渡地区はどうしてもここにあるが故に支所として地域を見ることは弱いです等、具体的なこと

がもっとあると思います。 

例えで言えばあれですけど、どうしてかというと、計画期間がある中で、この 4年後に、で

はこれができたかどうかを検証可能にしておきたいです。だから、そのために課題を出しても

らっています。もし、この③の支所によるまちづくりの取り組みという 34 ページの話がある
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のなら、では 4年後に、どことどこが変わったらうまくいったということですか。 

 

（事務局） 

確かに、4年間で地域づくりをどう取り組むかというのは非常に難しいかと思います。成果

を求めるのがです。今回、今年 1年、今初年度、新たに天草版地方創生ということで何をやる

かということを、色々なことを支所と本庁が一体になって事業を立ち上げて計画をしておりま

す。来年度予算でいくつかの支所はこういうことをやりたいというふうに言ってきております

ので、そこで明らかに（します）。 

各支所でも今、今後どうやっていくのかというのを具体的にまとめているという状況ではあ

ります。その中で、ここでその 4年間で具体的に何をやるかというのは逆に言うと書くのが難

しく、どうなのかと。例えば、地域団体をいくつか発足させますというようなことについても

なかなかここでは難しい。イベントをどれだけ開催していきますというのもなかなか難しい。

かといって、はっきり言うと抽象的な表現にならざるを得なくなってしまっているというご指

摘かと思いますけれども、この中で具体的に、核といたしましては、どうかなと。 

 

（玉村会長） 

色々な問題意識を持って取り組みますというのは、それは支所としてやることですよね。地

域振興部としてこういうことに課題がありますという。支所ごとに目標設定することは難しい

のだったら、支所ごとにきちんと目標を持ってその体制を作ります、なのかもしれないし。そ

れがいいと言っているのではなく、ここの地域振興部長としては特にここに対して問題意識が

ないですと今言ったように聞こえるのですが、それでいいのですか。 

 

（事務局） 

いえ、全く違います。今のは全く違います。 

 

（玉村会長） 

でしたら、それを書いてくださいよ。だって、部署ごとに。 

 

（事務局） 

ですから、ここに書いている通りの問題意識をもって課題に書いておりますけれども、先ほ

ど申しました通り、今が地域をどうやっていくかということが一番問題であって、そのために、

今までははっきり言って協議会や振興会におまかせ、言い方は悪いですけれど、そういったと

ころがありすぎたので、なかなかマンネリ化、高齢化してきているという状況の中で、今後ま

ず人づくりをどうやっていくかということにやはり重点を置かなければならないということ

で、今各支所がそれぞれの目標を立てつつ、明確な目標はまだですけれど、その目標を立てつ

つ頑張っているというところになっています。 

 

（玉村会長） 

なので、それは現状ですよね。現状と課題と書いてある。現状はそうです、頑張っています
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と。だからこそ、市の仕事として何をするかということが、ここに課題として書くことですよ

ね。現状と課題の 2つの意味がある。今あるべき姿を言っていて、現状も言っている。だから

こそ、市として何をするのかということの記述が読み取れないという指摘です。 

問題意識はわかります。現状も理解されています。ですが、市として何をするか、課題とし

て掲げることがここに書かれていないですよね、という指摘です。だから、書けないというこ

とだったら、課題がないということでいいですか、ということになってしまいます。市として

は、そういった意味で、支所体制をこういうふうに充実させることが、そのさらなる育成に繋

がるということなのか、ないしは、こういった地域自治活動を行うには、だからこそこういう

ようなことが今取り組むことになりますということを示すのが計画ですよね。でも、そこに現

状がありますよとだけ言うのであれば、それは現状がそうです、という説明だけですよね。そ

れは課題認識できるものがなかったということでいいのかと。全く違うのであれば、課題認識

をきちんと示していただきたいということです。それが、施策計画においてこの課題があると

いうことを示し、だからこそこの 4年間これをやるということになっていく。時間がかかるこ

とはかかりますよ。時間がかかりますではなくて、時間がかかるからこそ、この 4年間でこれ

に取り組みますと、それこそ誰もが活躍できるまちづくりシステム、誰もがということは、例

えば企業人材がこういうところで活躍できる、と協働の地域づくりに関われるようなことが必

要になってくる。人がいないのであれば、地域にいる、昼間いなくても活躍できる状況を作ら

なければいけないだとか。そうしたら、そういうことに対して何をするかという具体論が出て

きますよね。ただ単に状況はこうですと説明するのは、もちろんできるのは大変だと思います

けれども、だからこそ何をするかということが計画なわけです。特にこの政策 1の議論として

言っていますが、政策 1 は特に「このままやります」と書かれているように読み取れますの

で、課題として認識して明示的にしていただきたいということになります。質問やコメントが

あるのであれば、こちらに向けて話してもらえませんか。何かありますか。今ここで審議を止

めている事情が何かあるのであれば、説明してください。 

 

(事務局） 

具体的な課題というかたちでどこまで書けるか、逆に基本計画でどこまで具体的に書くかと

いうことになろうかと思いますので、ここで取り組んで大きく書かせていただいたのは、とに

かく地域づくりを進めるためにはやはり人づくりが大切ですと。人づくりをしながら地域づく

りを進めていきますという、確かにおっしゃった通り、抽象的な表現になってしまっています

ので、どこまで具体的に書けるか、基本計画としてどこまでどういうふうに書いていくかとい

うところは再度検討したいと思います。 

 

（玉村会長） 

抽象的ということを言っているわけではなくて、課題を書いてほしいという受け止め方をし

てください。現状説明はいつもしています。現状はこうです、だからこうですと。だからこそ

市民の方々にこういう認識を上げてもらう必要がありますとか。企業の方々が、例えばで言っ

ているだけです、それをやれと言っているわけではないです。企業の方々が住民自治活動に参

加できるようなことをもう少し探索しなくてはいけないです、とか。これはまだ抽象的ですよ
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ね。でもそれは、課題としてこの辺りが次に取り組まなくてはいけないことです、ということ

を示されるから、そこを考えてみるということに向かう。なので現状と課題は、この 30 ペー

ジの上に青い字で書いていますけれども、同じことに見えるけれども違うことです。現状はこ

ういう実態。課題は取り組む意趣。どこに取り組む意趣を持っているのかということが見えな

いという指摘です。特にこういう領域は難しい。だから 1丁目 1番地の政策として書いてある

のはそういう理由だと思います。難しいからこそ、なんとなく現状ですと言い続ければ、市民

の皆さんがそういう状況なのか、で終わってしまう。だからこそ、市役所はどういう認識をし

てどこに取り組むかということを意図的にこういうことを考えないと、永遠にこういう状況で

すという説明で、気付いてみれば担い手がいないです、担い手問題困りましたねと。では色々

な外部の人材に来てもらいましょうかと後付けでやることになってくる。やはりこういう時に

現状はよく見えているということはよくわかりましたので、だからこそ、どこに課題を持つか

ということ。改めて、ここはとりあえず課題としていってみますということを決めていってほ

しい。そうでなければ計画にならない。抽象化、具体化、具体的に言えない、ではなくて、課

題が何かあるのであれば抽象的でも構わないです。ただ、どこに課題感があるのかが見えない

ということです。見えにくいということですね。議論された中では、おそらくこの辺（が課題）

かと推測できるが、でもそこが見えにくい。そこは指摘しておきたいところです。 

 

（田中副会長） 

熊本大学の田中直人です。今の玉村委員長と長瀬先生のお話と言っていることは多分一緒だ

と思うのですが、1丁目 1番地に重しがかかりすぎではないかという印象です。企画課と地域

振興課でもう少し話されて、そもそもやはりこの 5つの理念、これは全部、結局人材育成の話

が入っていて、しかもテーマ 1 からテーマ 7 まで全部まちづくりと入っていますよね。だか

ら、このテーマ 1でやるまちづくりは、長瀬先生がおっしゃったように、支所を通じた公民連

携のあり方に絞ってきちんとテーマを書いた方がいいのではないかと。それ以外のことは、

色々なところでやっていますし、僕はやはり 10 市町がどうやってそれぞれ地方分権していく

のかというところを書ききるのがここかなと思っています。支所の機能を通じて、やはり総合

計画というのは行政の計画なので、行政のことしか書けませんが、できるだけ市民は何をした

らいいのかというようなことは支所が直接指導されると思うので、支所の機能を出先ではなく

地域をまとめるところに、ヘッドクォーターなのだということを書き切った方がいいのではな

いのかと。それが多分玉村先生がおっしゃっていることだと思います。その時に、やはり不安

なのは、僕は土木なので、テーマ 4とテーマ 1の重なりで、テーマ 1に公共交通が入っていま

すが、これは本当にできますか。支所に任せるのであれば、これは本庁で引き取って土木にや

らせた方がいいのではないかと思います。 

その辺がやはり曖昧な感じがして「いい、俺がなんでもやる」と部長が言っているように聞

こえてしまう。そうではなくて、担当の 1人 1人がテーマ 1に即してきちんとやれているかを

皆が考えるようになるかというところを書いた方がいいのではないか。政策 4を移しましょう

という話ではなく、政策 4がここにある意味を考えてスリム化しないと、抱えすぎですよとい

うような印象を持ちました。 
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（委員） 

今の皆さんの意見を外から聞いていて、中か、やはり課題を明確にするというのはとても難

しいと率直に自分は感じました。それが明確になっていないと、その先の計画も具体的に示す

ことが難しいのだなと感想として思いました。 

この 34 ページの現状と課題というのを読み込む中で自分が感じた課題感としては、3 番の

ところで、本市では、合併により行政機能の集約や効率化を図りつつも、旧市町単位で９つの

支所を設置しています。その 3行下のところに、以前と比べて各支所の規模は縮小しましたと

あるので、確実に縮小していく方向にあと 4年後も多分なると思います。その 4年後に、例え

ば今 1 支所に 10 人いたのが 5 人になり、5 人になった時に 4 年後も全く同じサービスができ

ているかというと、絶対無理ですとなると思います。だから計画として、この地域のまちづく

りの担い手の方と協力したり、縮小する上でこの機能を捨てる取り組みをしたり、ここをキー

プできなくなるから、そこを民間に移行していくということが必要になってくるのかなと思っ

たので、課題感としては、絶対 4年後にこれだけ縮小するので、今のままではやばいです、と

いうのが課題なのかと自分は感じました。 

 

（玉村会長） 

色々な課題設定をぜひしていこうというところで。どうしても悩ましいところで、では人を

増やそうと言いたいけれども、そうはならない。だからこそ、この現状を維持するか機能を強

化するということ、イコール人を増やすこととは違うかもしれないと考えていくと、ではこう

いう意味で機能強化を考えていくからこそ、あえて協働するスキル等を上げなくてはいけな

い。そういう具体論として、だから市の職員の、支所でのこういった対話スキル等を上げてい

くことが必要だというようなことは、具体的なやるべきことになってくるわけです。そういう

意味での課題設定が必要で、委員さんの意見のような問題意識からも充分見えてくると思いま

す。 

結局、課題という言葉は分かりにくいですが、どういう問いを持つかであって。問いは 1回

掲げたからといって、僕らも問いをいくつも作り続けるのが大学の研究者の仕事だったりしま

すが、それがいいとは限らない。それが、やってみたらもっと問いは変わっていくものだし、

だからこそ今はこういう問いを持っていて、それをやってみて、もう少し違う問いになる可能

性がありますということ。いつも（問いを）持たないで、結局状況説明をして終わってしまう。

何がやるべき問いなのか、挑戦することなのかということは見えないとなりやすいので、そこ

を出していただくのを全般的に。最初だからここに時間をとってしまいましたけれども、全般

的に、トータルで考えたいところです。決してどこかができていないとかではなくて、全体と

して考えたいと思います。 

ということで、すみません、この政策 1にお時間をいただいていますが、政策 1からさらに

今田中先生から政策 4のあたりも含めてお話がありましたので、一個ずつ区切っていくとあれ

なので、2、3、4まで、徐々に行きますけれども、2 から 3 にかけて、場合によっては 4 まで

入ってもいいという勢いでいこうかなと思います。では、2から 3のあたり、どうでしょうか。 
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（委員） 

政策 2の計画、美しい自然や景観のところです。公園の環境の維持に努めますというものが

ありますが、先ほどの話ではないですが、縮小していく方向に行かないといけないけれども、

4年後も確実に維持ができるのかというのが思ったところです。指標のところを、現状何個公

園があって、4年後も何個のまま行きますというのが目標と設定してもいいかと思いました。 

  

（玉村会長） 

公園の数を考えたいということですか。維持が難しいところをどう見るかというようなとこ

ろ。維持するとは言いやすいけれども、何のために公園を持つかということがわかりにくいと

いうことでしょうか。その辺のご説明や思われたこと等あればお話しいただければと思いま

す。 

  

（事務局） 

現在の方針として、公園については 4年後も現状を維持する予定で、縮小する考えはありま

せん。場所を減らすことも今のところは想定していません。一方で、職員の減少が見込まれる

ため、業務の一部をアウトソーシングで代替する方針をとっています。すでに草刈りなどの維

持管理は業務委託で実施していますが、今後はその比率をさらに強化していく可能性がありま

す。 

 

（玉村会長） 

政策 2の話として 1つ質問ですけれども、あえて「まちなみ」という言葉を選ぶ意味はどこ

にあるのでしょうか。結局「まちなみ」とはどういう概念としてとらえているのか。定義とい

うことではなくて、ここではこういう捉え方をしたいのでこの言葉で言うのが妥当なのだと。

だからこそ今の課題はここにある、というようなことが気になります。 

一体「まちなみ」とは市の職員はどういうものだと捉えていて、何かを考えるから「まちな

み」という表現がぴったり来るというようなこと。「まちなみ」とはどういう意味で言うもの

なのかと気になります。どうして「まちなみ」という言葉を選ばれているのですか。ダメでは

なく、そこの辺りをどう考えているのかがすごく気になるところで。 

さらに言うと、成果指標で「機能的で賑わいを創出するまちなみが形成されている」と市民

に聞くということは、自分たちはまちなみをこう捉えているということがないと、皆さんに回

答を求めることはできないと思います。なので、どういう意味で捉えているのかと気になりま

した。下の問いも生活指標もそうですけれども、どういうものですか、まちなみというのは。 

 

（事務局） 

基本的な「まちなみ」という考え方は、都市計画の考え方のまちなみということで、住民の

方が住みやすくて、それぞれある程度区分された区域で、住宅地は住宅地、工業地は工業地等、

そういう区分をして、特に住環境についてはある程度集約をすると。将来的には集約していき

たいという考え方は持っておりますけれども、なかなかその辺が進んでいかないということは

課題としてございます。基本的には、空き家やそういうものについて、できるだけ少なくして、
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景観的にもよく、そしてできるだけコンパクトなまちを作っていくということを「まちなみの

形成」という形で今のところしております。 

 

（田中副会長） 

僕は面白いなと思っています。そういうものが、さっき玉村先生がおっしゃっていた天草市

としての支所の役割として、そういう空き家対策というものをきちんと地域の人が実感を持っ

てまちなみと捉えられるようにしていくというもののいい例だと思っています。 

その上で、例えば、僕がこの 4で一番きついのは、お祭りがなくなっていくのではないかと

思っています。そういうことの支援を支所が頑張って、支所の人は地域のお祭りを支えるとい

うことを公務としてやれるというような。そういうことを書くところではないかと思うのです

が、そういうのはいかがですか。このようなことを書くのがここだと思いますが。景観、まち

づくりの文脈だと思います。 

 

（事務局） 

支所の職員が公務でやるかどうかは、ちょっとすみません。支所の方々とも話をしています。

いわゆる祭りの担い手がいなくなって、祭りがなくなっていると。昔はしていたができなくな

っていると。そういった伝承芸能がなくなってきていますので、そこをどうやっていくかとい

うのも、支所の方で具体的に考えていくということになります。そのため、ここの担い手とい

うのは産業から全ての担い手を含めて表しています。 

 

（田中副会長） 

おそらく多文化共生も入ってきて、観光コンテンツとしても使えるので、それは教育委員会

と支所が連携してやることです、というようなことを出せば。もう今は底をついている、コロ

ナで地域活動ができなくなって、もう下まで行っている。小学校もなくなっているし、ここか

らもう上がるしかないですよ。その上がり方を行政が指し示すというのが、総合計画の中に書

けたらこんなに素敵なことはないので、ぜひそこを支所の仕事だと言ってあげることが大事か

と思いました。 

 

（委員） 

最後、39ページの政策 3の 2番ですね。2番の「市民活動団体が、地域での継続した事業や

新たなチャレンジ事業に積極的に取り組むことができるよう、自立的かつ安定した運営基盤づ

くりを支援する」というものがありますが、これに対する成果指標がないように自分は感じま

した。成果指標としては、性別による固定的役割分担意識を持たない市民の割合や、地域で不

安なく過ごすことができる外国人の割合というところがあったので、例えば成果指標として、

支援事業の実施数や、市民活動団体にアンケートをとって、支援をされていると感じるか、と

いうような割合で出すというのはどうかと思いました。 

 

（玉村会長） 

今いくつか議論を含めて進める前に、政策 3のあたりに入ることになりそうですが、政策 2
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の辺りで、今の政策 3の指標の話に入ってくると思いますが。進行としては 2と 3同時でいい

ということですけれども。もし政策 2の話でまだありましたら、ご発言いただくことにした上

で行こうと思いますけれども。 

 

（委員） 

政策 2ということで、政策 2の中に、市長のマニフェストにもあります市内の周遊拠点と天

草の玄関口の整備という意味からして、本渡港周辺や牛深港周辺のエリアの整備というのを挙

げられていますけれども、これを成果指標で表す場合に、今書いてある 2つ、いずれも市民が

感じている割合ということを挙げられています。ただ、重要な観光の拠点ということになって

きますので、例えば観光客の方からアンケートを取って、それの上昇具合を成果指標に加える

等、そういうことをやってみても面白いのかなと思いましたので、提案させていただきます。 

 

（玉村会長） 

合わせて少し出してからにしましょうか。では、長瀬先生。 

 

（委員） 

政策 2の現状と課題の中で、公園の問題ですけれども、全国的に、天草市も都市の低密度化

が進んでいるわけですよね。そうすると、公園の配置が、今までヒエラルキーに基づいたもの

が崩れてきている。そうすると、低密度化に伴ってどういうふうに今ある公園を多様なものに

使えるものにするかという機能をもう少し変えていかなければいけない部分があるわけです。

例えば、運動公園があって、総合公園があって、地区公園があって、児童公園がある、そうい

うヒエラルキーがもう成り立たなくなってくる。そういう中においてどういうふうに考えてい

くのか、柔軟に考えていく。つまり、国がやっているようなことは成り立たないわけですよね。 

それともう 1つ、では地区のそういう公園をどう管理していくのか。これは多分もうやって

いるかと思いますが、行政だけではやりきれない。そうすると、住民協働、市民・住民と行政

との協働をどういうふうに進めることによって、これこそ地域の中で守って育てていくという

ようなものを、役割は早く転換していく必要があると思います。 

 

（玉村会長） 

私がさきほど言っていたことも含めていただくといいですけれども、やはり「まちなみ」と

いうのはどうしても、確かに都市計画で言うまちなみはこういうことだとか、公園や都市区分

はどうするかというような話です。 

とはいえ、田中先生からあった通り、「景観」「まちづくり」という言葉が出てきた通り、や

はり「まちなみ」という時にはこう、景観ももちろんここに入ってくるし、それは人の暮らし

等も、景色のために作るわけではないですが、そこでなされていることも大切な要素だと。そ

うすると、それが魅力的なのかどうかということも、自分たちとして暮らしやすいかも入って

きているとすごく幅が広がってきている中で、この言葉がある。それがうまく市民の皆様に伝

わらないと、この成果指標で掲げているものが、結局まちなみというのは家の高さなのか、都

市計画で綺麗に分けろということかなと思う人もいれば、全然違うことを思う人もいるかもし
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れない。なので、どこらへんをどう意識してこの言葉にしているのかということを明確にされ

たらいいかと思います。そうすると、今の回遊の話や公園のヒエラルキーの話もそうでしょう

し。ただ、全体としてどうこれを捉えているか、こういう意味でこの状況を考えたい、だから

こういう指標を置き直したいというような、これまではこうだったからこれですというのは、

もちろんよくやられているのでわかるのですが、先ほどの課題の話と一緒で、だからどう考え

られているのかということも改めて意識していただきたいなと思いました。 

 

（事務局） 

まちなみにつきましては、先ほど申しましたけれども、確かにそれ以外の、私たちも「住み

やすい」と「美しい」というのも当然入っております。 

そして今回、本渡港を色々県の方も整備していただいて、それに天草市も加わって整備をし

ていくということで、市内の回遊というものを今検討しているところです。それについても、

当然そこから本渡市街地というか中心部、銀天街の方まで行くなど、そういうことも含めて魅

力があるというような形で、魅力あるまちなみの形成という形にさせていただいているところ

です。 

ただ、これでいくと、他のところ、本渡、牛深以外はどうなのかということも当然出てくる

のですが、そちらの方につきましても当然検討していかないといけないのですが、なかなかこ

の 4年間ではそこまでは厳しいのかなと。本渡と、基本的には牛深を中心にするという考え方

でおります。当然、先ほど長瀬委員がおっしゃいました公園の管理につきましては、私どもも、

今現在も業務委託をお願いして管理をしております。当然、遊具が古くなってきて更新をする

のか、そこの部分については何か違う防災やそういうものに変化をしていかないといけないの

かということもございますので、その辺については、地域の方々とお話をしながら、必要に応

じて変えていくということは検討していきたいと思います。ただ、先ほども申しました通り、

今後 4年間でそれをきちんとするというか、変化をさせるというのはなかなか今のところは計

画としては無いので、色々考えていくという段階です。指標につきましては、なかなか難しい

指標になってしまって、私たちもどれをすればいいのかというのが具体的によくわからなかっ

たという部分がありまして。確かに、魅力あるまちなみが形成されていると感じる市民の割合

というのは人それぞれ感じ方が違うということが当然ございますので、アンケートを取る方に

よって上下していくのではないかということも検討はしました。ただ、打ち出しているのが、

そういう魅力あるまちということで政策を掲げているので、これを使わせていただいたという

ところが正直なところです。 

 

（玉村会長） 

とはいえ、これで説明できないのであれば、これを直してほしいです。なので、正直なとこ

ろであれば、もう少しそこは検討してください。でないと、結局自分たちでしっくりこないと

言ってしまうと、これができなかったとなると、しっくりきていなかったから、ということに

しかならないので。だったらこういうふうにしたいということがあったらいいと思います。 
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（田中副会長） 

これでいいと思いますよ。これを記録していくことが大事で、こういうキャッチボールをし

たというのをちゃんと残しておく。こういうふうにチャレンジして、こういうところで揉んで

もらってと。簡単というか、アンケートをもう少し細かくすればいいと思います。 

やはりこうやって書かれていると、どうしても「美しい」等と思ってしまいますが、生き生

きしているとか、最近空き家が減ったとか、それ（について）あなたはどう思いますか、とい

うような、すごく簡単なことに分ければいいだけなので、簡単です。それよりも、こういう指

標はどうですかと提案すること自体の方に意味があるので、これで全然問題ないです。きちん

とそれを記録していくことが大事で、そういう対話や議論の記録がこの足腰の強い評価システ

ムにフィードバックされるのと思います。1 人 1 人が考えてというのがポイントだと思いま

す。 

 

（玉村会長） 

優しいからこれでいいと言っていますが、これでいいとは実は言っていないように聞こえる

ので、そこは受け止めてください。どこを聞き取るかによって、きちんと考えてくださいね。

深めてください。 

先ほどの公園も、確かに 4年間ではすぐに変わらないというのは、実は全部そうなってしま

う。言っていることを聞くと、もうすでに都市機能や防災機能を考えたことの検討をしますと

いうことを言っているのだから、この検討をしながら次の期間にはきちんと入れるようにしま

すということを書くのが課題設定だと思います。ずっとこれはそうだ、でもこれは書けないで

はなく、だからこそ、こういうことを推進して、皆さんの地域の対応をしながら可能性を模索

するのがこの期間ですということを書いていただければいいと思います。これをやります、と

具体的に言わないといけないと思っているのかもしれないが、そうではない。そういうことを

次にやらないと、先ほどの長瀬さんが言うところのヒエラルキーの状況が変わらない、で終わ

ってしまうかもしれない。なので、おっしゃったような、ではそういうことを対話する場面を

作っていくことが次の課題だったら、そういうことだと思います。いきなり勝手に変えるわけ

にいかないという考えもあるでしょうから。そういう次やることが書かれれば課題設定ができ

ているということになると思います。 

では、3に行きますか。では、政策 3のあたりです。なさそうだったら、政策 4の話に入っ

ていただいてもいいですけれども、政策 3のあたり。先ほど委員のところから出ていた成果指

標がもう 1つあるのではないかという話だったかと思いますが、そのあたりも 1つとして。そ

れに加えまして、他に何かご指摘はありますか。 

 

（委員） 

39 ページの 3 番で、多文化共生の実現ということで、総合政策の方の委託を受けて、外国

人相談窓口とやさしい日本語教室の担当を受け持っております。天草の中で、多分もう 400、

500人以上の外国人が入ってきていると思います。その中でだいぶ認知をされてきましたが、

相談窓口がどうしても月曜日と木曜日の午後 13 時から 17 時ということで、就労で来られて

いる外国人の方が多いので、実際やはり窓口に来るのは困難なのかなということで、もう少し
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受け入れている企業さんとの働きかけが必要なのかなと。やさしい日本語教室も、本当に栖本

町や新和町から自転車で 1時間以上かけて来てくれる方もいます。そういった方たちがもっと

参加しやすいやり方が何かできないかなと、いつも思いながらも何もできずにいます。 

こういった施策を含めて、正直、市役所の職員の皆さんは全てを網羅してとは言いませんが、

やはりそこの担当課になればなんとなく施策がお分かりですが、子育て支援に関しても高齢者

支援に関しても、自分は結婚して子どもさんもいらっしゃるのに全くこういう制度があるとい

うことを知らなかった等、結構いらっしゃる気がします。そういったところをやはり全体で見

るというのは本当に難しいですけれども、やはりこれは意識の問題ですので、そういったこと

がもっとインプットされるような市役所職員になってほしいなと思いました。 

あと、多文化共生も本当に素晴らしい事業ですので、もっともっと私たちも協力していきた

いと思いますので、やはり色々と、企業さんとのやり方等、そういったものを模索していきた

いと考えております。 

 

（玉村会長） 

では、先ほどの話は申し訳なかったですが、今の委員の話と合わせまして、ご質問ないしは

ご回答ないしは説明等ありますでしょうか。 

 

（事務局） 

まず、多文化共生で今いただいた直近の話からですけれども、色々企業との連携というよう

なところでのお話ですが、現在のところで住民からのお声とかもありまして、やはり外国人が

増えてきているというところで、色々と周知の方を図っていただけないかというようなお話が

ありました。10 月号からやさしい日本語で広報を、ホームページのみの限定にはなるのです

が、周知をさせていただくという形をとっております。そういったところで広く、職員、担当

課だけではなく、住民の方に触れていただいて、そのホームページにアクセスしていただいて、

外国人だけではなくて、障害のある方、また高齢者の方でもなかなか読めなくなってきたとい

うのにも相通じるところも出てきますので、そういった視点を踏まえて、外国人のみならず多

様な方々の視点を踏まえたところで取り組みをスタートさせていただいているところです。い

ただいた意見で、やはり日本語教室等のニーズもかなり出てきているので、サテライト等また

色々な方面で研究はさせていただきたいというところではありますけれども、そういった意味

で、やさしい日本語の普及というところの取り組みを模索しながら進めていきたいと考えてお

ります。 

もう 1点が、ちょうど別件で話をしていたので、すみません、失念しましたのでもう一度お

話を。申し訳ございません。 

 

（委員） 

政策 3の 2番で、市民活動団体を支援するというものがありますが、それの成果指標がない

ように感じたので、市民活動団体に直接アンケートやヒアリングをする、もしくは支援の事業

の実施数を指標として掲げるでもいいのかなと思いました。 

 



- 26 - 

 

（玉村会長） 

根幹となる市民活動の、先ほどの話ではないですが、色々なところに影響するところだから、

そこがきちんと何らかの指標で確認できるようにした方がいいのではないかということです

よね。ここの辺りがどういう意味合いで成果指標を掲げていないのか、ないしは今どう思われ

ているか、何かご説明ありますか。 

 

（事務局） 

前期の計画の方では、市民活動団体のうち、新たに法人化した団体数として成果指標を挙げ

させていただいておりました。ただ、現時点で市民活動団体、たくさんこちらで把握している

部分があるのですが、団体の活動自体が、課題としてですけれども、後継者不足や団体自体の

存続というところで活動の維持が困難になってきているのではないかというところで、実際、

市の私たちの方でしている支援が団体のニーズに合っているのかというところを考えるよう

になってきました。 

そこで、まずは成果指標としての数字設定。目標の数値目標設定を設けずに、相談支援の質

を上げるといいますか、市民活動団体の求めている支援となっているのかというところを、ニ

ーズアンケートやヒアリング、団体さん同士の交流会など、意見交換会等もさせていただいて

おりますので、その中で色々お話を伺って、管理をしていきたいと思っております。ただ、事

務事業の方で管理はしていきたいと考えておりますので、後期の方では検証させていただけれ

ばというところで、指標の方は設定したいというところで、こちらで進めてお示しした次第で

す。 

 

（委員） 

取り組むのであれば何か指標を置いた方がいいのかと、やはり自分は感じました。先ほどの

お話でいくと、例えば住民あたりのこの市民活動団体の割合がどう推移しているのか、活動が

継続できているところが何事業所あるのか等、設定するならそうかなと自分は思いました。 

 

（玉村会長） 

あくまで例えばで、この指標設定というのは、それぞれがこれで自分たちのやっている状況

説明ができるし、これを上げることが本当はやりたいことだということを持っていただく必要

があると思います。そういう形でまず指標は持った方がいいというのが委員からの指摘だと思

います。 

 今の話を聞いていると、十分いろんな問題意識からさらに課題設定ができていると思いま

す。最後におっしゃったように、求める支援になっているかどうか、それを指標にされたらど

うですか。それを今回考えてみようと。前回、団体の数を登録させるということがそのときの

課題設定で仮説だった。しかしそれをしてみたらそこは少し違った。別にそれは構いません。

やってみる努力がそこに発生したから。だからこそ、本質的には次はこちらが見えてきた、支

援の質を上げるのだとおっしゃったわけです。そこが課題だと。ということは、そうでなけれ

ば続かなくなるかもしれないし、もっと進んでいかない。もしかしたらそこから新しい団体が

できるかもしれない。いずれにせよ支援の質を上げたいとおっしゃっているのであれば、求め
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る支援になっているかどうかということが指標として、これはどういう表現されるかはお任せ

しますが、そう思われているのであれば、それで十分いいのではないかと思います。なので、

今課題設定が十分できたと思いますから、そういうふうにして、そこが課題ですということを

逆に明確にして指標にするということかと思います。この課題はよろしいですか。 

 

（委員） 

この政策 3の 1番の男女共同参画社会実現のための、というところですけれども、男女共同

参画という言葉自体ではないですけれども、女性の活躍推進ばかりが謳われていて、男性が、

女性が今まで担ってきたことに対する歩み寄りというか、そちらの方に時間を使っているとい

うところの記載も、まず世の中で多分、あまり見たこともないですけれども。この成果指標の

性別による固定的役割分担の意識を持たないというのは、女性に対してというものが多いので

はないかと思われます。女性がどれだけ社会進出してきたかという指標で、それが女性自身の

回答や、男性もそう見えるというふうに思うのであって、男性が、女性が今まで担ってきたこ

とに関して、そこをどれだけやっているかというアンケートが取れるかどうかわからないです

けれども。そこも含めないと、女性が社会進出することによって、特に本渡市以外の地域の、

平日の昼間の人口は減っていますし、土日も休みが取れず、土日に仕事なので地域の行事に参

加しないという、地域のつながりの希薄につながっていると思います。そこは女性ばかりが活

躍推進していますかという指標ではなく、お互いに男性が、では女性が今まで担ってきたこと

に関して、どこまで踏み込んで、今以上分担できているというふうに思いますか、という指標

が 1つ欲しいと思っています。 

 

（事務局） 

そうですね、市政アンケートの今までの聞き方が、男は仕事女は家庭などといった性別によ

って、役割を固定する考え方は良くないと思いますかという聞き方で、意識を聞くようなアン

ケートとしておりました。令和 7年度、今年度実施する部分には、その意識の部分とそれに伴

う行動を聞くような内容の設問を考えて、今年度実施するような形にしていただいておりま

す。聞き方も、今私が申し上げたような聞き方ではなく、まずは意識のところで、性別によっ

て仕事や家庭での役割を固定すべきではないという考え方についてあなたはどう思いますか。

というところを聞いて、その後で、その回答した考え方について、実際あなたは家庭生活の中

でどのような行動を取りたいと思いますか。という聞き方をしています。これでどのような感

じで回答が出てくるかは分かりませんが、細かく家庭の仕事は女性だけがするべきではないで

すよね、ということを聞くのかというところも色々考えたのですが、やはり市政アンケートと

いうところでもあり、男女課が単独でするようなアンケートでもなかったというところもあっ

たので、まずは意識を上げたいって、意識が上がっているかの確認はさせていただきたいとい

うところはありましたので、意識の部分、今度はそれに伴う行動というところでの聞き方をさ

せていただいております。 

男女共同参画といって、女性が活躍というところを委員さんがおっしゃったのですが、確か

に女性の活躍というのは必要なのかと思いますけれども、それをするには、周りの男性や色々

な方の理解があってからの女性の活躍、女性自身の考え方も変えていかなければいけないとい
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うところもあるので、少し難しいと言ったら、もうなんでも難しい（という言葉）でまとめた

らいけないですが、なってくるかなと思います。まずはそのアンケートを今回変えて聞かせて

いただいて、今後行動の部分をどのように、こちらとして検証していくか、分析していくかに

なってくるかと考えております。 

  

（玉村会長） 

先ほど田中先生も言ったことに、私の意見が近づくかもしれませんけれども。指標というと、

確かに指標でどういうフレーズを掲げるかが 1つ気になります。それもありますが、記録を付

けておくというのはそういう意味なのかと思うのですが、どういう分析をするかということも

意識しておくといいですね、ということだと思います。すなわち、今の話ですと、行動と意識

の関係をとろうとするが、そこと、例えばこういう象徴的な指標を上げているのであれば、例

えばこのような行動をとるようなタイプの人たちはどういう傾向になるのかを分析した方が

いいのか、ないしは、もっとざっくりした話でいくと、男女の違いはどこにあるのか等。もち

ろん、この項目を調査するということは、他にも属性でありフェイスシートであり、属性とし

て何か聞いていることがあるので、その属性と組み合わせてこういう分析をしてみるとこうい

うことがわかるか等。それを指標として表現するかどうかは次のこととしても、少なくともこ

ういう分析をしようかということを考えておく。働き方によって違うか、年齢で違うか、こう

いう行動やパターンを持っている人はどういう意識になるのか等、そういう分析をしたいと思

うので、こういった次の調査ではこういうことを項目にしたい、もしかしたらそういうことを

検討しておくと（いい）。確かに調査としてはこういう市民全体の意識だけれども、本当はそ

の中でもこういうタイプの人たちのものを指標にしたい、というようなことは踏み込んでもい

いと思います。そういうふうに分析するところは残してもいいし、指標の中でも、あるタイプ

の、あるセグメントの方々の、あるグループの方々の傾向だけを指標にします、というのでも

いいと思う。そういったことに繋げていくと、より自分たちの状況を説明できるようになるか

とは思います。 

では、そういうことで、この政策 3のあたりから 4のあたりの交通の話、先ほど一部交通の

話がありましたけれども。 

 

（委員） 

政策 3 の 2、政策 1の 1、政策 4 の 1 に関わるかと思いますが、少しまたがったり戻ったり

して申し訳ないのですが。まず、まちづくりの担い手として、今人口減の割合がすごく多い河

浦町というところに住んでいる者としても、イベント等何かをしようと思った時に、若者が喜

ぶことは若者っぽくなってしまうし、高齢者が喜ぶことはやはり高齢者が喜ぶ、というような

ことになってしまうので、自分たちから創造するというのはすごく難しい面があるなと思って

おります。 

あともう 1つ、最初から出ている危機感というキーワード、それから、きめ細やかな市民と

の対話という意味でですが、もっと市としてはこういうことを町のためにやらないといけない

と思っているということを PR していただきたいなと思っています。そういったところに、こ

ういう課題を解決するには私の会社だったらこういうことができるかもしれない、自分のやり
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たいことがこういうことで、そこがリンクするのでという感じで、例えば予算を分配するよう

な、コンペのようなことを公にもっとやるというか。行政のことはすごく隠れていろいろされ

ているという感じがしてしまうので、平等という観点は残しつつも、もう少しやる気のある方

にそういう予算等を分配するような形や、地域ごとで自分たちが頑張らないといけない、地域

で、ここで誰か出さないといけないというのを自分たちで探させる、そういうふうな動きを考

えられたらいいのではないかなと思いまして。 

 

（玉村会長） 

さて、すごく私は共感しましたけども、皆さんの方で何かありますか。 

 

（事務局） 

一応、施策としましては、まちづくり交付金事業やチャレンジ支援事業という事業はあるの

ですが、先ほどおっしゃったような新たな事業にチャレンジしたいという時のための補助金

等。使い道が、自由度が高いまちづくり交付金事業や、そういう施策はあるのですが、ここに

その具体的な政策まで今載せていないというか、そういうふうな形式になっていないので、具

体的な政策については、そういった事業はあるということです。 

  

（事務局） 

あることも知っていますし、申請しようかなと思ったことももちろんありますが、やはり

色々と制約が多いというか、守らなければいけないことが多かったり、決まっていないといけ

ないことが多かったりというところがありますので、チャレンジできなかったというところが

あります。今やっていないとおっしゃった感じで、こういうことに使ってほしい人募集という

ような、そういった観点のものもあってもいいのかなということですね。 

 

（玉村会長） 

おそらくやっている方は今やっていますよね。なので、どうしてもこれは時代がすごく変わ

ってきているという認識もあると、今の委員の話から思うところで、どうしても市の職員は、

担当したことをしっかりやるというのは、もちろん職制上そうなっているので、答えを出さな

ければいけないと思っているところはあるかもしれませんけれども、片やもう 1 つ必要なの

は、ここに悩ましいテーマがあるからこそ、これをやっているが、それでもまだまだやること

があるという、ここに悩ましいことがあるということを、最初の話だと危機感の話もそうだけ

れども、そういったことをきちんと皆さんにも PR と言っていただいたけれども、認識してい

ただくということも重要な仕事で。そうするととても難しくなってしまいますよね。ややこし

いし、みんなどうしたらいいかわからないから、なんだ、どうにかしろよ、と逆に言われてし

まったりするというような。それでもやらなくてはいけない状況があるので、先ほどのような、

確かに若者は若者っぽくなるし、色々な意味でやる人が減ってきているがゆえに、どうしたら

いいかわからないからこそ、皆さんと一緒にやらなくてはいけないです、ということすら PR

しなくてはいけない。だからこそ、こういった事業で、答えがあることをやってもらいたいの

ではなくて、試行錯誤するためにこういった企業たちも考えてほしいとか、結構悩ましいこと
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をきちんと伝えていくということも重要ですね、ということですよね。それが、さきほど言っ

た課題ということはそういうことかもしれない。どうしたらいいかなかなかわからないから、

皆さんとしっかりやらなくてはいけないと書かれていますが、だからこそ、こういう事業をこ

ういう形で変えたらいいかなというところにきちんと落とし込んでいってもらいたいという

こともあります。なので、もっとそれを書いてくださいということを今言っていると思います。

ソフト仕上げではなくていいですよというのが審議会としての委員の発言かと私は受け止め

ました。私はあえてそれを言っておこうかなと思いました。 

もう少しテーマ 2までやってから休みに入りたいと思っていますので、ご協力いただきたい

と思います。テーマ 1については審議終了いたします。このテーマはもともとお時間をいただ

くという想定が、実は事務局とも話しましたのでお時間をいただきましたけれども、この進め

方を次は意識しつつも、また色々な審議をうまくやっていきたいと思っています。 

 

【テーマ 2】 

（事務局） 

テーマ 2「交流を通じて賑わいを創出するまちづくり」につきましては、4 つの政策から構

成されております。 

まず、政策 5「交流を基調とした選ばれる観光地域づくり」についてご説明をいたします。

政策 5は 3つの施策計画から構成されておりますが、時間の関係上、ここでは 2つの項目につ

いてご説明をいたします。 

まず、1つ目の「地域資源を生かした持続可能な観光の推進」でございますが、今年度策定

する新たな観光振興アクションプランに基づきまして、野生のイルカが生息する美しく豊かな

海を守る活動や、旅館、ホテル、飲食店などにおける食材、備品、消耗品等の地域内調達率の

向上、ゴミの減量化、資源化などに取り組むほか、最も力を入れるべきは、地域内における経

済波及効果の増大に向けた取り組みでございます。観光地としてのブランド価値の向上や一定

期間の滞在を必要とするコンテンツづくりに取り組み、高い付加価値と長期滞在を実現する観

光地域づくりを目指します。 

次に、2つ目の「交流により魅力を伝える『天草スタイル』の観光の確立」でございます。

本市観光の基本的なスタイルとして、地域の魅力や価値を来訪者と地域住民の間でストーリー

を用いて共有するインタープリテーションの手法を活用した、来訪者と地域住民の交流を基調

とした観光の確立を目指します。本市の地域資源の背景にある歴史、文化などを魅力的なスト

ーリーとしてまとめるインタープリテーションガイドブックにつきましては、本年度から、ま

ずは西海岸において政策に着手しておりまして、本計画期間内におきましては、制作したガイ

ドブックを来訪者と本市の観光事業者などの地域住民が共有し、交流を深める中で本市の魅力

を伝え、滞在時間の延長やリピート率の向上を図ってまいります。なお、成果指標につきまし

ては、経済波及効果の増大を図る観点から観光消費額を、日本人の国内旅行が低迷している現

状を訪日外国人による観光消費の増大で補う観点から訪日外国人宿泊者数を掲げております。 

次に、政策 6「芸術、歴史、文化、自然資源の保存と価値の向上」についてご説明いたしま

す。政策 6は、4つの施策計画から構成されておりますが、ここでは 3つの施策計画について

ご説明をいたします。まず、2つ目の「歴史文化の保存・継承」でございますが、指定文化財
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の整理と文化財オーラの改訂によりまして、歴史的、文化的価値が特に高い文化財の保存管理

の重点化を図ってまいります。また、本市の伝統文化やキリシタンの歴史などの普遍的価値を

周知、継承するため、地域の歴史を学ぶワークショップや企画展、講座などを継続的に実施い

たします。東部地域におきましては、天草戦国ミュージアム及び御所浦恐竜の島博物館の両施

設を核に、倉岳地域と御所浦地域が連携したイベントの開催や、地域住民や観光客が気軽に参

加できる魅力あるアクティビティの提供に取り組み、本市東部地域への誘客と地域内周遊を促

進いたします。 

次に、3つ目の「世界遺産の保存、活用」では、世界遺産を将来にわたって保存、継承して

いくため、文化的景観保存計画の改定、運用を進めるとともに、崎津今富集落内の歴史的建造

物や文化財の保存、修復に関する専門家の意見を取り入れながら、持続可能な方法で保全を進

めてまいります。さらに、市民と行政が一体となって、また長崎県などの関係自治体とも連携

をしながら、崎津今富集落の景観の保全活動や効果的な情報発信などを行ってまいります。  

次に、4つ目の「自然資源の活用と博物館活動の推進」では、御所浦恐竜の島博物館を拠点

に、天草の豊かな自然の保全、活用につなげるため、出前授業、出前講座による教育普及活動

を展開いたします。また、島特有の恐竜化石や生態系の多様性などの調査研究を進めることで、

自然資源を活用した地域の魅力向上につなげ、御所浦全島、ひいては天草全域への回遊促進に

取り組んでまいります。これらの取り組みを通じまして、地域の文化と自然を次世代に継承し

ていくことを目指してまいります。なお、成果指標につきましては、市民が芸術文化に触れる

機会の満足度を図る観点から、機会があると感じる市民の割合ほか 4項目を掲げております。 

次に、政策 7「スポーツの推進と交流機会の創出」についてご説明いたします。政策 7は、

3 つの政策計画から構成しておりますが、ここでは、2 つ目の「スポーツ大会および合宿等誘

致と地域資源を活用したスポーツツーリズムの推進」についてご説明いたします。スポーツ大

会及び合宿等誘致活動によりまして、本市のスポーツ施設を利用した団体の宿泊等による経済

効果は年々増加をしております。スポーツを通じた地域活性化のための重点的な取り組みとし

て、スポーツコミッションが中心となり、市スポーツ協会や各種競技団体などと連携をして、

大会、合宿等による交流人口を拡大し、市内の飲食、宿泊などの観光産業へ経済効果を波及さ

せることで、地域の活性化を推進いたします。また、市内各地域のスポーツ施設で開催される

大会や合宿などを目的とした来訪者に対し、本市の魅力ある多様な地域資源を活かしたスポー

ツツーリズムを推進することで、来訪者の長期滞在につなげ、地域内消費の拡大を図ってまい

ります。なお、成果指標につきましては、前期基本計画から大きく変更はございません。 

最後に、政策 8「関係人口の拡大と移住、定住の促進」についてご説明いたします。 

政策 8は 2つの政策計画から構成されておりますが、ここでは 1つ目の関係人口の創出、拡

大と関係深化についてご説明をいたします。本市と関わりがある市外在住の関係人口をふるさ

と住民として登録することで可視化をし、地域と関係人口との人的、経済的な交流を促す取り

組みでございます。ふるさと住民へ、イベントなどの情報のみならず、今後は住まいや仕事、

地域活動などの情報も発信をし、本市におきまして仕事や地域活動などに携わることができる

よう取り組むとともに、地域住民との交流を深めることを目指してまいります。なお、成果指

標につきましては、新たに本市の関係人口であるふるさと住民登録者の人数を掲げておりま

す。以上でテーマ 2についての説明を終わります。 
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（玉村会長） 

テーマに関しまして、今の問題意識等ご説明いただきたいところがあります。政策 1つずつ

進めていくところを前提としますが、先にこの話も、というところがありましたら言っていた

だいても構いません。では、政策５から進めてまいります。政策 5につきまして、何かご指摘

やご質問等ございますでしょうか。 

 

（委員） 

政策 5ですけれども、ほかの 6とも関わりがありますが、現状と課題の中に観光施設の状況

というものがありますよね。天草は結構色々な観光資源があると思います。例えば歴史資料館

や、色々な資料館がたくさんあり、あるいは温泉施設があり、道の駅もたくさんある。そうい

うものが本当に有効的に今機能しているのか。これは合併したときにそのまま資産を引き継い

でいるものもありますので、そういうものの中でこの観光施設のあり方というのは、抜本的に

やはりスクラップアンドビルドをしながら、使えるものは使う、ネットワーク化するものは使

うという、そういう総合的な処理が必要ではないのかと。これを誰が運営するのか、行政がそ

のまま運営するのか、民間にお願いするのか、あるいは公民連携でやるのか。そこら辺をきち

んとやって、天草市が観光立国として売り出していくときに、こういうものをどういうふうに

活用していくのかというビジョンを明確に示さないと、後々の施策との関係において、施策が

明確にならないのではないのか。 

 

（事務局） 

ご指摘の通り、本市は多くの観光の施設、市有の施設を有しております。基本的には、温泉

施設も、合併前に町から持ち寄った施設もあるのですが、そこで雇用が生まれている、あるい

は経済活動が行われているものに関しては、基本的には民間譲渡を進めていくという計画を持

っております。これは公共施設再配置計画と別の計画の中で進めておりますけれども、やはり

実際にそこで働いていらっしゃる方がいらっしゃる、あるいはその地域の経済活動がそこで行

われているということに関しましては、民間に引き継いでいただきたいと。 

計画では、今基本的には指定管理制度のもとで管理運営を行っておりますが、次の更新の時

からは民間にというようなところの計画を持って進めているところでございます。 

 

（委員） 

意趣が少し違っていて、様々な観光資源があるわけですよね。それが今無数に多分あると思

います。それをどういうふうに今後活用し、処理し、スクラップアンドビルドしてネットワー

クを図っていくのか、相乗効果をいかに出していくのか、ということが天草としては大きな課

題なのではないですか、ということをお聞きしました。 

 

（玉村会長） 

各論として、それぞれの施設どうするかはあると思いますが、この目標のもとでどういうふ

うにその施設群を扱われていくのか、そういう感覚はどうですかということですかね、長瀬先

生がおっしゃっていることは。 
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なので、今の説明だと、個々の施設をどう移行させるかは方針を持ってやっていますと。で

すが、目標や目指すことに向けて、その施設群をどう組み合わせていく、それに対して、運営

体制をどう作っていくか等、目標のためにそういう施設を使うということに関して、よりどう

いう体制作りをされるのか、その辺はどのような状況なのということのご質問ですよね。 

 

（事務局） 

地域が結構広いものですから、道の駅もその中で 5つありますけれども、それぞれインフォ

メーション機能等、色々な役割を担っております。 

1つ例を挙げますと、ナショナルサイクルルートに指定されるような動きというのが少し出

てきております。サイクルツーリズムを基本として、そこで各施設を、例えばサイクリストが

休憩できたり、自転車の修繕ができたり、そういう施設の機能を付与する等、そういった形で

今後も生かしてまいりたいと思っております。基本的には、施設全体のことにつきましては、

個々の施設を見ながら、なかなか利用が少なくなってきたものは、スクラップは毎年やっては

おりますけれども、そういった中で利用の状況を見ながら一つ一つ判断していきたいと思って

おります。 

 

（委員） 

少し違います。僕が聞いたのは、地域の中には様々な観光施設や文化施設がありますよね。

それについては一旦きちんと評価をした中で、使えるものや使えないもの、それからどういう

ふうにネットワークしていったら観光資源として相乗効果が出るか等、全体像が俯瞰しながら

きちんと整理していかないとまずいのではないかということを聞きました。合併しているわけ

ですから、例えば天草四郎の記念館なんていうのはたくさんあるわけですから。そういうもの

も含めて、トータルにどういうふうに俯瞰しながら、観光資源としてどう有効活用するのか、

誰がその維持管理を担ったらいいのか、そういうものを全体的に精査した上で、観光にどうい

うふうに役立てていくのかということを考えているのかということを聞きました。 

 

（玉村会長） 

おそらく、それで観光ルートみたいな形で考えるのがありますねというのは、その意味でお

話いただいたところでしょうか。やはり拠点が各地にあって、それはもちろん使えるかどうか

や持続可能性をあげるかどうかも 1つですけれども、観光の課題から言うと、観光ルートとし

て組み合わせることを考えていく、あるテーマ性のもとで見てもらうことを作っていく等、い

わば観光資源として本来あるべきものが各所にありますではなく、それをトータル全体として

どう使われるかという方針をお持ちですよねというところと、それが見えたらいいですよねと

いうこと。 

さらに、私がもう一つ言わせていただいた、もし今観光施設のようなところがあるのであれ

ば、そういうことこそ指標とかなくていいのかということですね、私が加えるとしたら。全体

で、結局入り込み消費額と外国人の数だけ見てしまうと、今みたいなこだわってやるべきこと

が何かあるということがわかりにくいと思います。もしそこがこだわるテーマではないのな

ら、これは違うと言っていただいていいのですが、観光資源が、例えば公共施設もそうですけ
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れども、ネットワークで扱う状況で、広域なわけですから。どこか 1か所だけ来てください、

ディズニーランドがありますということではないので。天草全体を使っていくということであ

れば、そういったネットワークとしての考え方がありますよねというのが長瀬先生のお話で

す。それが使えるかどうかということと、合わせて改善することがありますよねというのが加

わったこと。おっしゃっていたこと、観光ルートとして、ナショナルなんとかとしてやるとい

うことであれば、それをきちんと、少し気づきにくいというご指摘なので、それを明確にした

方がいいのではないですという指摘だと。 

指標のことを説明したのではなく、先ほどの議論で、公共施設の配置ということもそうです

が、地域資源が各所に分散していることをつなぎ合わせたことを考えたらどうですか、それに

対して、公共施設をどう見ているのですかという委員の指摘です。それに対して説明があるの

であればそれでいいし、それが伝わったかどうか、不安だったのでここに返したという状況で

す。それにおいて、さらに指標としてはその意味を聞きたかったということよりも、今のよう

なネットワークで活動をするかということを考えているのであれば、そういったことは結構重

要なテーマになるので、指標にされたらどうですかというのが私の指摘です。 

今の指標がいいかどうかで言えば、ご指摘の通り、しっかりインタープリテーションを持つ

こと、滞在を増やすことを考えられているから、それに関して懸念を持っていると。それは確

かに少し大きい指標かなという気はするけれども、具体的に働きかけてどうにかなる指標も持

たれたらどうですかと。しかし成果指標なので、塩梅がどこにあるか難しいところがあるいう

のはわかるところなので。指標に各論の説明をすると、またそれはそれで説明ができると思い

ますけれども、今の質問はそこにはないところです。 

 

多分これは地域振興部長としてお話してもいいと思うので、話しておいたらどうですか。今の

は地域振興の話として言っていますよね。 

 

（事務局） 

以前、観光文化部長でありましたので、その頃のことも含めて話したいと思います。まず、

施設のネットワークということで、先ほどおっしゃいましたように、2市 8町を合併しまして、

キリシタン館が 4つあります。それと、崎津集落でガイダンスセンターがあります。1つ、キ

リシタンの例で言うと、周遊パスポートというのを作りまして、全て回れるような仕組みを作

っています。合わせて、それぞれの館の運営委員会があったのを令和 4年に 1つの運営委員会

としまして、全部ネットワークするようにしています。そこは、ネットワーク化をしていると

いうとこになります。道の駅は道の駅で、それぞれの道の駅の支配人会議等も定期的にしてい

ますので、そういったところで、ネットワークをしていると。 

もう 1つ、インタープリテーションという言葉がありましたけれども、イルカ、高浜、崎津、

牛深の 4ポイントを今回はしますので、その縦のラインは出てくるかなというふうに思ってい

ます。合わせて、支所の計画の方で、これは地方創生と絡みますけれども、苓北町も入れて、

天草町、河浦、牛深で何かしようという動きが出てきています。もう 1つ、東海岸の方ですけ

れども、戦国ミュージアムを今作っていますが、そこと御所浦の博物館をネットワークしてい

く、相互に紹介していくという取り組みをしていますし、御所浦町、倉岳町、栖本町、新和町
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のいわゆる海を囲む周辺、そこでも一緒になって観光を売っていこうという取り組みを来年度

からしていきますので、そういったところでその施設の一体的な活用も新たに出てくるかとい

うふうに思っています。 

 

（玉村会長） 

ということで、すでに担当されてやっていくのに全然問題があるわけではなく、そういった

ことがしっかりある状況だということが、説明によればそうだとわかるので。その路線は結構

大切に育ててきたことだと思うので、私の指摘としては、指標に掲げるぐらいやって、しっか

りそこをもっときちんと進めていくということを持たれたらいいのではないかというところ

です。総論として、確かに観光消費や外国人の数は分かるのですが、もう 1段そこに対して、

こういう意味で、今のようなネットワークを作ってやっていくことや色々なことに今取り組む

べきことがあり、そこは課題としてより、もう少しやることがあると聞いた。であればなおの

こと、そこについて指標を持つぐらいでこだわってもいいかなという気がします。 

では、政策 5のあたりから。さらに、場合によっては、今の話は実は観光の話という意味で

はすべて連携していますので、これをあまり切り分ける必要はないかもしれません。政策 5、

6、7、場合によっては関係人口という広い意味では人の流れを作ると意味で繋がってきますの

で、さらに移住・定住あたりで。場合によってはどこかここだけ寄せましょうという話をする

かもしれませんが、政策 6、7、8あたりも含めまして、ご指摘等あればと思います。 

 

（委員） 

政策 6 の成果指標の 3 番目に世界遺産の価値の理解度というところが 95％で、高い数値で

もう出来上がっているということもありますし、もし世界遺産の集客や街の活性化を目指すの

であれば、ここの質問は天草市の以外の方に訪れてほしい場所であるかどうか、他の人へアピ

ールしたい場所であるかどうか、というような質問の仕方でもいいのかなと思いました。 

 

（玉村会長） 

この議論も一つですけれども、そもそも全体論として、他もありますよね。指標がほぼ飽和

しているというか、これはもうマックスまで来ていますよねと。それはよくできているという

証でもある。ということは、それを、こういう意味でさらに次に挑戦することにします、とい

うようにしていただく必要がある。それこそ 100％を目指します、100％はできないが 99.何％

に達しているものは 100％と言い続けばいいとなってしまいますから、総点検していただい

て。もう 90 何％で現状維持的になってきているものは、成果の達成するものは他もあるはず

なので。それよりも、こういった方々のこういう傾向に特化して見てみる、今のようにこうい

った感覚で理解度を捉えたい等、そういうふうに、このケースに限らず、全体を総点検してい

ただきたいと思います。これだと、逆に言うと目標ができたかどうか議論もできなくなってし

まいますので。これらの指標はやりたいこととわかりますけども、そういう意味では、こうい

う理論での理解度です、ともう 1段具体的な話になるのかもしれないし、なんかそういったこ

とを検討していただくようにお願いいたします。 
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（事務局） 

理解度については、今回から初めて指標としてできたところで、現在も、崎津の資料館を訪

れた方についてはアンケートを実際に取っておりまして、理解度というのを把握しているとこ

ろでございます。世界遺産の価値を継承するというところがありまして、価値がどのくらい皆

さんとして理解されているかというのを維持、さらに 100％ではないですが上に持っていく、

ここから下げないという、ある一定の水準をキープして価値を伝えるという意味で、今回この

指標を設定したところでございます。先ほどもご指摘もありましたように、漠然と理解度とい

う形でしていますので、どういった方面のどういった角度からの理解度なのかというのをさら

に突き詰めて、指標に表したいというふうにしております。 

 

（委員） 

芸術文化活動の推進というところで、9年間指定管理の方に携わらせていただいた中でお話

をしたいのですが、成果指標で言うと、1番の芸術や文化に触れる機会があると感じている市

民の割合が半分も満たないのだということにすごくがっかりしているところです。 

昔の話をしてはいけませんが、以前は、各小中学校や高校で、年に 1回は鑑賞活動等、そう

いった文化に触れる機会があったのに、今は本当に数件、いくつかの学校しかないのかという

ことで、とても残念に考えております。それは各学校関係の行事や予算に関わることだとは思

いますが、やはり公共の場でそういうものを企画しても、なかなか参加しようという親御さん

というか、子ども向けにしても、子どもたちは参加したいけれども、親御さんが忙しいからと

いうことでなかなか飛びつかない。昔は、まず先に子どもたちにそういった機会を触れさせよ

うというのがあったのに、とても残念です。 

その中で市民センターの中にいて、今年度は学校関係にアウトリーチで派遣する事業も計画

しましたけれども、今指定管理になって、一番の問題はやはり老朽化ですね。8 月 11 日の豪

雨災害の時ももちろん浸水がありましたけれども、そのあとにも 2 回ぐらい浸水がありまし

た。そんなに高い水域ではないのですが、雨漏りや浸水、満潮に重なって、というところもあ

りますが、まあ、まずもって避難所になっているところはそれでいいのかというところもあり

ます。そういったところをもっと担当課の方も理解をしていただいて、また、そういった市民

の芸術文化に触れる機会を与えるためにこういったものをどうでしょうかというのを、一緒に

なってもっと入り込んでいただけたらなと。遠慮がちにされている部分があるのかなというの

が今までの中で感じました。やはり、もちろん掲げてあるので、設備の導入、更新というのが

計画に立ててあると思いますが、どうしても高額になってきます。色々な機材も、本当に耐用

年数が短く、ちょっとしたことで壊れてしまいます。これがやはり市の予算に関わってくると

思いますので、やはり計画的に行っていただきたいなと思っております。 

 

（事務局） 

まず、市民の皆さんが文化活動に触れる機会ということでございまして、少なくなっている

というご意見でございました。 

私どもも、今まさに実施しているところなのですが、プロの演奏家やピアニストの方にグル

ープを組んでいただいて、2班に分かれて各小中学校を回っていただくという取り組み、これ



- 37 - 

 

がもう 12 年目になりますが、行っております。また県や色々な財団の事業、補助を受けての

芸術文化の提供と、そういった事業も各学校に紹介を出して、毎年実施をしていただいている

ところでございます。こういった機会は、小学校や中学校はございますが、これをなんとか市

民の他の層といいますか、年代の皆さんにも触れる機会を提供したいというところで、小学校

に来られますけれども、地域の方にもご案内をかけていただく等のお願いをしながら、実際に

小学校においては地域の方がその鑑賞に来られるというようなことで、どんどんそういった意

味で、鑑賞の機会を増やしていく取り組みを継続してやっているところでございます。 

それを踏まえて、指定管理者様におかれましては、私たちはどうしてもそういった部分で提

供してまいりますけども、民間のプロのノウハウ等を活かして、色々なところの芸術鑑賞、普

段は味わえないような都市からの芸術、コンサート等も開いていけるような、両輪で芸術文化

を提供する機会を増やしていければと考えているところでございます。施設につきましては、

一応施設自体は長寿命化という市の方針がございますので、建て替えというよりは、まだ今の

ところ修復、修繕という形を取りながら施設の長寿命化を図っていきたいという計画で進めて

いるところでございます。 

 

（委員） 

政策 7の部分ですが、今、スポーツ大会や誘致が多くてだんだん交流人口が増えてと、本当

に実感している状況でございます。子どもたちも学べる機会も増えているような感じがしま

す。ただ、この中で成果指標だけ気になったのですが、この 2番と 3番、宿泊者数というのは

（現状）1万人が目標値で 2万人ということで、倍頑張ってみたいということだろうと思うの

ですが、その下のところのスポーツ施設の年間利用者数が 85万人ということで、ここは 83万

人から 85 万人でたった 2 万人しか増えない。宿泊者数が増えるということは、それだけまた

大会誘致等も増えるということで考えるならば、ここのところも少し上げてもいいのかと。宿

泊者が倍、ただ、施設の利用者はあまり変わらないというのは、多分根拠があると思うのです

が、教えてほしいです。 

 

（事務局） 

スポーツの施設ということで、社会体育施設、学校体育施設の年間利用者としていますが、

今から廃止していく施設がだんだん増えてくるような形になってきます。その中でも、施設自

体は減っていきますが、また残った施設を現状維持よりも少し高い数字で利用していただこう

という形でこの数値にしております。将来的には、総合管理計画では、グラウンドや体育館を

入れたところで、社会体育施設あるいは都市公園の施設 6施設ありますが、それを含めて令和

7 年 4 月現在 106 施設。これを、体育館が 9 施設、グラウンドはテニスコートも合わせて 19

施設、それと武道場が 3 施設という形で少なくしていき、残った施設の環境整備を整えなが

ら、利用者を現状維持という形で、人口も減っていきますけれども、施設を利用していただき

たいという数値を設定しているということでございます。 

 

（玉村会長） 

全体の事務局の方にお願いなのですが、そういった目標はどういう根拠を設定したのか、な
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いしはどういうロジックモデルかということだと思いますが、どういう論理展開でこの指標に

なったのか、それをきちんと記録することをやっていただく必要があると思います。でないと、

今の話を聞くと、そうか、施設数が減るのだなと。だったら、現状を維持するのも大変なこと

で、だからこそこういう利用をもう少し機能できるようにしていく等、色々な努力がそこにあ

りそうだと分かるのですが、指標だけ見ると、確かにそこはこれでいいのかと逆に不思議な気

持ちになってしまうと思うので、どういう意味でこの指標にしたのか、どういうことでこの目

標値にしたのかというようなことをしっかり記録として残していただいて、それを前提にこの

審議会でも報告を聞くようにしていかないと。なんだか大変なことをやって、そもそもベース

が変わるわけですよね、利用者数。ということは、今の利用者数は確かに全施設としてはそう

だが、残った施設から言うともうかなり低い、上げなければいけないということなので。そう

いった数字は場合によっては聞いた方がいいとなると思いますから、どういうふうにして指標

を設定したか、どういうロジックモデルにしたか、さらに、こういった目標値としては、どう

いう根拠を設定したか。なんとなくということは多分ないと思いますから。それが曖昧なとこ

ろは、どうしてということを記録として出してくれと。それを本当は計画に入れたらいいです

けれども、それは計画別指標でも構わないので、そういったものを作っていただく必要がある

かと思います。 

では、あと、このテーマ 2のあたりいかがでしょうか。全体でもかまいませんし、8のあた

り、特に関係人口や定住、移住の話もここに入ってきますので。 

 

（田中副会長） 

熊本大学の田中です。やや関係したような話にもなりますが、先ほどテーマ 1の方でも申し

上げましたが、やはり役割分担が大事。こちらの本庁というか中央でやっていることと、支所

を通じて市民や民間と連携してやっていくことのバランスがやはり大事だと。メリハリもつけ

てもらわないといけないので。やはり庁内連携と公民連携を上手にやっていくときに、ネット

ワークという言葉が出て、すごく良いなと。今まで拠点整備して箱物作って終わりとなってい

たのが、そうではなく、きちんと地域の人が使い続けられるというふうにプログラムがなって

いて、非常に良いなと思いました。 

その上で、5、6、7はいいなと思うのですが、これを 8に繋げていくときに、どうしてもそ

の諸省から外れるというか。観光文化課で関係人口、移住、定住まで見るのかというとそうで

はないと思うので、そこでどうやって受け渡しをするのかというところですね、その辺は結構

地方創生の鍵だと思います。 

僕は、上天草もやっていますが、上天草はやはり小さいので、その辺の受け渡しがしやすい

というか、隣も見ながら仕事ができるのですが、やっぱ天草市は大きいので、そのあたりの戦

略というか、受け渡しですね。だから、テーマ 5や、そことも繋がってくると思うのですが、

要は、結局根本は人口をどうやって増やす、増やすのは無理なので、減らし方を止めるかとい

うところですね。その辺、何か戦略があれば教えてください。 

 

（玉村会長） 

私も加えていくと、政策 8がすごく色々な意味で地方創生のテーマでも中核となるところで
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すよね。このテーマ 2 の中でも、政策 5、6、7 と影響して、例えばふるさと住民になってい

く、場合によってはそこからさらに移住定住を促進する等となっていくと。それ以外にも、田

中先生からあった通り、他のテーマからも影響してくる。 

すなわち、他の領域やテーマ等との連動性がかなり重要なテーマ…政策 8に関しては、テー

マ２の中でも重要だと思います。そういう連携性、政策間の連携ないしは組織間の連携のよう

なことについてどうお考えなのかというところについて、もう少し補足説明をしていただきた

いかなとは思います。どこのところですか。移住、定住、ふるさと住民。 

 

（事務局） 

移住、定住の方につきましては、庁内で今ワーキンググループという形で、経済部門等も入

っていただきながら、移住というのはどうしても住まいや生活等も移住者の方には必要になっ

てきますので、そういった支援、子育て等も一体的に情報発信ができるように、今ワーキング

グループを作りながら、今年度、来年からの計画の策定にも取り組んでおります。そういった

形で、一体的に情報連携をしております。また、産業部門では、産業のフェアに移住のブース

を設け、合わせて移住者、担い手という形も取っております。 

また今後、関係人口というところも今まで取り組みをしていましたが、そこの進化という形

で、先ほどから地域の担い手というところが出ております。そういった方たち、こちらに移住

をしなくても、関わりを持ちたいという方たちがふるさと住民の中にいらっしゃいますので、

その方たちと地域を結び付けていくという取り組みを後期で始めて、しっかりとそこを繋げて

いきたいという形で考えております。また、支所、地域ともその辺は連携を深めていくところ

で、支所とも会議等でお願いをしているところでございます。 

 

（玉村会長） 

庁内体制、連携していただくのは 1つ重要だと思いますし、もちろんどんどんやっていただ

きたいのですが、このテーマ 2の中で、それこそ観光は観光でもちろん目標を持ってやってい

ますけれども、きちんと政策 8に繋がるような連携性があるか。皆さん、テーマがあるかだけ

ではなくて、やはり何らかのきっかけを持った方がふるさと住民になっていき、その方々が継

続的に色々な集落の活動に関わっていくことで、やはり繰り返し来てもらうための観光が、観

光というとどうかわからなくなってきますけれども、そういった関係性が深まっていく等、政

策 8から光を当てて、それぞれの交流のテーマをもう少し連携性を上げていきたいということ

があるよねということでもあります。そうすると、そういった記載ももっとあったらいいので

はないかというのがこの政策 8のところの指摘だと私は思いました。 

特に、ふるさと住民を増やそうというような話は、キーワードが石破さんのときだったから

と言ってなくなってしまうわけでは多分なくて、色々な意味で関わり続ける住民の 1つの切り

口としてふるさと住民というものが今後とも重要になってくると思います。それに対してどう

いうふうに考えていくかということをもう 1段、単にいい天草がいいから関わってくださいと

いうことが書いてあるだけではなくて、やはり今みたいに関わり方が色々設計して繰り返し来

てもらい、ふるさと住民として深まっていってもらうようなことを政策として掲げられた方が

いいかと思います。そこのあたりの書きぶりがもっとあっていいと思いますので、そこはご検
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討いただくといいかと思います。 

では、政策 8にまいりましたが、何かありますでしょうか。テーマ 2としましては、以上と

いたします。 

 

【テーマ 3】 

（玉村会長） 

午後、テーマ 3から順番に進めてまいります。それでは、テーマ 3のともにつくる健康と福

祉のまちづくりに入ります。ではまず冒頭では、担当の方々にテーマに関しての課題感など、

政策についてのポイントになることを説明していただき、基本的には政策単位で進めていくこ

とを予定しています。ですが、状況に応じて政策を組み合わせたところもありますので、ぜひ

ご活用をお願いいたします。 

 

（事務局） 

では、テーマ 3のまずは構成からご説明をさせていただきたいと思います。 

テーマ 3につきましては、3本の政策立てとしております。まずは、市民の皆様が自身の健

康維持や増進に主体的に取り組むことを促し、自立自助努力を支援する、政策 11 の健康と生

きがいづくりの推進。次に、地域での見守りや助け合いなどの互助の推進、それを連携して必

要な方に必要な支援をつなげていく相談支援体制の充実を進める、政策９のともに支え合う地

域福祉の充実。そして最後に、医療や介護など何らかの支援が必要となった場合には、しっか

りと公的支援の控除で支えていけるように体制を整えていく、政策 10 の安心して医療・介護

が受けられる体制の強化。この 3段階の政策で構成をしております。なお、各分野の特化した

政策につきましては、障害者計画あるいは健やか生きいきプランなど、各分野別計画を策定し

ておりますので、そちらで詳細に取り組みを定めておりますので、総合計画につきましては、

本市におきます保健、医療、福祉、介護の横断的かつ全般的な方向性を定める位置づけとして

整理をしているものでございます。 

それでは、各政策の説明に入らせていただきたいと思います。草案の 56 ページからになり

ます。政策９のともに支え合う地域福祉の充実でございます。近年、少子高齢化に伴う核家族

化と単身世帯化の振興や生活様式の多様化等により、地域のコミュニティの希薄化が進んでお

ります。社会的孤立や複雑化、複合化した生活課題を抱える世帯が増加しております。そのよ

うな中、安心して地域で暮らすことのできる環境を整えるにあたって、地域の互助、共助によ

る連携体制をつくること、属性、分野を超えた柔軟な支援体制を整えていくことがより一層重

要となっています。そのため、政策計画の 1番目になりますが、地域福祉の中心的な役割を担

う社会福祉協議会、民生委員、児童委員及び市民ボランティア等の活動を支援して、地域の見

守り体制の強化を図るとともに、既存の社会資源のネットワーク化や多様な主体の参加による

地域支援の体制づくりに取り組んでまいりたいと考えております。また、2番目の項目になり

ますが、高齢、障害、子供、生活困窮などの属性にとらわれず、みんなまるごと相談支援の体

制づくりといたしまして、ここに挙げております既存の各種相談支援機関同士が連携すること

はもとより、これらの相談機関と地域のネットワークが有機的につながり、包括的かつ重層的

な支援体制の充実を図ってまいりたいと思っております。以上が政策９の方向性となります。 
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続きまして、次のページに移っていただきまして、10の安心して医療、福祉が受けられる体

制の強化というところに移らせていただきます。安心して地域で暮らすことができる環境を整

えるにあたり、もう 1つの要素としまして、医療、介護、福祉サービスなど何らかの支援が必

要な場合に適切なケアあるいは支援が受けられる体制を確保することが重要になってまいり

ます。そのための取り組みといたしまして、施策計画の 1番目に挙げておりますが、市立病院

等では地域医療の確保、継続のために、各市民病院の機能連携、訪問診療、訪問看護、医療マ

ーズによる在宅医療の充実を図り、地域に必要な医療提供体制を確保してまいります。また、

2 番目、3 番目にかかるものになりますが、医療人材の確保の点では、市内で不足する産婦人

科あるいは小児科等の専門医の確保に対する支援、医師看護師就学資金の貸与、本渡看護専門

学校の卒業生の市内就職率向上に継続して取り組んでまいります。さらに、医療保険や介護保

険制度の安定運営に努め、継続して適正な保険給付ができるようにしていくとともに、介護サ

ービス事業所の人材確保、職場環境改善に向けた支援など、サービス供給の維持につながる取

り組みも進めてまいります。最後に、5番目となりますが、自助、公助、共助では対応が困難

な支援ニーズに対して、セーフティネットとして福祉サービスあるいは公的扶助による公的支

援を行い、市民の安心や生活を支えてまいります。 

最後に 3 つ目の政策になりますが、次のページに移っていただいて、政策 11 の健康と生き

がいづくりの推進となります。現状として、市民の健康づくりを推進するため、運動の習慣化

や食生活の改善、歯や口腔の健康に関する取り組みのほか、予防接種事業や住民検診、介護予

防、がん患者等のケア用品の購入への支援などに取り組んでいるところでございます。後期計

画におきましても、市民の生涯にわたる運動の習慣化につながる取り組みを推進いたしまし

て、施策の方の 2番目になりますが、市民が自らの生活習慣を振り返り、改善してより良い習

慣を身につけることができるよう、健康教育などに取り組むとともに、健康づくりに関して知

識を有する市民ボランティアを養成し、企業や関係機関、地域とも連携して、身近な人や地域

における健康づくりの輪を広げてまいります。施策の 6番目になります。その他、若いうちか

ら健康受診の必要性を知り、定期的な受診につながるよう、学校とも連携してがん教育等に取

り組んでまいります。7番目になりますが、高齢になっても、できる限り長く自立した生活が

送れるように、医療、健診、介護のデータを分析して、健康づくりと介護予防の一体化した取

り組みにより、生活習慣病の予防、重症化予防及び増える予防の充実による健康寿命の延伸に

つなげてまいります。最後に、政策計画 2番目になりますが、高齢者の生き生きと暮らせる地

域づくりといたしまして、住民主体の介護予防活動の推進やの脳いきいきサポーターなど担い

手の養成に加え、閉じこもり等何らかの支援を要する人を早期に把握し、介護予防活動につな

げる取り組みも進め、高齢者の地域における活動機会の充実を図りたいというふうに計画させ

ていただいております。以上が、3つの政策で構成しておりますテーマ 3ということでご説明

をさせていただきました。 

 

（玉村会長） 

テーマ 3に関して、進行上 1つずつ進めましょうか。では、政策 9に関して、ご質問ないし

はご意見等お願いいたします。 
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（委員） 

政策 9について成果指標のところで、相談支援機関における、3つ目ですね、相談支援機関

における相談件数というところで、成果指標というところが、目標値が 1万 4700 件から 1 万

4500 件という形で少なくなっているのですが、相談件数を少なくするのがいいのかどうかと

いうところが分からなくて、件数を減らすことが目標というよりは、きちんと支援体制が構築

されているのかというところや、きちんとそれが機能しているかというところの方が、成果の

指標としてはいいのではないかと思いました。 

 

（事務局） 

この成果指標、相談件数の成果指標の設定についてですが、目標値といたしましては現在の

数値とほぼ同じ形で横ばいという形の結果となっております。理由といたしましては、普及啓

発をしまして周知をすることで件数としては増えていくことを見込んでおりますが、どうして

も対象者が、高齢者あるいは子供、生活困窮者が今減少傾向になっておりますので、おそらく

相談の自然減、それと普及による増で最終的には件数の維持かなというところで目標設定をさ

せていただいております。ですから、ここにつきましては、目標設定というよりは、どちらか

と言いますとここに指標を上げることによって、この件数をちゃんとモニタリングして、結果

を見ながら体制をカスタマイズしていくと、そういった意味で指標に挙げさせていただいてい

るというところです。 

 

（委員） 

相談がやっぱりない方がいいと思います。実際、その辺で成果指標としていいかどうかとい

うところが少し疑問になったので質問させていただきました。 

 

（玉村会長） 

そこはぜひご検討くださいというご指摘だと思います。というのは、相談件数というのは確

かに、今の通り多くない方がいいのかもしれないし、ここの成果指標って書いているところな

ので、成果って英語で言うとアウトカムです。相手側にどういうことが起こったらいいか、す

なわち相手が相談したくなったらいいってことを指しているのであれば、これは少し違うので

はないですか。相談して結果としてこうなってほしいのか、相談に来る状況をなくしたいのか、

相談がそもそもいいかもあるけれど、もう少し他も実は共通している指標がいくつかあると思

いますので、この指標を増やしたらいいのかとか、そういうアウトプット的な指標にもなりや

すいし、こういった相談が来るという確かに実態はあるが、これは前期がそうだったかとかで

はなくて、このタイミングがそういうのを見直すタイミングで、とりあえず置いてみたけれど、

それだと少し説明力低いとか、今のように今後減っていく指標を見て、でもそれが上がってな

いって言われてしまう不思議な状況になる。でも、少し違うなと思えばここで直すところです。

なので、指標は全体的に、特に事前にいろいろな指示など検討していただいて、直接アウトカ

ム仕様なのかとか、中間アウトカム仕様なのかとか、そういうような観点で少し見直しを、少

しではあれですね、全体的にしていただきたいというご指摘でした。 
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（事務局） 

今のご意見を踏まえまして、もう一度検討させていただきます。 

 

（玉村会長） 

今、仕様の話をしていくと午前中もあったので、全体からまた事務局のこちらから連絡を取

りますけれども、目標設定の根拠とか、もうこれあるは程度、ほぼ 100％に来ているものとか

100％を目指さなくてはいけないものとかを設定していても、何かそもそもこの後の進捗が見

えてこないものたちは総点検した方がいいと午前中もありましたので、他の指標に関しては、

目標のあり方はなぜこれなのか、こういった目標設定で本当にこの 4年間の変化を説明できる

のか、そういう意味で総点検があるということも午前中ありましたので、また皆さんのところ

にも指示が来るかと思いますので、ご協力お願いいたします。 

 

（委員） 

確かに委員さんの意見で、相談件数が減っていて、これがいいのか悪いのかが分かりにくい

なというのは、今言われて気づきました。それに対して提案なのですが、そうしたらどうした

らいいかというのを考えると、この令和 6年で 1万 4700 件というのは、どれくらいの人口に

対してのこれなのかというのがないから、次の令和 7 年の 1 万 4500 件が人口当たりに対して

どうなのかというものの、比較検討が難しくなってくるかと思うので、人口あたりの相談率に

するとその前年と比べて、何が変わったかというのが追いやすいと思いました。 

 

（玉村会長） 

今の話を加えて、やりましょうか。 

今先生抜けられますので、先にお願いします。 

 

（田中副会長） 

熊本大学の田中です。ここのテーマ 3は比較的しっかり綿密に練られていて、関連はしてい

ていいなと思いました。 

1つ悩ましいというか、僕らも要は頼りのないのは良い便りというのが、昔はそれでよかっ

たのだと思います。どうしてもやっぱりこの指標作りというのは管理する側になるので、管理

する側からすると、ないというのは悪い方にいってしまうのですが、その議論はずっと続いて

いると思うのですが、ないということをいいことだというふうに評価する指標をやっぱり考え

ていかなくてはいけないと思います。なので、例えば僕らがやるのは、セルフメンテナンスみ

たいなものです。それを定期的に出したくなるような仕組みのようなものを作っていくと、カ

ルテを自分で書けるようになるというのは、ある程度知識もいりますし、そういうことだと思

うのですが、そのように切り替えていかなければ、そうやってお金を削っていくわけです。き

ちんと管理、自分の健康管理をできる人たちが増えていけば、行政のサービスはあるので、定

期的なことだけをやっていけばいいという事になると思うので、それが今 DX などを活用して

できるようになっていると思うので、指標作りでもそういうアイデアで、自分で、自己カルテ

で自分のセルフメンテナンスをやるという事をやっていけばいいのではないかと思います。 
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（委員） 

政策９の現状と課題なのですが、ここの認識としては大きい町としては、2027年には 65歳

以上の高齢者の人口が 46 パーセントを超えていくわけです。超超高齢化社会になっていて、

多分、データにはないけれども、単身世帯もおそらく家族構成の中で 40％近くなってくるは

ずで、そのうちのほとんどが高齢世帯、単身者、こういう状況になって、そうすると何が起こ

るかというと、家庭内の自助力が弱く、家庭の中で支えることができなくなってくる。そうい

う問題が全て地域社会の中に出てくる。そうすると、誰がそれやるのかという話に今なってい

るわけです。 

そうすると、球拾いは少なくとも行政と地域社会、地域が、コミュニティがそれを支え合っ

ていく、そういう共同関係がないと、この高齢化社会を共に支える地域福祉は充実しないと思

います。ということはちゃんとここで謳わないと。だからこういう 1番、2番が出てくるので

すというようなことを言わないといけません。そこを明確に私は言った方がいいと思います。 

 

（事務局） 

今、確かに行政と地域が手を組んでいくという部分についての表現が確かに出てきていない

部分がありますので、そこにつきましてはこちらの方でも検討させていただきたいと思いま

す。 

 

（玉村会長） 

では、今のあたりも、もしありましたら戻っていただくとしまして、政策 10 のあたり、安

心して医療、福祉を受けたい体制の強化というあたりに関しまして、皆様いかがでしょうか。 

 

（委員） 

いくつかあるのですが、1つずつ言った方がいいでしょうか。全部いいですか。 

政策順序についてですが、まず計画の 1番のところで、市立病院等が担う地域医療の確保と

継続というところで、2つ目の米印のところで、地域に必要とされる医療提供体制を確保しま

す。というのがありますが、それに対する、成果指標が、市内の医療体制に満足している市民

の割合というような成果指標でしたり、奨学金をもらって市内の医療機関に勤務をした医師の

数というところで図られようとされていると私は感じたのですが、指標の 1でしたら、このサ

ービスの質の満足度というところに、アンケート結果としては出るのではないかと思ったの

で、提案なのですが、この市民の人口あたりの医師の数というところを成果指標に置いた方が、

医療の提供体制の確保についてはいいのではないかというのが 1つ目です。 

2つ目が、看護学校についての様々な取り組みをしますというのが挙げられていて、ここの

取り組みに対する成果指標は、ほとんどこの成果指標とつながっていないっていうのが印象と

してありました。国家資格、国家試験の全員合格を目指しますというのが書いてあるのですが、

100％合格というのは結構無茶な目標設定なのかなと思ったのが 1 つと、市内の就職率の向上

を図りますというのが挙がっているのですが、ここも成果指標としては、奨学金を受けたもの

が市内に就職した人数というので記載があったので、それだと、この市内の就職率の向上を図

りますだと、測りづらいというか、奨学金をもらった人だけしか対象になっていないので、こ
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の国家試験の全員合格というのと、市内の就職率の向上というのを図るためには成果指標の提

案としては、卒業生の市内の就職人数を成果指標に置くと、この取り組みが正しく評価しやす

いのではないかと思ったので、ここは提案です。そのまた米印の 2つ目ですが、看護学校の魅

力を一層向上させていきますというのが活動としてはあるのですが、これに対する成果指標の

記載がなかったので、定員に対する受験者数の割合を毎年毎年追いかけると、この活動に対す

るアウトカムになるのではないか思いました。 

また 3つ目ですが、奨学金の制度の周知に努めますというのがありますが、これも成果指標

としては、その奨学金をもらった人が市内に何人勤めたかという成果指標だと、この活動の正

しいアウトカムにはならないと思うので、この奨学金制度を利用した利用人数で測ると、正確

に測れるのではないかと思いました。もう 1つ続けて。いや、一旦ここで切ります。 

 

（玉村会長） 

それでは、どちらかというと、サービスの提供の話と人材育成の話というところでまず一旦

区切っていただいたのかなと思いますので、ではその辺りに関してご説明や解説等をお願いい

たします。 

 

（事務局） 

今 1番目にご質問されたのは、地域に必要とされる医療提供体制を確保します。人口あたり

の医師数ですか。ここで書いているのは、市立 4病院が特に医療検疫としている牛深、河浦、

あと天草町、それと新和それと栖本地域を指しているのですが、だからそれは少し厳しいので

はないかと私は思っているのですが、ここで言う医療提供体制を確保しますというのは、例え

ば今、特に全国的に問題になっているのが高齢者救急。今後、高齢者が増えていって、当然、

先ほど長瀬先生からありましたけれど、単身世帯が増えてくるという中で高齢者の救急医療が

増大するのではないかというようなところで、それに沿った形で市立 4病院も高齢者救急を特

に積極的に受け入れていくと。それで医療提供体制を確保しますということなのですが、それ

はもう 1つ大きな目的があって、天草地域の今救急医療というのは、やっぱりその市立 4病院

が救急医療を受け入れないとなかなか維持が難しいというようなところもあります。それはど

ういうことかというと、例えば新和病院なのですが、新和病院に来る救急車の患者さんを見て

みると、本渡地域の救急の患者さんも多いですが、2、3件断られて、本渡地域で受け入れられ

ないと方が新和の方に運ばれてきます。 

それともう 1つ、河浦とか牛深については、まずは河浦、牛深でしっかり受け入れをしても

らいたいと。その上で、どうしても高度医療が必要ということであれば、本渡地域の急性期の

拠点機能を持つ病院に運ぶというようなところで、今そういう状況になっています。だから、

ここで書いてあるのは、医療提供体制を確保しますというのは、市立病院がある地域の医療を

確保して、それが結果的に天草地域の医療の提供の体制を確保するというように繋がっていく

わけなのですが、そういう意味で少し書いております。 

 

（委員） 

そこの市立病院というところは私が見落としていたので、ありがとうございます。やっぱり
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今の説明を受けて感じたところとしては、この地域に必要とされる医療提供体制が確保できて

いますというのはどれで見た方がいいのかというのがこの指標の中になかったので、何か検討

していただけるとありがたいと思います。 

 

（事務局） 

今、私が最後の方にお伝えしました、いわゆる 4つの市立病院がある地域の医療提供体制、

特にその高齢者救急をしっかりやることが、天草の医療提供体制をしっかり維持できるという

ような、そっちに繋がるということで、この 1番目の天草市内の医療体制に満足している市民

の割合に繋がっているっていう意味で、そういう意味で、1番の成果指標を取り入れていると

いうような、そういうことになっています。 

 

（委員） 

最初に伝えたところとしては、このアンケートの内容が、天草市内の医療体制に満足してい

る市民の割合なので、これを問われた時に、一市民としては、今の医療のサービスに満足して

いるかというところで、救急医療がちゃんと充実しているというところでの評価ではない、な

にか質の部分を問われているような印象を受けたので、ここは見直した方がいいかなと思いま

す。 

 

（事務局） 

例えば救急医療を、少しお話もしましたけれども、実は今、国で新たな地域医療構想という

ものを策定しております。これに基づいて都道府県がガイドラインを作成して、それに基づい

てそれぞれの医療検疫で医療機能の機能分化や連携を協議するということになっております

けれども、市立 4病院においては、高齢者救急とか地域救急の機能、それと在宅医療の方の連

携機能、そちらの方に重点を置いていきたいと考えております。そういうのを含めて総合的に

その医療提供体制を整えていくというところで、それが結果としてこの 1番の指標に繋がって

いくというような考え方を持っております。 

 

（事務局） 

まず 1点目の卒業生の市内の就職率ということでございましたけれども、従前の計画の中で

は、看護学校の部分としてこれを入れさせていただいておりました。50％という目標を持って

しておりましたけれども、かなり定員に近い数値が続いているという状況の中で、少子化の影

響であったり、看護師を希望する高校生が専門学校ではなくて大学の方に行ってしまっている

というような状況、それから、競合する他の専門学校でも早期の推薦入試等で人員確保してい

るという状況の中で、入学者の確保に向けて私どもかなり努力はしているのですが、簡単に確

保できるようなものではございませんので、今回その指標の中から削除したという状況でござ

います。 

次の、定員に対する受験者数というご提案をいただいておりますけれども、その指標どうか

ということで先ほどあったかと思いますが、これに関しましても、定員に対する受験者数とい

うのは年々実は減少しているところでございます。専門学校に関しましては受験者数が減少し
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ているところでございます。生徒数がかなり減少している中で、その指標を持ってくるという

のはなかなか難しいところでございます。 

 

（玉村会長） 

今、ただ難しいと説明を聞いただけなのですが、難しいということだけでいいのですか、こ

の話は。だから、どうしますというのはどうですか。 

 

（事務局） 

難しいという表現をしてしまいましたけれども、私共も全然努力をしていないわけではなく

て、いろいろな学校、小学校であったり中学校であったり、あるいは高校であったり、出かけ

ていきまして、看護学校の PR をしたり、あるいはホームページ等でご紹介をしたり、あと郵

送、ダイレクトメールあたりもお送りをして募集をしているところなのですが、なかなかその

成果は見られないという状況でございます。なので、今、難しいというような表現を使って。 

 

（玉村会長） 

だから難しいから、指標なくしましたと言ってしまうと、こことしてはそれを認められませ

んということなるのです。話を聞くと。その指標があったからそういった努力をしたというわ

けではないと思いますけれど、そういう努力をしているということがあるのであれば、そうい

うことを踏まえてどういう指標が出るかということが必要なのです。別に問題認識ができてい

ないとも言っていなくて、やっていることもあるということはよく知っている上でのことなの

ですが。 

例えば、魅力を一層向上させていきますって、いつも一層向上させるものだと思うのですよ、

魅力は。だからこそ、これ実はここに時間遅れても、結構そういう審議が長かったからここに

たどり着いての、午前中も時間かかったのですが、こういう現状です、だから何をするという

ことが課題だと思います。だから、何をするという話があり、それを指標として確認したいと

いうことなのです。そうすると、この魅力向上のためには、例えばすでに東京芸大と連携して

アートと福祉をやっていますみたいなこともあり、そういう魅力を伝えること、ちゃんともっ

とそういうこと、認知度を上げることが魅力を伝えるということなのですとか、例えば今のよ

うな、どんどんこういった働きかけして情報を伝えて、どんどん来てもらうことをやっている。

でも、そういったことだからこそ、次の 4年間計画で課題は何ですかということが、書かれて

いない。書いていただきたいのです。それが指標になるということなのです。ですが、今の話

を聞くと、指標が合わなかった、指標をなくしました、あとこれだけでいいですというのは、

それは審議会としては認められないということになってしまいます。だから、どういう課題設

定をしたのか、この指標でそのこと確認するということが今日この段階で必要だと思います。

指標が変わらないからこれやめます、でも、それではないから何かと聞いたら、やっています

しか言えないのだったら、指標がない理由にはならないです。なので、課題設定をしていただ

いて、それに対して指標をおいていていただくということをお願いしたいというのが今の議論

だと私は思います。していないとは全然思っていませんし、やっていることに対して指標をな

んで置かないのかということ、前のが違ったから、だったらこれですということが今必要だと
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思います。それは奨学金の方々だけでいいのかなとも思いますし、今まで努力しているものが

わかるものがあるのであれば、それがどこまでいった、うまくいったかということを示すこと

が必要だと思います。これは決して特殊ではなくて、全部に対してそういうことを今やってき

ているのです。なので、今の説明だと指標をなくすしか聞こえなかったりするとか出されまし

たけども。ということです。それは事務局と相談していただきたいと思いますけれども、伝わ

りましたか。 

 

（事務局） 

今のご意見は持ち帰りまして、検討させていただきたいと思います。 

 

（玉村会長） 

それがこういう計画作るときの意味なので、指標をなくしたではないと思います。引き続き

どうぞ。 

 

（委員） 

課題が明確にあって、色々取り組んでるけれどそれを追いかける指標作りもなかなか難しい

というところも現状なのかなと思いました。そうすると、提案としては、その人口が減ってい

って、看護師になりたいという人が減っていくのもしょうがないかなと思うので、高校生の人

数に対して、何人来てくれたかという割合で指標を出すと、毎年人口が減ったとしても、看護

の魅力というか、そこを目指すという人の割合は変わらないというか、魅力を高められたらそ

れが上がるかもしれないので、そこの指標を置くといいのかなと思いました。これは提案なの

で、検討していただければと思います。 

もう 1個ですが、この看護学校の取り組みはかなり大事なところだと私は思っていて、先ほ

ど説明もありましたが、地域医療構想の中で、病院のベッド数が減っていく中で、病院ではな

いところで活躍する看護師が今とても必要になっていると思いますが、私の会社でも訪問看護

ステーションを運営していますが、そこに就職してくれる看護師は、どれだけ企業が PR して

頑張ってもなかなかやっぱり来ないというのが現状としてあって、うちだけではないのです

が、このそもそもの母数を増やすための行政の取り組みは、かなり今後の 4 年後とか 10 年後

とか長期的に見たときに、在宅で医療が必要な人に届けられないという現状に直結するような

問題だと思いますので、この教育の取り組みは数年後じゃないと結果が出てこないけれど、自

分たち社会福祉の医療を支えているものとしては、ここにかなり力を入れていっていただきた

いというのが意見としてあります。それを踏まえて、ここのなんか明確な指標を置くというの

は、1個取り組んでいただければ嬉しいです。 

 

（玉村会長） 

審議会で時間かけて議論するとか、それだけ意味があることですので、ご検討いただき、指

標としての反映をお願いいたします。 
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（事務局） 

あともう 1点ありました。就学資金の指標の件でございますけれども、利用人数を挙げてみ

てはどうかというお話だったと思います。ですが、こちらで設定をしている今コンセプトとい

たしましては、この制度自体が、最終的な目標が市内の就職を増やすというところになります。

確かにここに書いてある活動で、直接的な指標としては今おっしゃったような利用人数になる

のですが、それ途中の成果になりますので、最終成果を挙げさせていただいているというとこ

ろでご理解いただければと思います。 

 

（委員） 

少し伺いたいのですが、天草の広域医療圏は、上天草と天草市と苓北とだけでなっているの

か、それと熊本市内も入った広域医療圏なのですか。どちらなのですか。 

 

（事務局） 

2市医療圏は天草地域となっております。2市 1町です。 

 

（委員） 

そうするとこの 10番、政策の 10番で、現状と課題の中で、天草の広域医療圏はこういう形

になっていて、そしてその中で中心となるのが天草市の市民病院のこの病院があって、付属し

て支えていく、こういう病院があって、町の中の診療体制ができていて、そして地域の支えの

中でこういう医療、福祉が受けられる体制ができていると、そういう前提の中で、市民病院の

運営状況はこうだとか、看護師専門学校の運営はこういうものだ、そういう形を少し見える化

しておいた方がいいと思います。でないと、ただ単に 1 つの項目だけ挙げているだけであっ

て、全体の構図があって、それを支えている機能はこういうものなのだと、だからこれを強化

することが必要なのだということがわかるようにしないといけないと思います。 

 

（玉村会長） 

政策 4に関しまして他にいかがでしょうか。続きがあったのではないですか。 

 

（事務局） 

5番のセーフティーネットとしての福祉の実施というところで、この最後から 2行目なので

すが、セーフティーネットとして福祉サービスや公的扶助による公的支援を行い、市民の安心

や生活の安定を支えます。というところがあるのですが、この対応が困難な支援ニーズに対し

て、セーフティーネットとしてこれを行うと書いてあって、これを把握するのがそもそも難し

い。その支援が必要というのが分かっていない、声を上げられない方にどう支援を届けるのか

というのが 1個課題かなと思うので、対応が困難な支援ニーズの把握数というのと、その方に

対する支援の実施数というので評価をすると、この取り組みに関しては成果指標として評価し

やすのではないかと思ったので、こちらも提案させていただければと思います。 
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（事務局） 

ご意見としていただきまして、検討させていただきます。 

 

（玉村会長） 

先ほどのやり取りのところで、全体としてどうか考えるかの話も影響し、こう相互計画に影

響しているのですけども、そもそも相互計画であり、今回、後期基本計画というものは、年限

も定めて、この期間中にどうするかということを掲げるものだということなのです。それが一

般的にこういうことが必要ですとか、一層の魅力向上が必要ですとか、時間かかることがたく

さんありますということは、それは事実として必要なのですが、だからこそこの 4年間、ここ

に課題がありますと。課題というのは、やっぱり挑戦することとかアプローチするテーマのこ

とだから、だからこそこういう例えば広報関係が重要だからこそ、こうテーマを持ちますとか、

なんかその課題の設定ということは、どうしてもこういったことは問題の本質がいつも深い。

であるが故に、なかなかこう、課題としてはなかなか示せないなと出てきやすいのですけれど

も、この年限があるということを意識していただいて、この経過期間が終わるまでにはこれに

挑戦する必要があるということを言い、その先にまたさらなるやることは見えてくるというこ

とを次々やり続けるものなので、一般的な説明に止まっているとこは、今の話もそうかなと思

いますが、多くなりやすいですね。それは全体で見直ししていただいて、さっきの専門学校も

そうだと思いますが、いつもの努力をされているし、なかなか難しいかと思います。企業でも

大変なのに、生徒や学生を集めるということは大変なことですし、だからこそ、この 4年間は

特にこっち側のことが課題ですとか、なんかそこに対してある程度の根拠付けをして取り組む

のがこういった行政の計画なので、そういった、単にここあります、次はこっちやりますでは

なくて、やってきたからこそここにテーマがありますとか、この今の動態を見ていくことが、

さっき先生のように、全体の構造から見てここに課題がまず、だからこれをやりますってこと

を言って、それがちゃんと妥当なのかどうか我々が見ていきたいということなのです。なので、

課題がないという状況、課題が示されていないということが困るというのが全体の話でもあっ

て、この審議会は今日その話ずっとしている感じです。 

特にこの福祉の領域は、健康福祉の領域は難しさがありますので、そういったこの 4年間の

ことがどうなのかということが見えるかなということで、部長、課長の皆さんは全体として確

認していただき、特にメリハリ付けをしていくことをお願いします。それが指標に反映されて

ということだと思います。総論的にはそうだけれど、じゃあこの課題から言うと、このことを

見ないとその変化が見えないから、こういうふうに、例えば市民の調査でも、ここのあたりを

少し意識した、こういうタイプの市民の声を直に注目しようとか、そのようになって具体化し

ていくものだと思います。これ、コメントです。では、政策 11 に入ってもよろしいでしょう

か。またありましたら戻っていただければいいと思いますが、政策 11 健康といきがいづくり

の推進に関して、何かご質問、ご意見等ありますでしょうか。 

 

（委員） 

ここも成果指標のところでお尋ねと提案です。最後の 4つ目の成果指標で、要介護新規認定

者の平均年齢というのが成果指標としては挙げられているのですが、これをこう成果指標にす
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るとまずい事態になると思ったのでお尋ねですけれど。この、仮にこのいろいろな取り組みを

される中で介護予防にも取り組まれると思うので、介護予防がうまくいけばいくほど、この新

規の要介護の認定者の平均年齢は高くなっていくと思います。早くから予防に取り組まれたら

認定されるのが遅くなると思うのですが、でも、この早期にこの把握する事業というか、70歳

から 84 歳の方に、閉じこもり傾向とか要介護状態にならないかというのを、把握事業がうま

くいけばいくほど、この新規の要介護の認定率というのは、平均年齢が下がってくるのではな

いかと思いましたので、それが、どちらも把握事業がうまくいけば早く要介護が必要な方が見

つかりやすくなるので、新規に要介護認定を受ける可能性が上がるということも考えられると

思ったので、この指標を例えば介護予防がうまくいった場合の指標としては、この要介後の新

規認定者の平均が 83.3歳なのであれば、83歳時点の平均介護度を測るということにすると、

それで平均介護度が下がっていれば、介護予防がうまくいっていると判断できるのではないか

と思いましたので、これは提案になります。それで、早期に 70歳から 84歳の方に個別に状況

を確認していくというのが取り組みとして挙げられていたので、それに対しては、把握事業の

実施率というところで、70から 84歳の人口のうち、何名の方にこの事業が実施できたかとい

うのを目標設定すると、振り返りがしやすいなと思いました。 

2番目の指標、日常生活における 1日あたりの歩数というのが成果指標として挙げられてい

たのですが、これの測定方法を私がイメージできていなかったので、どうやってこれを測定す

るのかというのが 1個お尋ねです。それと、これを測定するというのはなかなか難しいなと思

いましたので、代わりに設定するとするなら、検診のやっぱり受診率を成果指標に置くといい

のではないかと思います。 

 

（玉村会長） 

その点あたり、2つですけど、このことに関していかがでしょうか。 

 

（事務局） 

4つ目の指標のことでお尋ねだったのですが、ここは非常に課で悩んだところでして、平均

寿命、健康寿命を持ってこようかと思ったのですが、やはり 3年から 5年ごとしか開示がなさ

れていないので、なかなかこう 4年間の成果としては持ってきにくいというところもありまし

て、この表現でどうかなというところだったのですが。今ご意見をいただいて、把握事業、確

かに取り組むと、早めに閉じこもりの方を発見していきなり要介護認定の申請を促すわけでは

なく、今であればもう介護予防事業が結構豊かにあるので、まずは介護予防事業を促して行く

形なので、いきなりは認定には反映されていかないかなと思ったところもあり、この指標を選

んだところではありました。 

確かに、ご提案いただいたように、平均介護度、例えば初めて認定を受けられた方の平均介

護度が低ければ低いほど、確かに早く発見できたし、早く必要なサービスに結びつけられたと

思えば、そういう見方もあると今ご意見をいただいて、もう 1回考えを検討しようと思いまし

たので、ご意見ありがとうございました。 

あと、把握事業についての実施率のご意見もいただいたのですが、今把握事業を全体的にす

るのではなくて、通いの場とか先ほど言った介護予防事業が結構隅々までうまく行き出したの
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で、ただ、どうしても空白エリア、地域と繋がりにくいエリアというのが表面化してきたので、

そこをワンポイントに把握事業を今実施しているところでして、そういう意味合いでは、全体

的な数として捉えるにはあまり狭き対象者になるかなというところがありまして、指標として

は、担当課として好ましくないかなと今お話をお伺いしたとこで思ったところです。 

 

（事務局） 

2つ目というか、質問の中の 2番目の歩数のところですけれども、まず、こちらにつきまし

ては、うちの方が以前から現行ポイント事業をやっていますが、その中で昨年からアプリを導

入しまして、それで、歩数がそれぞれ確かに健康ポイントの事業参加者に限定されますが、そ

の中で毎日の歩数とかそういうのを一応測っていますので、それで、アプリの集計で個人参加

者の方についてになりますけれども、そういう歩数が出てきます。それで、このアプリ参加者

を増やしながら、その歩数を可視化するということで挙げているところでございます。それと、

検診についてのご提案ですが、確かにこちらについての健診受診率というところは確かにこち

らも考えているところですが、ただ、市で今把握できるのが国民健康保険の加入者と後期高齢

者の方というところで限定されたものだけなので、今のところ、今回はその受診率について、

指標にはあげていないですが、まだそこについては今度検討させていただきたいと思います。 

 

（委員） 

私はこの成果指標の関係で、4番の関係ですが、要介護新規認定者の平均年齢ということが

あっていますが、要は、政策、施策なんかを見ると、結果、平均寿命と健康寿命の間の問題が、

乖離があるわけです。そこの乖離の部分に要介護の問題が出てくるわけです。ですから、健康

寿命を伸ばさなければいけない、乖離は狭めなければいけない。ということは、簡単に言えば、

要介護認定率の率をいかに下げていくか。例えば、今 25％なのを将来 20％まで下げるとか、

そういう指標がシンプルで、それがまさにその健康寿命と平均寿命の間の差を縮めて要介護者

を防ぐということになると思うので、そういうことの方が私はいいと思います。 

 

（玉村会長） 

委員が言ったからそのまま左右ってことは多分なくていいと思いますが、でも、それに関し

て、だからこそ、こういう検討したからこうだとか、改めてそこの観点が、こういう意味でヒ

ントだとか何かありましたらお願いします。 

 

（事務局） 

一応、指標、要介護認定率の指標が、政策 10 の方の介護保険の運営、制度運営が安定して

いるという指標の 1つとして、5つ目に認定率の割合を持ってきたところで、確かにおっしゃ

られるように、介護保険制度は介護予防事業も全て網羅したところでの精度ですので、全体的

な指標で、10も 11も網羅した指標ではありますが、こういった場合、両方に記載とかでも可

能なのでしょうか。 
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（玉村会長） 

可能は可能です。どちらでもいいし。それは可能かどうかといったら可能ですが、それで両

方がいいとなったらそうだし、どちらかが違うのであれば違うし、それがもし同じこと言って

いるのであれば、もう少し政策をどちらかに寄せてもいいのかもしれないし、そこはもちろん

いろいろな考え方かなと思います。 

 

（事務局） 

先程のご意見と含めて、検討させていただければと思います。 

 

（玉村会長） 

それでは、また全体としての指摘はまとめて、また事務局から連絡を取りますので、ご検討

ください。 

では、テーマ３に関しましては以上といたします。 

 

【テーマ 4】 

（玉村会長） 

続きまして、テーマの 4、災害に強く、環境に優しいまちづくりになります。 

 

（事務局） 

それでは、テーマ 4、災害に強く、環境にやさしいまちづくりについてご説明をいたします。 

テーマ 4 につきましては、政策 12、生活基盤を支える道路、河川、港湾の整備から、政策

17、災害に強く、安心、安全な町の形成まで、6項目の政策を掲げております。順次説明をさ

せていただきます。 

まず、66、67 ページの政策 12、生活基盤を支える道路、河川、港湾の整備についてご説明

をいたします。熊本天草幹線道路の整備については、共用開始区間の割合が 26.1％という低

い状態となっております。8 月 10 日からの豪雨時には、土砂災害により国道を含む主要道路

が寸断され、天草地域が一時孤立をいたしました。そのような中、熊本天草幹線道路の松島有

明道路は、救助活動時に唯一通行可能な道路として機能いたしました。改めて命の道であるこ

とを再認識いたしましたところです。引き続き、熊本天草幹線道路の早期全線完成に向け、予

算確保、整備促進の要望活動を実施し、地元の熱意を届ける活動を引き続き継続してまいりま

す。また、市内の地域間を結ぶ国県道の整備についても併せて要望を行ってまいります。次に、

重要な社会インフラ施設であります市道についてでございますが、安全性、利便性向上のため、

維持管理計画を策定し、舗装更新を進めるとともに、橋梁、トンネルにつきましては、国の補

助事業等を活用し、長寿命化計画に沿って補修等を行ってまいります。また、道路環境保全の

ため、市民の自発的な活動による市道清掃ボランティアの育成支援を引き続き行い、道路異常

時の LINE 通報を市民に周知し、通報箇所の迅速な対応に努めてまいります。河川につきまし

ては、河川の排水能力の回復を図るため、国の制度等を活用しながら堆積土砂の撤去を進めて

まいります。港湾施設につきましては、老朽化した施設の機能保全を図るため、ライフサイク

ルコストの縮減に努めながら、計画的な改修を行ってまいります。 



- 54 - 

 

次に、政策 13、住みやすい住環境の整備についてでございます。68、69ページとなります。

老朽危険家屋等除去促進事業では、解体にかかる費用の一部を補助しておりますが、老朽危険

家屋等の除去を推進するため、今後も予算の確保を引き続き行い、事業を継続してまいります。

木造住宅の耐震化では、補助対象を昭和 56 年 5 月以前に着工した家屋といたしておりました

が、昨今の地震による被害状況を鑑み、平成 12 年 5 月までに着工した家屋に拡充し、事業を

推進してまいります。市営住宅では、天草市公営住宅等長寿命化計画に基づき改修を実施し、

住宅性能と居住性能の向上を推進してまいります。また、老朽化のため用途を廃止する予定の

市営住宅につきましては、入居者の転居を支援するとともに、解体工事を実施し、コスト縮減

と住環境の改善に努めてまいります。 

次に、政策 14、安心で持続可能な上下水道の整備についてでございます。70から 71ページ

となります。上下水道事業は、給水人口の減少や物価高騰により経営が厳しく、効率的な事業

の推進が求められております。老朽管の更新や耐震化は進められておりますが、施設の耐震化

につきましては未着手となっている状況となっております。今後は、水需要を見据えた管路や

施設のあり方を検討し、新技術の活用や財源確保を図りながら、効率的な整備を進めてまいり

ます。また、上水道の給水が困難な地域では、安定した水の確保を目指して、ボーリングなど

小規模水道施設整備補助事業に取り組んでおりますが、市内の施工業者が少なく、地下水の確

保も困難なところもあり、新たな対策の検討を行ってまいります。市民の皆様へ安心、安全で

安定した水道水を将来にわたり供給できるよう、各種の取り組みを進めてまいります。下水道

事業は、集合処理区の面整備は完了しておりますが、設備や環境の老朽化が進んでいます。財

源の確保を図りながら、ストックマネジメント計画に基づき、計画的な更新を行ってまいりま

す。下水道整備区域外では、合併浄化槽への転換促進が必要で、生活環境改善と水質保全を図

る取り組みを進めてまいります。また、経営を安定させるため、令和 8年度より、水道料金、

下水道使用料の改定を実施いたします。今後も引き続き、上下水道事業の運営審議会を開催し、

効率的な整備と財源確保に努める方針といたしております。 

次に、政策 15、脱炭素社会の実現と快適な生活環境づくりについてでございます。72 から

74 ページとなります。脱炭素社会の実現に向けまつきましては、2050 年のカーボンニュート

ラル達成に向けて、太陽光発電設備等による再生可能エネルギーの活用や、森林整備、藻場造

成等による吸収源対策に取り組んでまいります。自然環境保護活動の推進につきましては、通

詞島沖に生息する野生イルカについて、イルカと人が共存してきた美しい海を後世へと引き継

いでいくために、これまで遭遇場所や生息数などの基礎調査を行ってまいりましたが、今後は、

調査で得られた結果を活用しながら、地域おこし協力隊をはじめとするイルカウォッチングガ

イドの育成や、体験的な学習活動を通じた環境教育等に取り組んでまいります。快適な生活環

境づくりにつきましては、不法投棄のパトロールや景観を損なうゴミの回収等を継続して行

い、豊かな自然環境の景観維持に取り組んでまいります。クリーンセンター等の環境施設は老

朽化が著しいため、維持管理計画に基づく補修を実施し、安定した施設運営に取り組みます。

ゴミ減量化、資源化の推進と循環型社会の実現につきましては、環境学習等を通じて分別意識

の改革を行うとともに、燃やせるごみの削減を図るため、紙の拠点改修の拡充や生ごみ処理機

等設置補助の支援を継続してまいります。また、事業系ごみの対策として、現状の分析と事業

所への指導を強化しながら、ゴミ減量化、資源化に取り組んでまいります。 
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次に、政策 16、情報通信環境の格差解消と情報化の推進についてでございます。75から 76

ページとなります。本市では、情報通信環境の格差解消を重要な課題と位置づけ、持続可能な

安定的な情報基盤の構築に取り組んでおります。令和 5年度時点で、光インターネットエリア

の世帯カバー率は 98.6％となっておりますが、未整備地域や携帯電話の不可エリアも依然と

して存在しており、こうした地域への対応が引き続き求められております。今後は、衛星通信

などの新たな通信技術の活用を含めた実証実験を進めるとともに、市が保有する光ファイバー

ケーブルの適正な維持管理と空き芯の利活用を促進し、通信環境のさらなる向上を図ってまい

ります。また、山間部等の協調組合が管理するテレビ協同受信施設については、設置から 40

年を経過している施設もある中、光化への改修が必要となっているため、国の補助制度を活用

した改修支援を行ってまいります。コミュニティ FM は、本市の地域に根ざした重要な情報発

信ツールのほか、災害時の防災行政無線の補完も担っております。既存施設、既存設備の適正

な管理を徹底し、安定的な運用を続けることで、市民の安心、安全に資する情報伝達体制を維

持してまいります。また、天草 webの駅につつきましては、情報発信のニーズが 

 

（玉村会長） 

短縮して進められないですかね。説明だけで今 10 何分経ってきているので、全部読み上げ

た感じにだんだんなってきている気もしますので、ポイント絞って構いませんので、ご協力お

願いいたします。 

 

（事務局） 

少し急ぎます。webの駅につきましては、情報発信のニーズが変化しておりますので、より

効率的な情報発信体制の合理化を図ってまいります。さらに、誰 1人取り残さない、人に優し

いデジタル社会を実現するために、デジタル利用に不安を抱える市民の皆様を対象とした講習

会や環境の整備に努めてまいります。また、デジタル技術を活用した地域 DX の推進にも積極

的に取り組み、地域課題の解決を目指してまいります。 

最後に、政策 17、地域に、災害に強く、安心、安全な街の形成についてでございます。77か

ら 79 ページとなります。政策を推進するために、4 つの取り組みについて今回取り組んでま

いります。特に、防災の推進につきましては、近年頻発、大規模化する自然災害に備え、さら

なる地域防災力の強化を図る必要がございます。また、全市民が災害情報を収集できる手段を

確保できるよう広報活動に取り組み、災害情報の伝達ができるよう体制の整備に取り組んでま

いります。消防の設備につきましては、天草広域連合消防本部と連携して強化を図るとともに、

消防団員の入団促進、環境整備、活動しやすい環境整備を進めてまいります。防災、交通安全、

消費者保護対策につきましては、交通安全設備の整備、各種関係機関との連携をした広報活動

を重点的に行ってまいります。 

以上で、テーマ 4、災害に強く環境にやさしいまちづくりについての説明を終わらせていた

だきます。 

 

（玉村会長） 

委員の皆さん、事前に見ていただいたところもありますので、そこのことも踏まえて、少し
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最後と急いでいただいて恐縮でしたけれども、ぜひご指摘いただければと思います。 

では、これもうやっていくと全部 1 個 1 個重要なテーマなのですが、政策 12 からいきまし

ょう。 

 

（委員） 

私が先に退席しなくてはならなくて、12から 17までで挙げていいですか。意見だけ。 

まず、制作 12 に関してなのですが、計画の中で挙げられているまず 1 つ目の熊本天草幹線

道路の早期全線開通に関しては、取り組みが熱意を届ける活動を行うというのがあって、ただ、

成果指標としては何も設定されていないので、この 4年間でどこまでこの事業が進んだらいい

のかというのを設定した方がいいのかなというのを感じました。例えば、集会を実施した回数

だと、どういう指標があるのか、作るにあたり、国からの予算を 4年間の間に確保するとか、

なんか進捗が追えるような成果を置くと見えやすいかなと思いました。 

政策の 14 に関してですが、この上下水道の整備に関しては、なんか課題が明確に 3 つ挙げ

られているかなと思いました。1 つ目が省力化、効率化で、2 つ目が、耐震とか老朽の施設の

整備をする。3 つ目が財源の確保というのが明確に挙げられているような印象がありました

が、ここの成果指標として挙げられているのは、この耐震化率とか老朽化の改善率しか挙がっ

ていないので、省力化とか効率化の成果指標がないというのと、財源の確保に関する対策とい

うか、進捗が負えるような成果指標がなかったので、例えば省力化とか効率化に関する成果指

標を置くとすると、※印の暮らしを守る上下水道の整備のところにある 2つ目の※印のところ

に、施設の再編や統廃合を検討するというところがあるので、多分計画が立てられているのか

なと思いましたので、この統合とか再編の計画の実行数を指標に置くといいのかなと思いまし

た。あとは、ボーリングすることが統廃合を進めていく中で、ボーリングをして、小規模の水

道施設に関する整備を行っていく必要があると思うので、ここも実施主体が天草市にないこと

が問題なのであれば、それを行うような取り組みをしなければならないかなと思いました。 

次に政策 15 に関してですが、この成果指標の 1 番が温室効果ガスの排出量を成果指標にし

てありますが、この森林整備とか藻場の造成等による吸収源対策にも取り組むと書いてあった

ので、この吸収量も評価指標の中に入れた方がいいのではないかなと思いました。あともう 1

つ、再生可能エネルギーのところで、住宅用太陽光発電システムの推進をすると書いてあった

ので、これを実施している世帯数の把握を成果指標に置くと進んでいるというのが確認できる

かなと思いました。 

あと、政策 17に関しての成果指標で、消防団員数が 2300 人から 2500 人に増えているので

すが、これはなんか実現可能なのかが少し難しいのではないかなと感じたので挙げたのです

が、例えば令和 6年の 4月から 7年 4月までで何人増えたというのがあって、この目標設定に

なっているのかというのが確認したいというのが 1点お尋ねと、この増やすというのが多分な

かなか難しいと思うので、人口あたりの団員数の割合というのを成果指標にするといいのでは

ないかなと思いました。 

 

（玉村会長） 

順番にやっているとあれですが、今の話まとめてどなたかから、手分けをしていただいてお
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考えになったこと、お話いただければと思います。 

 

（事務局） 

私からは、熊本天草幹線道路の件についてご説明をさせていただければと思います。熊本天

草幹線道路は、今、熊本から天草までそれぞれ 5つの区間で工事が進められております。その

中で、熱意を届けるというところで、毎年、天草島民集会、早期完成を求める島民集会という

ものを開催しておりまして、令和 2 年はどうしてもコロナの影響で中止をいたしましたけど

も、今年度、今度の 25日に開催しますが、それで 8回目の開催となっております。 

指標に関してですが、そこの部分については、本来であればその全線開通の見通しというの

を示した方がいいのかもしれませんけれども、なかなかそれは今の段階では把握できないとこ

ろもございまして、指標としては挙げていないというような状況になっております。 

 

（玉村会長） 

説明をしてその上で今ないですとなったら、この時間使っている意味がなくなってしまいま

すので、どうされるのかよくわからないこの説明、時間もないところなので、やらないでいた

だきたいですね。ないです、だけどないですだけが答えじゃないじゃないですか。その前の、

熱意の話は色々あったかもしれませんが、今私が言ったことは、時間が限られた中で無駄なの

で、そういう指標の考え方は必要だということで、指摘に関してどうするかということ、意見

があれば言っていただく場なので、ないですという説明を聞くのはここでは必要ないですよ

ね。 

おそらくここのテーマに関することじゃなくて、全体として起こっていることなので、それ

はもうこっちの総合企画担当部署の方からきちんと調整していただくといいのかなと思いま

す。現状と課題が、やはり現状は言っても課題が行っていないケースがあり、課題が、4年間

の課題を言っていれば、それが施策、計画のところでこれやるとなってきて、それに対して指

標で追うということになると思います。この辺りの、その政策 12から 17あたりというのも、

本当に課題、4年間の課題設定ができているかどうかは少し見ていただきたいですね。ずっと

必要じゃないですか。いつできるか言えないし、ずっとやるやると言えばいいですけど、じゃ

あ 4年間は何が課題ですかということがあれば、それが指標になるのですよ。なので、これは

別にここのテーマの分科会の話だけではなくて、他でもこうってことなので、言わば現状と課

題を 1 個になっていますが、これ事務局の方で確認していただいて、部長とか聞いています

か。結構重要なこと私言おうと思って、すみません。現状と課題って 1 個になっていますけ

ど、2つに分けていただいてもいいぐらいのことで、もしこういったように記述をまとめた方

がわかりやすいというのであれば、それこそ、例えば政策順で、①の道路、橋梁のところで、

まず課題（現状）と書いていただいて、それで下の方に（課題）と書いていただいて、課題の

ところは、永遠に課題になりそうなことではなくて、4年間の課題を書いていただくというこ

とで、全体、他のとこも全部です。それに関して全部、そういうふうに調整をしてみてくださ

い。課題がわからないまま現状と課題と言われても、それは現状でしょうと私はずっと朝から

言っていること。課題が書かれていないのがあるのではないですかと。ここも、あそこもと言

ってしまうとないないばかりだけれど、なぜ課題がないのだ、見えないのだったら、もうそも
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そも計画は必要ないですよ。課題があって、課題に対しての施策計画で、特にここにメリハリ

つけてやりますと書かれ、その課題に対して指標が出てくるということだと思います。ですが、

課題というものは 4年間の課題として明示的にするということをお願いします。もういません

けれど、委員の指摘も、結局課題設定がなんなのかという指摘だと思います。課題と例えばこ

ういう課題を考えたら、こういう指標ですということを、委員さんは言っていたのだと思いま

す。そういったことをやっていただく必要があるかなと思いますが、その辺、どうですか。 

 

（事務局） 

今の現状と課題の部分、全体的な話かと思いますが、当初、現状と課題という形で明確にし

た方がいいかなという部分がありましたが、書く中でとりあえず、例えば今の政策 12 でいき

ますと①の部分で、前段にまず現状があって、その後の書きぶりとして課題という形でまとめ

ている。そこが分かりにくい部分があるのではないか。 

 

（玉村会長） 

課題の指摘がなくなっているケースがあります。前は、現状と別段なった課題を書かなくて

はいけなかった。でも、現状と課題と書いてあるから、現状説明して、それがこういう困り事

がありますよね、で終わらせてしまって。自分たちが何をするかが課題なのです。ということ

は、それぞれのところで多分くっつけられた事情は、解釈すると、例えば道路と橋梁の話の中

で語らないと意味が伝わらなくて、道路の話は現状の方にあって、またあと飛ばして飛ばして

下の方に課題が出てくると分からないからくっつけたということだと思います。でしたら、こ

の道路と橋梁の、あくまでですけれど、道路と橋梁の中で、現状と課題、両方ちゃんと欄を作

っていただいた方がいいということですね。なので、この課題が書かれていないが故に指標が

わからないという話になっていたのが、さっきの委員さん指摘だと思います。各論として 1個

1個潰していたら、それは問題がいくつかあるかなと思いますけれども、ともかく現状と課題

をちゃんと記載していただくということをしていかないと、いろいろなアイデアありますねで

終わってしまうのではないでしょうか。 

 

（事務局） 

そこはもう 1回私達の方でも確認をしたいと思います。先程の指標の件でありましたけれど

も、この中で書いている部分で、ここに明確に成果指標として出す部分と、あとは、先ほど 1

番最初に、冒頭に話をした、その下に事務事業等が出てきて、そこの中で活動指標や、直接ア

ウトカムとアウトプットという形で出す部分もございますので、その辺りもう 1回、今日、多

分今の部分で、ここの成果指標しかで出していない部分もございますので、その辺も含めて整

理はさせていただこうかなと思います。 

 

（玉村会長） 

じゃあ、そういう資料作りをしていただいて、改めて確認をすることにしたいと思います。

どうしても今日は、総合計画のこのレベルの、特に中間アウトカムになりそうな施策レベル以

上の政策に近いところでということになっているはずですが、それが聞くとアウトプット仕様
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じゃないですかと出てきているので、であれば、このレベルでここに置いたということは、今

の通り説明があるのであれば、ちゃんと作っていただいたらいいかなと思います。 

 

（委員） 

政策 12の方で成果指標の 1番ですが、道路異常の LINE通報に対応して、安心、安全な市民

生活に貢献した数ということですが、これが基準値、令和 6年度で 36件と書いてありますが、

現状と課題のところでいくと、令和 6 年度の実績は 14 件にとどまっていると書いてあります

が、なにかここの乖離はなにかありますか。 

 

（事務局） 

成果指標の基準値のところですけれども、36 件と書いてありますが、これは令和 7 年度の

暫定値を書いておりまして、実際の令和 6 年度の実績につきましては 14 件ということになっ

ております。 

 

（委員） 

じゃあ、令和 6年 14件で 7年の分も入っているということですね。  

もう 1点。2つ目ですけれども、この河川の氾濫を防いで安心、安全な市民生活に貢献した

数というのが成果指標として件数を載せてありますが、安心、安全な市民生活に貢献したとい

う、そのなにか貢献するというところの定義が結構不明確だなというか曖昧だなという感じが

するので、何をもって貢献したとしてカウントするのかというところをお聞かせいただけます

か。 

 

（事務局） 

成果指標の基準値にしております、30 件としておりますけれども、それにつきましては件

ではなくて 30河川ということで、30河川の河川掘削を実施して、安心、安全な市民生活に貢

献するという形にしております。 

 

（委員） 

特に、じゃあ氾濫はしなかったっていう数をカウントしているという感じですかね。 

 

（委員） 

3 つ目ですけど、目標値が 100％になっていて、これは結構、長寿命化計画に基づいた補修

を実施して延命化するということ、延命化した割合、これはもう修繕計画の目処があっての

100％なのか、結構 20％から 100％というのは大きいなと思いますが、その辺りはもう計画が

あってこの数字にしてあるという感じですか。 

 

（事務局） 

港湾の長寿命化計画を令和 2年度に策定しておりまして、その時に施設の補修が必要な件数

が出ております。大規模な改修につきましてはもうすでに終わっておりまして、あとは軽微な
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ひび割れでしたり表面の劣化でしたりエプロンの沈下といった軽微な補修になりますので、一

応目標値の方を 100％としております。 

 

（委員） 

結構修繕にはお金がかかるかなと思ったので、100％の意図を聞いてみたかったっただけで

す。 

 

（玉村会長） 

もちろん、お考えがあってしっかり作られているのは今になってわかりますが、だったら、

ちゃんと色々とさっきの課題とか書いた上で、この指標をこういう意味で掲げたってことをち

ゃんと示すようにしていただきたいですね。説明されてわかるのであれば、他の人はわからな

いわけですから、これは資料の作り、どういう項目設定されるかに影響されたかもしれません

ので、指標の設定根拠とか目標値の設定根拠とみたいなこともちゃんと記載を作るようにお願

いいたします。 

それはどこに、計画本体に書くか、説明書に書くかお任せしますけれども、それもないと今

の話わからないので。 

あと、そういう意味では、先ほど部長の通り、どういうアウトプット指標を持とうとしてい

るかは、ロジックモデルを考えるということもやってきているのであればなおのこと、そうい

う資料も用意しながら、だからここですねということがちゃんと示せるようなものを、今まだ

作成途中ですから、まだまだ直されると思いますけれど、だから、こういうレベルで総合計画

の指標を置いて、アウトプット指標でこれやるのですみたいなことも、きちんと計画できると

きには用意していただきたいなと思います。 

このテーマ 4全体についてやることに入りますので、お願いいたします。 

 

（委員） 

政策 14 番の現状と課題ですけれど、下水道の状況ですが、これを読むと、1 つは、現状と

して、都市下水はだいたい整備は終わった、しかし、都市下水以外に、おそらく天草の場合に

は農村とか漁村があるので、そういう集落の下水処理もあるし、それ以外の区域については浄

化槽だとか合併処理があると。これらを含めて、天草としてのそういう現状を踏まえて、バラ

バラな政策がある下水道の整備の中で、方向としてはどういう方向に持っていくのか、それは

少し見えない。 

それからもう 1つは、上水道の話も料金は多分統一化していると思いますが、今後の都市の

低密度化によって密度が落ちたところも含めて、下水本管みたいなものをどのように考え、今

まで通り維持するのか、それとも間引きしながら耐震を進めていくのかとか、そういうことも

今後ビジョンとしてどのように考えているのか。それから、上水が引けないところについては、

先程言ったように湧水を使ったようなものを、そういう課題があって解決するため持っていく

ので、これお金かかる話ですよ。全部これ特別会計でやっていくので、多分上水道はもう赤字

だと思います。そうすると、一般財源から繰り入れていく必要もあるし、下水道も一般財源か

ら繰り入れて、そのようなことも考えると、どういうふうにマネジメントしていくのかという
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ことが少し心配です。そこら辺、どのように考えているのか。 

 

（事務局） 

天草市におきましては、下水道の処理区に関しては、下水、公共下水道事業、特定環境保全

公共下水道事業、農業漁業集落排水事業で 12 の処理を持っております。今後の整備方針につ

きましては、下水道事業につきましては、独立採算制で運営している下水道事業でございます。

下水道インフラの整備には多大な費用がかかり、財政的な制約や、人口が減少している中、下

水道の維持管理コストが高くつき、効率的な運営が難しくなると考えております。また、下水

道施設の老朽化も進んでおり、これらを更新するための資金や技術が不足しております。以上

のことを鑑み、特に人口が少ない地域や過疎地では、集合処理よりも個別処理の合併浄化槽を

導入する方がコスト効率が良いと考えております。 

 

（玉村会長） 

私、今聞くと、だったらそれが指標として反映されないのですか。合併浄化槽でコストの低

減化と、効率性を上げるというのであれば、そこに対して目標を持つということはないですか。

成果指標にそれが来てもおかしくないですよね。成果指標は別に 1つでなくてもいいので、老

朽化に対して 1 つだけど、合併浄化槽は 1 つ大きなテーマですとおっしゃっているのであれ

ば、それに対して可能性がある集落や個々の住宅は何％ぐらいですとか、そういう指標をお持

ちだと思いますが、それを指標にするというのはあり得るのではないかなと思いますが、それ

はどうですか。 

 

（事務局） 

そうですね、合併浄化槽に関しても、今後、目標値、指標等を、検討して計画していきたい

と考えております。 

 

（玉村会長） 

そうしなきゃいけないって言っているけれども、そういう問題意識があるので、それがさっ

きの通り課題ですとなったら、それが指標になるということなので、そういう論理展開、他の

方もやっていただきたいということですね。じゃあ、上水の方もお願いします。 

 

（事務局） 

水道につきましても、今のご意見の通り、今後の人口減少に伴って現在の施設、管路を維持

していくのかということでございますけれども、これにつきましては、施策計画の中でも少し

触れておりますが、人口動態や今後の水需要等を踏まえまして施設の統廃合を検討しつつ、あ

と、減少していきますと、管の口径も今現在 200ミリメートルだったとします。これを、少数

になりますと一定程度、ダウンサイジングと申しますけれども、管の口径を小さくして更新が

できるのではないかというような、総合的に判断をしながら施設の更新等を進めてまいりたい

と考えているとこでございます。 
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（玉村会長） 

というように課題設定していただいて、このあたりがテーマですので、それに関して何らか

の指標で対応していくということをご検討ください。あとは、12、13に限らずということで進

めていますけれども、このテーマ 4に関しまして何かありましたらお願いいたします。 

 

（委員） 

政策 13 に関してですが、成果指標の 2 のところを少し見ていただいて、その中に老朽危険

家屋等の除去促進事業を活用した解体想定とありますよね。ここのところが、令和 7年 7月現

在なのか、11 件ということで書いてあります。目標値はあと 4 年で 180 件とすごい数字。毎

年 40 件はしていかないと間に合わないかなと思いますが、これが可能なのかということと、

見込みがあるのかということと、今の段階で 11 件というのは、逆に言えば、この周知ができ

ていないとか、やっぱり足を運んでも解体をお願いします、助成金がありますよという、そう

いうところの足を運ぶというのが逆に言えばできていない為にこのようになっているのでは

ないか。これは逆に言えば課題ではないかなと思います。せっかくいい助成金があるのにでき

ていないというのが少し見えますが、その辺についてはどうでしょうか。 

 

（事務局） 

この成果指標の 11 件というのは、7 月時点での件数 11 件です。こちらは年間大体 60 から

70件実施しておりまして、現在 60、64件だった思います。そうしますと、目標値が 180なの

で少ないですけれど、こちらは修正したいと思います。 

 

（委員） 

今のように聞くと少し少ないような感じ。逆に言えば、この基準値というのが、この令和 7

年度にするのか、今の現在 7年にするのか、令和 6年にするのかということで、年間でどれだ

け増えていくかというのがこれでは見えないような状況ですので、その辺のところが誤解され

ないようにお願いしたいと思います。 

 

（事務局） 

基準値を昨年度の実績にして 65 件でしたが、目標値をその年度をかけた数値にしたいと思

います。 

 

（田中副会長） 

熊本大学の田中です。私、特に土木なので、ここの書きぶりというのは、従来だと災害に対

して土木みたいな、そういうイメージが強かった中で、これからやはり長寿命化、今例えば八

潮の問題や上水道もインフラが高齢化しているというか、そのリハビリテーション、維持管理

というのをしていかなくてはいけないと思うので、そういう意味では地味なところからという

か、12 から始まって、最後が災害に強く、安心、安全となって、大きく構えていただいてい

て、この流れはいいのではないかなと思いますが、2点ありまして、そのテーマ 4のタイトル

の付け方ですね。災害に強く環境に優しいまちづくりっていうのは、天草市さんがやっている
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インフラ管理に対して、少し大きすぎないかというか、県との連携というのを見据えて、そう

いうタイトルであればいいと思いますが、本当にそれでいいのかというのを検討していただき

たいなというのが 1つです。 

2 つ目でぜひ検討していただきたいのは、政策 17 で、災害に強く安心、安全なまちの形成

とありますが、市役所としてやっていかなければいけないのはどちらかというと、地域住民の

方の避難の徹底であるとか、日頃からそういうまちづくりとして、例えば事前復興とかそうい

ったことをもう少し掲げる必要があるのかなと思います。今、政策 17 の文面で、避難だけで

はなくて、やはり避難所とかところどころあるのですが、熊本地震の時も、復興のガイドとい

うか復興をアシストするのもやはり土木なので、そこの書きぶりをもう少し強めていただいた

方がいいのではないかなと思います。政策 17 の中に、避難とか復興を見据えた日頃からのイ

ンフラ整備という文言があった方がいいのではないかと思ったので、それも検討していただけ

たらいいかもしれないですけど、その辺、もし書きぶりで検討いただけるようであればぜひ検

討していただきたいですが、いかがでしょうか。 

 

（事務局） 

避難所につきましては、現在の地域にあります公共施設を元に整備、そこに設置をしており

ます。避難所に当たる職員の数とか、そういった整備する内容は現在進めておるところでござ

います。長期にわたる避難になった場合にパーテンショを設置するとか、また、そちらの方に

お送りします非常食の準備等は、防災危機管理課の方で随時進めているところでございます。 

 

（田中副会長） 

見事に違う対応なので、私が言っているのは、79ページの成果指標のところに、例えばハザ

ードマップを見たことがある人とか、これだと結局消防団に全部お任せとか、防災、自主防災

組織を作ったら終わりみたいになっているので、そうじゃなくて、一般の人が避難経路を知っ

ているとか、そういうのを指標にしていってくださいというお願いなので、だから、いかに土

木の人が土木じゃない人に避難とか防災という意識を促すかというところが、このテーマ 4

で、災害に強く環境に優しい町づくりと書いているとこの大きな目標なので、そういうのを検

討してくださいということです。 

 

（事務局） 

現在、ハザードマップを全世帯に配布しておりますが、そちらの周知方法につきまして検討

させていただきます。 

 

（玉村会長） 

テーマ 4が、どの範囲なのかということが確かにありますけれど、災害に強く環境に優しい

まちづくりとわざわざ言っているのは、災害強い、環境に優しい都市基盤ではないのですよ。

まちづくり、市民の活動も重要なことだし、皆さんどう思って活動するか、作る営みが皆さん

試行錯誤する活動どれだけあるかですので、そういう言葉の意味を持っているということで、

今のようなこと受け止めていただいて、ただ単にこういった都市基盤があればいいとか、いろ
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いろな組織が動けばいいだけじゃなくて、どう認識してどう動くかということもぜひご検討い

ただきたいということで、全体として、このテーマの 4のあたりでもご検討いただければと思

います。 

 

（委員） 

政策 17 番の成果施策の指標が 4 つありますが、少しこれ整理しといた方がいいですね。①

の施策計画と連携するのが 1番の自主防災組織ということですが、2番ですとなんで消防団員

なのかというのはよくわからなくて。これはそうじゃなくて、例えばここで言う課題で挙げて

あるような関係機関との連携、防災協定とか、そういうものをきちんと整理して、それが支援

体制になってくるなど。 

それから、施策計画の、ここは消防とか救急体制、これについてはできればきちんと消防団

員を増やしていこう、消防団員数を増やして、これ地域の消防団員ですよね、自主防災ですか

らそういうことをやるとか。それから 4番は、交通事故の発生ケースとかあって、これもう 1

回、施策計画と成果指標、もう 1回整理し直した方がいいと思います。 

 

（事務局） 

今委員からご指摘のあったところ、もう一度精査したいと思います。 

 

（玉村会長） 

少しコメントですが、カーボンニュートラルとか脱炭素が、天草市は随分軽いなというのは、

全国的な動きから見ると感じるところです。確かに言葉としてはそこに入れれば入るかもしれ

ませんが、思った以上にこれやっていますよ、全国。皆さんが認知されている以上に。ここの

領域で、もちろん企業もたくさん動いていますし、いろいろな意味で国の施策も展開するので、

少し弱いなと私は思います。なので、少しこの地域で考えると、こういったレベルの高い低い

という意味ではなくて、これで感覚的に思われたかもしれませんけれども、全国的にというか、

皆さんが世界的に考えられていることは、もっともっとこの領域、カーボンニュートラルとい

うこと言っている以上は、もの凄い挑戦がそこに起こっているので、それに関して、地域での

計画というか、方向性としては弱いと思いますので、ご検討いただいたらいいかなと思います。

どこまでやるものなのかなっていうのは。これは、指摘というかコメントです。 

 

（委員） 

政策 16 です。情報通信環境の格差解消と情報化の推進というところで、成果指標に、光イ

ンターネットの未整備地域のちに解消できた数箇所、地域ということですよね。というところ

で置いてありますが、やっぱり施策計画とか、現状と課題のところを見た時に、成果指標が足

りないのではないかなと思いました。講習会を開催したりということが書いてあるので、例え

ばその活動指標として、講習会の回数というのは置いてもらってもいいかなと思いますが、成

果指標として、最終的には、そのデジタルサービスを利用する人を増やすということが、不安

なく増えていくということが成果に繋がるのかなと思いましたので、そういった成果指標を検

討していただけるといいかなと思いました。 
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（事務局） 

ご指摘の通り、成果指標の見直しをさせていただきたいと思います。 

 

（玉村会長） 

それでは、このテーマに関しましては以上といたします。 

 

【テーマ 5】 

（事務局） 

テーマ 5は、5つの政策で構成をされております。 

まず、政策 18、活力ある地域農業の振興です。本市の農業を取り巻く課題につきましては、

農業者の高齢化、担い手の減少、労働力の不足、有害鳥獣による農作物被害、また、環境整備

においては、非効率な農地の改善改修、排水機場など農業施設の老朽化などが挙げられ、農作

物の安定供給が懸念されています。これらの課題を解決するため、1、持続可能な地域農業の

推進をはじめとする 5つの政策に取り組んでまいります。前期基本計画に引き続き、精度の高

い地域計画を更新し、守るべき農地とその担い手の確保、新規就農者の確保と支援、高収益作

物の導入、高温障害対策の継続、スマート農業の拡充による農業者の経営安定化を支援します。

また、老朽化が進む排水機場施設については、排水機場整備等管理計画に基づき、計画的に事

業を推進します。有害鳥獣対策については、被害を低減するための捕獲隊員による捕獲体制の

強化と持続可能な捕獲体制の確立を目指します。 

次に、政策 19、健全な森林保全と林業の振興です。本市の林業は、林業就業者の減少や木材

価格の低迷等により、厳しい経営環境が続いています。また、担い手の減少等により、整備推

進が困難になってきております。これらの課題を解決するため、1緑豊かで元気な森林を維持

する森林整備の推進をはじめとする 2つの施策に取り組んでまいります。一次産業から三次産

業をつなぐプレイヤーとしての役割を担う地域商社の設立に向け、林業関係者等との議論を深

め、六次産業化の実現を目指します。また、地域おこし協力隊を雇用し、森林組合等での技術

研修を実施した上で、私有林を活用した自伐型林業を推進し、林業の担い手の確保に取り組み

ます。 

次に、政策 20、資源を生かした水産業の振興です。本市の水産業は、燃料費や漁業資材の高

騰、従事者の高齢化、漁獲量の減少、赤潮による養殖魚大量死、そして事業価格の上昇などが

挙げられ、これらの要因により、漁業経営の環境はますます厳しくなっています。これらの課

題を解決するため、1、豊かな里海の再生をはじめとする 2つの施策に取り組んでまいります。

藻場の再生活動等に加え、木材漁礁の設置や海藻増養殖の普及により、天草海藻の森の創造を

目指します。また、養殖生簀の大型化など赤潮発生時の被害を軽減する環境整備、機能保全計

画や長寿命化計画に基づき、漁港施設の機能維持、延命化を進めます。さらに、新たな担い手

の確保や経営の効率化、安定化を図るため、スマート水産業を推進するとともに、魚食の普及

を目指し、市内の小中学校での調理実習への食材提供に加え、保育園等への支援も拡大します。 

次に、政策 21、商工業の振興と地域内経済循環の促進です。本市の商工業は、商工団体の会

員数は横ばい状況でありますが、経営者の高齢化や後継者不足、人材不足や物価高騰の影響も

あり、経営も厳しくなっております。これらの課題を解決するため、1、地場企業の経営支援
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による商工業の振興をはじめとする 3つの施策に取り組んでまいります。企業創業の支援と創

業後のアフターフォローについても、関係機関と支援体制の整備を進め、事業承継についても、

オープンネームを含めた第三者承継のセミナーや円滑な事業承継に向けた支援に取り組んで

まいります。また、さらなる天草産品の魅力向上や生産力強化のため、ふるさと応援寄付金制

度も活用しながら、施設整備や設備投資の促進を図ってまいります。 

最後に、政策 22、多様な人材の確保、育成と働く場の創造です。本市の新規学卒者の地元就

職率については、年々減少し 17.9％となるなど、若者の市外流出が進んでおり、雇用の人材確

保が厳しい状況となっております。今後は、天草みらい創造スクールなど、地域リーダーとな

る人材の育成や経営者の育成を進めるとともに、新規学卒者や第 2新卒者と地場企業とのマッ

チングを図り、地元就職率の向上に取り組みます。また、企業誘致については、進出企業が定

着する仕組みを構築しながら、地元企業とのマッチング強化を目指します。さらに、令和 5年

度から取り組んでおりますデジタルアートの認知拡大を図りながら、本市を題材としたコンテ

ンツ作品や即戦力となるクリエイターの誘致に取り組んでまいります。 

 

（玉村会長） 

では、皆様からのご指摘、質問等お願いいたします。朝から続いていますので、皆さんそろ

そろ疲れが見えていますけれども、それはそれとしまして、是非このテーマのもとでのご発言

等お願いいたします。もちろん、共通のこともありますので、その観点に関しましては、こち

らの企画の部署からお伝えいただくということにしまして、もしもう時間がないから発言しな

かった、でも、午前からあった話はまとめてお伝えするということでお願いいたします。 

私が言いたいのですが、政策、これに関しては 18から 22までありますが、今までの政策を

分けていくと、それぞれの観点などあると思いますが、まとめて 18から 22、どれに関してで

も構いませんので、ご発言お願いいたします。 

 

（田中副会長） 

熊本大学の田中です。テーマが違うところですが、非常に関係していると思いますので、先

程テーマ 2で、玉村先生がまちなみの話をされたところで、テーマ 2、政策 2ですね。まちづ

くりと言った時に、まあまあ景観というのが出てきますよね。それは建物を造って終わりじゃ

ないよというようなことで、そこでいきいき暮らしている人が大事ということを表徴している

わけですけれど、天草の場合は、やっぱり自然環境の美しさをちゃんと一次産業が支えて、そ

こが健全に使われているというのが、美しい景観を守っていくところ、すごく大事なところで

すよね。 

私の専門、文化的景観と言うのですが、まさにそうやって地域の産業がしっかり、農業にし

ても漁業にしても林業にしても、要は、休耕田とか荒廃地が少ないとか、山が荒れていないと

か、赤潮とかの話も当然そうですが、そういったことで、実は産業が健全に回っているという

のは、後継者、人の問題だけではなくて、環境の問題も繋がっていますということを意識して

いただくと、ここの書きぶりが他のとこにも波及するので、そういった意味で、健全な後継者

というのが大事ですという話に続いていくのだと思います。だから政策 22 がやっぱり大事だ

と思いますが、政策 22とその他の 18 から 21 までを関連させていただくといいのではないか
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と思って、これはコメントになりますけれど、そういう関連を意識していただけたらと思いま

した。それがテーマ 1の街並みというのに、あれは街中の話でしたが、田園部というか農村部

の方では、天草の場合は、やっぱり 2市 8町が合併した時に、ほとんどがそちら側、町場は本

渡と牛深の少しくらいなので、多くのところはやっぱり農村との共生になりますので、その辺

を意識していただけたらと思いました。 

 

（玉村会長） 

それを踏まえて是非ご検討いただいて反映していただくといいかなと思います。 

委員が先に出られますので、すみませんが先にご発言お願いいたします。 

 

（委員） 

政策 22 について、情報共有と言いますか、私の経験したことをお話しできればと思いまし

た。 

先日、牛深高校の校長先生からお話がありまして、熊本大学の共創学部に行きたいという学

生がいて、そのあと天草市役所に就職したいという子がいるということで、天草未来創造スク

ールで勉強したこと、今、天草市がどういうことをやっているのかということを、私の事業者

目線として話してほしいということがあって、それにご協力させていただきました。 

すごく牛深という地域に関わって、高校生として何ができるかを考えてくれている子で、町

おこしみたいなことも牛深高校は今頑張っていらっしゃいますが、そういったことがあり嬉し

いなと思いまして、波及効果と言いますか、そういったことがあったので、こういうスクール

とか起業塾、高校生コースとかもそうですが、学生がやるものに事業者がもっと簡単に入って

見られるような環境とか、未来創造スクールに行った卒業生という事業者と、その学校系と教

育関係者がもっともっと交わる、やっぱり繋がる力というものをどうやっていくのかというと

ころをもっともっと考えていただければ、いろいろな波及効果が出てくるのではないかなと思

っております。 

特に思うのが、産業系の政策の方々は、やっぱりいろいろな事業者を見られていて、いろい

ろな人を見られている感じで、こことここを繋げばとか、そういった意識とかされていると思

いますが、そういった考え方というか、そういったところを市役所の中でもっともっと、ここ

とここは一緒だとかいうところを、もっともっと繋いでいただくキーになっていただけないの

かなと思いました。同じことに向かっているのに本当バラバラだと感じることがあるので、そ

の辺を考えて取り組んでいただければ、もっと一丸となった天草という感じになるのかなと思

います。 

 

（玉村会長） 

田中さんと委員さんの意見と似通っているところだと思いますので、そういったやはり繋が

り広がるということがここの領域で、テーマだけでなくていろいろな意味で大きな力を持つの

がこの領域ですので、ぜひ参考にしていただきたいところですが。ということで、コメントに

対することですので、説明でなくていいですが、お考えになったことを発言いただくといいか

なと思いますが、いかがでしょうか。 



- 68 - 

 

（事務局） 

今、天草高校の方でも、天草未来創造スクールの卒業生と、繋がらせていただいて、今して

おります。来年度、もしかしたら工業高校の方でもそういった取り組みができないかというこ

とで、今少し計画をしております。熊本大学のご協力を得て、高校、大学、民間とで繋がって

いますが、それを天草全部の高校に繋げていければということで考えております。 

それともう 1つは、天草未来創造スクールがせっかく今 5期まで来ていますが、それぞれの

期でまとまっていますので、それの交流会というかその機会をもっと設けて、いろいろなマッ

チングができるように、話ができるように、そういった仕掛けも今後開催していきたいと思い

ます。 

 

（委員） 

政策 19 番、林業についてですが、現状と課題の中で 1 番のあれですが、ほとんどが民有林

だということを書いてありますが、民有林だと不在村者がいて、多分跡継ぎがもう天草から出

て行っていて、それを管理する人がいない。つまり、山林の荒廃状況がすごく進んでいるので

はないかと思っていますが、そういう認識をきちんと、もしあるのであれば、課題、現状に、

そこのところについてはきちんと調べて書く必要があると思います。 

それから、政策の 20 番、水産業についてですが、天草市は多分漁港がたくさんあると思い

ます。どのくらい漁港があって、使われていない漁港、漁師さんがもういない漁港が本当にあ

るのかどうなのか。あるいは、そこにプレジャーボートのようなものが侵入していて不法占有

されているような実態があるのかどうなのか。そこがあると非常に課題として大きな問題にな

ってきて、使われているものについては漁港の長寿命化もやらなければいけないので、そこの

考え方がどう課題として出てくるのか。 

それから、22 番の確保と育成と働く場所の創造ということですが、天草市は統計を見てみ

ると、流入人口、定住する人が大体年間 50人から約 70人ぐらいですが、その中で、水産業と

か農業の就職以外に、自分で会社を起業して起こしていく、新たな事業を展開していくという

人はどのくらいこの定住人口の中から生まれているのか、もし聞いていたら教えていただきた

いです。それが出てくるとなると、そういう起業した人達をどのようにさらに支援、発展させ

ていくのかというのは非常に重要なこれからの課題だと思いますので、よろしくお願いしま

す。 

 

（事務局） 

1 点目の政策 19 の現状と課題について。委員のご指摘の通り、森林につきましては、水源

の涵養や、地球温暖化の防止、土砂災害の防止といった、私たちに恩恵をもたらしてくれてい

るという広域的かつ多面的な機能がございまして、森林をきちんと維持することは重要なもの

と認識をしております。そういう中で、ご指摘のあったように、所有者がいなくなるというの

はございますので、こちらにつきましては令和 2年度からになりますけれど、森林の所有者の

方に意向調査というもの実施いたしまして、例えば市にも管理を委託するとか、そういう意向

を示された方については、市が代わりに森林整備をするような体制で、現在は森林環境贈与税

というものを使いながら、活用しております。ただ、ご指摘の所有者不明の山林が多いという
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のは事実でございますので、ここの表記につきましては見直し、検討させていただきたいと考

えております。まず 1点目は以上でございます。 

 

（事務局） 

先程ご指摘がありましたように、本市では、市管理の漁港が 36 漁港、県管理が 7 漁港あり

ます。その中には当然、漁船数が少なくなっている、利用があまりされてないような漁港もご

ざいますので、その辺は、統廃合を含めて検討しているところでございます。 

また、プレジャーボートの利用につきましては、まず漁船が減っているところにつきまして

は、漁協と協議しながら空いているスペースに止めてもらうような指導をしているところでご

ざいます。空いているスペースで使っています。はい、そこの条例はないと思います。そこは

協議して止めることは大丈夫です。今のところ、市では管理料は取りません。 

 

（事務局） 

起業創業の件ですが、去年起業された方が 28 件、そのうちスタートアップ・あまくさとい

う市が運営しております相談窓口での相談件数事業者が 45 件で、そのうち 18 件の方が創業

を開始されております。そのうち、数はわかりませんが、移住定住された方もその中にいらっ

しゃいますので、定住には繋がっているかと思っております。 

 

（委員） 

指標の数字のところで教えていただきたいところがあります。85ページの政策 18の成果指

標の 4 で、農地の保全管理等を行う組織数というのが、基準値より目標値の方が少ないです

が、これは少なくなることを目指しているということでしょうか。 

それから、別のところもいいですか。政策 19 の成果指標の 1 番で、森林経営計画認定面積

というところが、目標値と基準値が、大きく差がないような気がしますが、これを大きくする

ことによってそこの間伐を推進しますということですけれど、その 2番の指標の保全間伐の面

積の 7 ヘクタールが 20 ヘクタールまで進むのかというところの数字が、これがなんかリンク

しているものなのかというところと、すみません、あと、いくつもすみません。政策 20 の成

果指標の 1番、こちらも水揚げ量が基準値と目標値が同じになっていますが、これは維持する

ということでしょうか。それから、政策 21 のこちらも成果指標の 1 番、商工会議所、商工会

の会員数が、こちらも基準値と目標値が同じになっていますが、これはどういうことでしょう

かというのと、これは会員数を表示していくよりかは、支援をしていきますという内容が含ま

れているので、実際に会員の中で支援を行った企業の件数や、そういう率で書いた方がいいの

かと思いました。 

 

（玉村会長） 

指標のところに本質が出てくることもありますし、それに対してどういう、実は前のところ

から引き続きでやっていますので、是非前のテーマのところの話も全体で共有していただきた

いと思いますが、課題設定をしていただいて、それがちゃんと指標になり、かつ、指標はどこ

までいったらいいかということも、ある程度根拠を持って設定していただくということで、よ
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り本質が進むということでもありますので、指標に関して、図れるのであれば技術的にこれで

すってこともあっての側面がもしあったとしても、でもそこは、それだとこの課題に対しては

できていないということが見えてくるということかなと思いますので、そういったそれぞれの

指標の説明を受けたいというよりも、指標を巡ってどうお考えなのかということを全体として

お伺いしたいなということかなとは思います。 

じゃあ、何か今の委員からの発言に関して、それぞれ各論の説明をしますと、多分全部説明

します、で終わってしまいますので、どう受け止められたかで構わないと思いますが。もちろ

んお話したいことあればしていただいていいですが、時間のご協力もお願いしたいところです

ので、ふんわりした話ではなく、少し具体的な話をお願いしたいところです。 

 

（事務局） 

政策 18 の 4 番目の農地の保全管理等を行う組織数、これの目標値が下がっているというご

指摘ですが、基準値というのは、令和 6年度の数値でやっているのですが、中山間直払という

国の制度があって、それが 180ぐらいありましたが、ちょうど 7年度で期別が変わって、大幅

にリタイアされた集落があります。30、40くらい。それから、多面的交付金というのがもう 1

つありまして、それについても来年度更新されて、もう高齢者ばかりである程度減るというの

が分かっておりますので、目標値は現状に合わせて、これ以上減らないようにという数値で書

かせてもらっております。だから、目標値が減っているのはおかしいですが、これ以上減らさ

ないように支援をしていく設計になっているという状況でございます。 

 

（事務局） 

全般的に申し上げますと、農業、水産業、現状を維持するために計画を作って、事業を作っ

て実施する。やはり農業者数、漁業者数も相当減少しておりますが、そこの減少を抑えつつ、

漁獲量であるとかそういった生産量を減らさないという取り組みに行くということで、今、現

状維持の数字を主に書かせていただいているというのが現状でございます。 

あと、森林の、聞かれましたよね。そこも同じような考え、違う。森林はあるよ、面積。そ

れと商工業、商工会議所も実は少し会員数が減っておりますが、そこは市と協力をしながら減

らさないように働きかけをしながら、新規会員、辞めていかれる方もいる中で新規の会員をま

た増やしていくという取り組みで、どうにか今現状の数字を維持していこうという数値の設定

をさせていただいているという状況でございます。 

 

（玉村会長） 

状況説明はそういうことかもしれませんが、指摘はそれだとどうなのかということですの

で、改めてご検討いただければと思います。 

実はここのテーマのところだけではなくて、全体でずっとやってきている話ですので、こっ

ちとしてはもう同じことを話してしまったという感じでありますが、そこは事務局でまとめ

て、修正をお願いしたいと思います。では切り口、場合によってはかかっても構いませんし、

もし続きがありましたらでもいいですが、何かありますか。本当に、各論としては、それぞれ

の細かく、もっともっと 1個 1個やりたいですが、それはもう少し検討していただいてからが



- 71 - 

 

いいかなと思いますので。今は指標に関してお願いします。 

 

（委員） 

現状維持するだけでも大変だということはよくわかりましたが、この指標だけで見ると、ど

うしてもやっぱり疑問に思ってしまうところがあるので、その現状を維持するために何かの施

策をした、そこの件数とか、そういうのを指標に持ってこられるというのはどうでしょうか。 

 

（玉村会長） 

そういった指標のところの根拠とか背景とかいろいろあるというのは、質問すれば説明が出

てくるというのは実は妥当ではなくて、ぱっと見たら全然やっていないように見えてしまう。

現状では大変だということわからない方がいると、何もしていないと見えてしまうことも十分

に起こり得ると思います。なので、どうしてこの指標なのかをちゃんと説明力を上げることに

加えて、ちゃんと変化が見えるような指標をどう作るかということも重要な観点です。実はこ

れまでのテーマで全て同じような指摘をしてきていますので、そういった観点での指標の見直

し等、お願いいたします。 

なんか全体として時間なくなってきたのでまとめていますが。各論でもちろんやってはいけ

ないとは言っていませんので、幅広い領域ですので是非お願いしたいとこですが、何かござい

ますか。産業のこと、商工業のこと、もちろんその農業等の各種の産業のこともあります。そ

れを繋ぐ人材のこともありますが、いかがでしょうか。もし先程の中で発言が指標の話だけで

受け取られてしまっていたら、よくない部分ありましたら、もちろんより細かく指摘していた

だくのもいいかと思いますので、ありましたらお願いいたします。 

 

（委員） 

政策 21 の成果指標のところで、やっぱり今おっしゃられたところで、商工会議所の会員数

を増やすことが目的になっている感じもするので、ここは活動指標として置くのはいいかなと

思うので、やっぱり減っている、減っている原因というか増えない原因みたいなところを見て

もらうのが大事かなと思って、今、現状の会員さんの満足度を測って見るとか、そういう指標

を持ってきた方がいいのかなと思いました。 

3つ目も、今、利用者数となっていますが、現状と課題の中では、その利用者数よりもその

事業者の普及が少し進んでいないということを記載してあると思うので、それに対する指標が

やっぱりないなというのが感想です。 

 

（事務局） 

商工会議所、商工会の会員数というのが、1つの目安にはしていますが、都市部と周辺部で

少し違いますが、廃業するところも多くて、その施策の中で、事業承継、第三者承継、そうい

ったものに支援していきましょうということと、あと、廃業を補うわけではないですけれども、

新規就業者の支援をしていきましょうという、その 2つの部分を、1つの会員数で表示させる

という意味合いで、私達は、その支援のバロメータというか、そういったもので少し考えてい

たので、そういう感じでしています。ですから、その事業所の満足度というのをどうやって測
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るかというので、商工会議所とか商工団体の支援のあり方とか、市役所での支援のあり方とか、

アンケートとか、その辺は考えなくてはいけないかなと、本当に思います。 

 

（委員） 

やっぱりここは成果指標という形になっているので、その成果のところを検討いただければ

いいのかなと思います。 

 

（委員） 

政策 21 番で、私の提案ですけれども、天草のさりー、とてもいいものを天草市は導入して

いると私も思っています。ただ、キャンペーンがあるときだけ、2 万円入れると 2000 円が付

く取り組みをしていただいているので、多分、おそらく私もですが、その時だけ入金して使う

ということがやはり多いので、ここに書いてある、普段使いできる電子商品券としての定着を

目指すというのであれば、例えば 1000円入れたら、5％で 50円。なので、5％付くとか、自動

で。もし制度的に可能であれば、そういうのもどうかなと思いました。 

 

（事務局） 

通常使いのポイント 1ポイントとか、1000円、100円だったら 1ポイントとか、それも今検

討はしてみましたが、やっぱりこれが全額一般財源という財源の問題もございます。一応、プ

レミアムチャージキャンペーンをした時には、国の経済対策の財源がございまして、一応普及

という意味で、実施をさせていただいたのですけども。 

あと、今後考えていかなくてはいけないのは、事業者側がのさりーを使うと 10％の 500 円

券を発行するとか、そのお店での促進、事業に対しての、そういった働きかけも今後していっ

て、そっちの方でどうにかならないかということで、今検討は進めております。 

 

（委員） 

それもいいと思います。よろしくお願いします。 

 

（玉村会長） 

まさしく普段使いをしようということに注目する。そこに課題があって、だからこそこうい

ったことです、というところがそれに対してあって。もちろん利用者数、新しい人を増やして

いくということも 1個かもしれませんが、日常使いをしている状況が見るような指標にしても

いいのではないかということが出てくるわけですね。せっかく課題、お気づきのことがあるの

であれば、それに対して、だからこういう計画で、こういうところにより力点を置いてやりま

すということをやっていただくと、もちろんそれが事業に落ちていくということもあります

が、よりそっちの話としての先導性が見えてきますので、そういった感覚で考えることがいい

のかなと思いました。 

では、この領域について、あとはよろしいでしょうか。 
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（委員） 

政策 19の森林の部分で、私も天草は海のイメージがある中で、非常にこの森林が、4万 6000

ヘクタールですか、非常に大きいということで、県内でも有数の森林を保有している行政なの

かなと思っています。そういった中で、今後、地域商社を作られて、森林についても立派な事

業として組み立てていこうということで、非常に期待をしているところではありますが、ご存

知かと思いますけれども、来年、令和 8 年度から G クレジットということで、10 万トン以上

の CO2 を排出する企業については、それなりに CO2 の削減に取り組む必要があるということ

で法律化されると思います。そういった中で、森林がこれだけたくさんあるということで、G

クレジットは大きな市の財源になるかと思いますので、ぜひ事業化を進めていただきたいと思

います。 

 

（事務局） 

今ございましたように、来年度から Gクレジットの国内の分、今まで海外の分で良かったの

が、国内の分しかできないというような規定がかかってくると承知をしておりますけれども、

本市も 1つの収入面として考慮しまして、現在、令和 8年度から本市が取り組むような形で、

県と今協議を開始しておりまして、令和 8年になりましてから、間伐とかを実施した面積とい

うことで、最初の段階は多くをクレジットに変えるということまではいかないかもしれません

が、Gクレジットの導入に向けて、現在、準備を進めております。 

 

（玉村会長） 

それでは、このテーマに関しましては以上とさせていただきます。続きまして、次のテーマ

入ります。 

 

【テーマ 6】 

（事務局） 

テーマ 6についてご説明いたします。 

まず、政策 23「安心して子どもを産み育てることができる環境づくり」についてでございま

す。天草市が子育て支援の基盤として掲げるのが、安心して子どもを産み育てることができる

環境づくりです。この政策は、新しい命の誕生から子育てのスタート期まで、保護者が抱える

不安や孤立感を和らげ、地域全体で温かく支える体制づくりを目指すものになります。現在、

核家族化や共働き世帯の増加により、保護者の育児に対する不安や負担感、孤立感が増してい

るのが現状です。また、市内の保育施設は地域によって偏りがあり、身近な地域で質の高い保

育を将来にわたって維持していくことが大きな課題となっています。この課題に対し、切れ目

のない支援体制の構築を最重要視します。その中核となるのが、令和 6年 4月に開設された子

ども家庭センターです。このセンターは、これまで別々だった児童福祉と母子保健の窓口を一

体化し、妊娠の届け出時から出産後まで保健師などの専門家がワンストップで継続的に相談に

応じ、子育ての孤立を防ぎます。 

次に、政策 24「こども・若者の健やかな成長への支援」でございます。本市では、まず、子

育て家庭の経済的負担を軽くする支援を積極的に展開します。小学校、中学校への入学などに
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入学祝い金を支給し、節目の時期の負担を軽減。高校 3 年生相当の年齢までの 18 歳までの医

療費を無償化し、いつまでも安心して医療を受けられる環境を整えます。さらに、国の制度に

加えまして、市独自に 3歳未満児の保育料も無償化する完全無償化は、天草市が子育て支援に

力を入れていることを示す市を代表する取り組みになります。また、様々な困難を抱える家庭

に対しましては、子ども家庭センターが中心となり、児童相談所のなどの関係機関と緊密に連

携します。虐待やヤングケアラーといった複雑な問題に対し、1つの窓口で専門的な相談に応

じ、個々の家庭に寄り添った支援計画をサポートします。 

次に、政策 25「子どもたちの学びの充実」でございます。学校教育では、AI ドリルの導入

や ICTを活用した授業の改善、英検チャレンジや体験学習を充実させるなど、学力や英語力の

向上、郷土愛の育成を目指した取り組みを進めています。いじめ、不登校対策にも力を入れて

いますが、子どもたちが抱える課題は年々複雑多様化しており、きめ細やかな支援と対応が求

められます。また、少子化による部活動の維持や教職員の長時間労働の課題解決のため、休日

の部活動の地域への移行の取り組みを進めています。本政策では、未来を担う子どもたちを育

成するため、保護者、地域、学校が連携、協働して教育活動を推進していきます。まず、主体

的、対話的で深い学びへとつながる ICTの効果的な活用、児童生徒の情報活用能力の育成と授

業改善や業務改善に取り組むとともに、外国語教育のさらなる充実を図ります。さらに、GIGA

スクール構想第一期に導入しました機器等について計画的な更新を進めます。そのほか、101

ページに掲載している施策計画に基づき進めていきます。 

次に、政策 26「地域ぐるみの子育て・教育応援体制づくり」でございます。現状の課題とし

まして、保護者からは、安全に遊べる場所が少ない、雨の日に遊べる場所が欲しいといった声

が寄せられます。また、地域社会とのつながりが希薄になっている中、子育ての孤立を防ぎ、

地域全体で支え合う仕組みがこれまで以上に重要になっています。さらに、特別な支援を必要

とする子どもが増えるなど、教育現場のニーズが多様化しており、学校だけでなく、地域の様々

な主体が連携し、一体となって教育を支える体制が必要不可欠です。また、教育面では、特別

支援教育において、1人 1人の子どもが安心して学べるよう、受け入れ環境の整備や教職員の

専門性の向上を図ります。また、幼稚園、保育所から小中学校への学校間の情報共有や交流を

促進し、学びや生活面での不安を軽減して、切れ目のない学びの連携をサポートします。家庭、

地域、学校、そして企業が連携し、子どもたちが社会性を育む多様な体験活動の機会を確保す

ることで、地域総掛かりで子どもたちの成長を応援してまいります。最後になります。 

政策 27「体験で育み、連携で深める、生涯にわたる学びの推進」でございます。これは、3

つの柱を軸とした施策計画と成果指標としております。1つ目が、人権教育及び人権啓発の効

果的な推進についてでございます。人権意識向上と担い手育成、相談体制の充実が課題であり、

引き続き、さらなる人権意識の向上を図るため、人権教育及び人権啓発を推進してまいります。

2つ目に、高校や大学との連携した人材育成等の推進についてでございます。地域の教育環境

の維持と充実のため、ともに連携して取り組み、まちの将来を担う人材の育成を図ります。ま

た、大学等との連携により、大学等が持つ人的、知的資源を活用した調査研究、交流による関

係人口の拡大に向けた取り組みや、市民が本市に住みながら専門的な知識や技術を習得できる

よう、オンライン受講やサテライトキャンパスなどの誘致など、多様な学びのあり方について、

本市に適した学びの環境づくりを進めてまいります。3つ目です。子どもから始まる生涯学習
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の環境づくりの推進についてでございます。子どもたちの生きる力を育むために、体験や交流

活動の機会の創出や、地域と学校が連携協力して地域全体で子どもたちの学びや成長を支え、

未来を担う子どもたちを育成します。図書館サービスの DX 化や移動図書館の巡回を継続し、

読書活動の推進にも取り組んでまいります。以上でテーマ 6についての説明を終わります。 

 

（玉村会長） 

それでは審議に入ります。では委員の皆さんから、このテーマに関しまして、政策 23 から

27、全部まとめて構いませんので、ご指摘、ご質問等お願いします。 

 

（委員） 

成果指標のことになってしまいますが、23から最後までですが、実際に言えば、この成果指

標っていうものが、令和 7年市政アンケートがまだ何％と決まっていないのに目標値が 25％、

一番初めの 23についての 1としても基準値がまだ決まっていない、それに対して目標値が 25

って決めてあるわけですね。全てこうやって、27までそうやって書いてあります。もしこの基

準値が、今年取ってみたら、基準値が仮に 50％だった時、25％で半分になってしまうのです

か、というような感じが少し見えてきたものですから、この辺のところの考え方をお聞きした

いのですが、よろしいでしょうか。 

 

（玉村会長） 

目標とは軽いものではないのはわかると思いますから、きちんとどういう根拠でどう考えて

いるということ、ないしはこれからどうしたいのかということをお話しいただければと思いま

す。 

 

（事務局） 

成果指標の中で市政アンケートの値というものを多く採用している理由といたしましては、

これまでの総合計画の成果指標の中でも、市政アンケートの結果というものを用いていたケー

スというのが多くございました。なので、これまでと今後比較していく、どういった流れで良

くなっているのか、良くなっていないのかというのを時系列的に測ることができるという点

で、市政アンケートの結果というのを成果指標に用いたというのが 1点です。例えば、政策 23

の 1番、これも姿勢アンケートの中で、産み育てる環境がということでしておりますが、これ

は実は実際新設を今回担当課の方にお願いをしている事項でございます。これまで、市政アン

ケート成果指標の中で、産むという項目に関して数値を取ったものがなかったというところが

ございましたので、今回、担当課にお願いをしまして、令和 7年度の市政アンケートから「産

み育てる」というところについての満足度を図りたいというところで新設をさせていただいた

ところでございます。 

25％という設定値が低いということでご指摘もございましたが、似たような状況調査を国や

セーブザチルドレンという団体が、経済的な困難を抱える家庭が経済的支援をどれぐらい満足

度があるのかというところで過去調査した結果がございまして、それが、それぞれでやはり

22.2％、7.9％と、やはりかなり子育て世帯に関しては経済的支援に満足をしていないという
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状況が全国的にあった。なので、25％という少し低めの指標を今回設定させていただいたとい

うところでございます。 

実はもう 1 つ新設をさせていただいた項目がございまして、それが政策 24の 1 番の方にな

ります。子育てに対する経済的支援、保育料無償化や入学等祝い金などを実感できている子育

て中の市民の割合というところで今回新たに設定をさせていただきました。これにつきまして

は、前回の審議会の中で委員からも、天草市としてかなり経済的な支援は頑張っているが、そ

れの周知の部分が足りないし、それを測る方法も示されていないというご指摘がございました

ので、今回、政策 24 の 1 番ということで新たに追加をさせていただいたというところでござ

います。 

その他の項目につきましては、今までの総合計画の中でも出されていた指標をある程度、数

値あたりは推移を見ながら、改めてもう少しそれを上回るような形で設定をさせていただいた

というところで、今回数値を置いているというところでございます。 

 

（委員） 

今の状況を調べた中での数値を基に作ったということですね。ここはどうなのでしょうね。

その辺のところが、全国の値とこちらはまた違うし、どうすればいいのか。令和 6年度の数値

を持ってくるべきなのか、この辺のところがわからなくて、各課によってこの基準値というの

がバラバラで、統一があまりなくてわからなかったのでお聞きした状況でございます。 

 

（玉村会長） 

委員は高いとか低いとかのお話をしているのではなく、おそらくですけれども、目標値を設

定するということに関して、実はこれまでのテーマの話もずっとやってきているので、皆さん

には初めて聞くかもしれませんが、これは実は共通しているところで、やはり設定根拠が必要

ですと、目標に関しては。それが今のように全国のデータないしは NPOや NGOがなさっている

データがそうだからというのであれば、それでどうして天草だといいのかをきちんと根拠をつ

けて、どんなに頑張ってもここまでしかいかないからそこまでやります、ということを言って

いるのか。いや、天草だとやっている方々の話を聞くともう少しいけそうだし、この 4年間で

考えると差分はこう示していきたい、ここの 4年間のプロセスを歩みたいからこの目標だ等、

それぞれの目標については根拠をきちんと説明してくださいということを共通でお願いする

ことになりましたので、ご検討いただいて。今も説明できるところがあったと思いますが、そ

れぞれに関して、新しい指標なので現状値がないからということに限らず、これまで取ったデ

ータだとこういった意味合いがあり、比較的これでも大変だというのが堂々と言えるのであれ

ば、言っていただくということがこの後必要かなと思います。ですので、それをどうやって審

議会で扱うかは、後で審議会の進め方で相談させてください。そういったことは依頼に来ると

いうことでご検討いただければと思います。 

あといかがですか。では、順番にお願いします。 

 

（委員） 

政策 23 の成果指標の 2 番に子育てしやすい地域であると感じている子育て中の市民の割合
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というものがあって、全く同じものが 26 番の 1 番に子育てしやすい地域であると感じている

子育て中の市民の割合というものがあります。これは、あえて同じ質問をされていらっしゃる

のか、もし何か変えるということであれば、せっかくでしたら 26 番は、雨の日でも遊べる場

所が欲しいというような意見があって、拡充や整備を目指しますという目標が掲げてあるの

で、ここの数を入れる等、もう少し具体的にされたらいいかと思いました。 

 

（玉村会長） 

指標をこうしろというよりも、それはあくまで分析して課題が見えているので、それに対応

した指標が必要だということであり、そういった感覚のこともありますねというご指摘だと思

います。同じ指標を掲げているこの辺りの考え方等、何か補足説明がありましたら、是非そこ

をお願いいたします。誰か、誰が話すか部長が決めた方がいいのではないですか。みんなキョ

ロキョロしていますけど。 

 

（事務局） 

政策 26 の方に、先ほどテーマ 6 の方の説明でもありましたけれども、雨の日の遊び場が少

ないという保護者のニーズがあるということで、その指標を掲げたほうがいいのではないかと

いうようなご提案でございますけれども、こちらも再度検討させていただきたいと思います。 

 

（委員） 

こちらの事業を受託しております NPO法人のものです。成果指標の方は同じような質問をし

ようかと思っていたのですが、毎日安心して暮らせていると感じている子育て中の市民の割

合、90％、すごく高いなと。本当にこれに近づいてくれば本当に理想だなと思うのですが、前

回も審議会でもお話しした通り、本当に天草市は切れ目ない支援をされていて、こんなに充実

しているのになぜ出生率は下がっていくのだろうと、我々の中でもすごく、人口の減少にも伴

っていますが、これだけ充実されていて、色々な手厚い手当てもあってというところで、本当

にこの 90％、では安心して暮らすということの意味がどこなのか。もちろん、そういう支援な

のか、町の防災や、これまで検討してきた内容にも繋がってはくると思いますけれども、本当

にこれをもっと市民の方に伝える方法がないのかなというのが、とても一番疑問を持ちながら

活動している状況です。先ほども委員からありましたように、本当に同じ内容で、23の指標の

方にありましたので、やはり、26 で同じ項目をあえて挙げる必要があるのかというところが

わかりませんけれども、やはり、そういった支援や色々な支援センター、もちろん子ども家庭

センターの利用率といいますか、どれだけ利用されているのか、周知されているのかというの

が何か見える指標があったらいいかなと思いました。 

 

（事務局） 

天草市が手厚い子育て支援策をしているのに出生率が下がるというのは様々な要因があろ

うかと思います。これはもう子育て分野だけで解決できるものではございませんし、それぞれ

今考え方が多様化してきているというところで、なかなか難しい部分もございますが、子育て

支援としてできる支援はしていきたいと思いますし、そしてまた、その周知方法等もより市民
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の皆様方に周知が行き届くように我々も工夫しながら広めて周知していきたいと思っており

ます。それと、その周知の割合といいますか、を成果指標にあげた方がいいのではないかとい

うご提言だったかと思いますけれども、そこもここで具体的にどういったものがというのはな

かなか言えない部分がございますが、課内で検討いたしまして、ここに成果指標として挙げら

れるものがあるようであれば検討させていただきたいと思います。 

 

（委員） 

一概に子どもといっても、0歳児から幼稚園、保育園、小中高、幅広い支援になってくると

思いますので、それぞれで支援策も変わってくると思います。本当に幅広いですけれども、一

番に今親子の関わりということで我々は事業を行っていますが、本当に中高生になった時にヤ

ングケアラーの問題が非常に多くなってきていて、隣の苓北町でも支援をしてほしいと、こち

らの方に支援（要請）があり、実際行っておりますので、天草市はもっと起きているのではな

いかなと思っています。そういった対策に、民間も一緒になって対策できたらいいなと思って

おります。 

 

（玉村会長） 

私、少しお話したいところなのですが、このテーマから見ると少し領域が違うと見えたかも

しれませんが、天草市として人口をどうするかという話の中で、すごくもちろん根幹になって

いるというところだと思います。もちろん産み育てたいと思えるかということも 1つですし。

あと、人が移住すると言いますか、Uターンも含めて動くタイミングというのは、データ的に

決まっているわけですよ。30中盤まで動かなかったらほぼ、そのあとは、天草は若干違う局面

がなくはないですけれども、なかなか人は移動しないということは、統計を取った時にありま

すよね。と考えたら、子育ての時期に移住するということが最後のチャンスで、そこが魅力で

来るということ、やることが人口戦略というのはすごく重要。皆さんがそこはまさしく高い評

価を得られることをやろうとしているということなので。そういった、きちんとそこを支持さ

れて移住されるかどうかを、逆にこちらの部署から、このテーマから見てみて、しっかりと担

っていくということを思っていただけると、天草市にとってはすごく重要なことになるという

のは、今、委員さんの指摘の中にはあったのかなと私は思ったわけです。なので、そういった

高いものがあるからこそ、産み育てたいと皆思うことにも繋がるでしょうし、ないしは移住し

たいと思えるかにも繋がるということなので。少し別のところですねという考え方ではなく

て、それを引き受けて、ここの領域だとどういうことまで言うのかも、ぱっと聞くと少し領域

違うなと思ったかもしれませんが、持続的に暮らしたい、ないしはきちんとここで産み育てた

いと思える、まさしく産む話からスタートすることもやっていきたい等、何かそういったこと

がこの目標にできるだけ入れるような努力をしていただきたいなと思います。でないと、人口

の話としては、単に減ってきますでは、これは他のところも減ってきますが、いかに緩和する

かの中で、そういうことを結構やろうとしているので、そういう緩和するところにおいて大き

な貢献ができるのがこのテーマのところですから。そういった観点で、もちろん企画の方で調

整も必要かもしれませんが、より他の部署との連携した感覚を増やしていただきたいなと思い

ます。では長瀬さんお願いします。 
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（委員） 

政策 23 番ですけれども、天草市、待機児童は発生していないという認識でよろしいですよ

ね。一方で、待機児童が発生していない代わりに維持が困難な保育園が結構周辺部に出てきて

いると。それでいて、一方で保育園は、公立の保育園もあるのですか。そうすると、民業をこ

れから成り立てるために、公立の保育園をどういうふうにするかというのは、ここは考えなけ

ればいけないと。民業を圧迫するのか、1歩引いてここはもう民に任せるのか。そういうこと

で、どういうふうにスクラップアンドビルドを、保育園もやっていくのかというのは課題かな

と思っています。 

それからもう 1つは、次の 24番の中で学童保育の減免の話は載っていますが、本来、23番

の中で学童保育の現状と課題のようなものはきちんと整理した方がよろしいのではないです

か、それともどこかでしてありますか。多分、学童保育、非常に天草市は多いと思います。そ

れぞれ地域によって色々な課題があるかと思いますが、そこら辺は、産み育てることができる

一貫した環境づくりの中でどんなふうに位置づけていくのか、問題を整理していくのかという

ことは重要なことなので、もし他で書いていなければきちんとここで。抜け落ちているので、

整理した方がいいと思います。 

 

（事務局） 

まず、政策 23 の保育園の件ですけれども、先ほど公立保育園が 1 園と説明しましたけれど

も、実は 2園、1園は今年度から休園しております。いずれも離島の御所浦地域でございます。

そこも保育所を当初民間に委譲する予定でございましたけれども、引き受け手がないというと

ころで、公立で、離島だけは運営しております。他はもともと民間の保育園が、大多数が公立

から民間に委譲した保育園もございます。 

 その中に、先ほどある中で、本渡周辺部のいわゆる人口減少の割合が大きいところが定数、

利用定員 20 名が一応最低ラインですけれども、そこの利用定員を割っている保育園も今出て

きております。そこは通常、基本的に保育園というのは、地域には 1園は最低今のところはあ

りますけれども、将来的にもできるだけ保護者さんの負担にならないようにというところで何

か行政としてお手伝いできる部分があればというようなことは考えているところでございま

す。 

それと 24 の学童保育の明記を記載した方がいいのではないか、整理した方がいいのではな

いかということでございましたけれども、内容等をまた精査いたしまして、必要に応じて記載

させていただきたいと思います。 

 

（委員） 

政策 25 番の中で学校教育環境のことが書いてありますが、天草市はプールの老朽化なんて

ものは問題になっていないのですか。 

一方で、プールの問題は、教職員の働き方問題だとか色々な問題を抱えていて、それから再

投資に、1つのプールを作るのに 2億、2億 5000万もかかっていくという中で、今後その学校

で、ただ天草市はとりあえず離島だから、離島というか一応繋がっているけれども、周りが海

だということで、泳ぎは学校教育上必要なことですが、この、大きな問題として、たくさんあ
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ると思います。そういうプールの老朽化問題をどういうふうに今後考えていくのかというのは

大きな課題ではないかと。そこら辺の認識はどうですか。 

 

（事務局） 

学校プールについては、今委員からご指摘の通り古いところはいくつかございます。毎年点

検をしまして使っている状況ですけれども、実際、今後使えない見込みというようなことで、

実は今年、１つの学校が民間のプールを使ってできるかどうかという実証を行っております。

そういう形で民間に使えるところがあれば、そういうところを活用しながら考えていくという

ことになりますが、ただ、広範囲の天草市ですので、その民間のプール施設というのがもう本

渡地区しかないような状況ですので、それが可能かどうかというところも含めて、検討してい

く形になると思います。今のところ、漏水などもありはしますが、改修等で、新たに作るとい

うところまでの計画は今のところはありません。 

あと、学校関係の部分で、うちのこの 25 の中でも入れていますけれども、学校のあり方、

小中学校の在り方の方も今後検討していくようなことになってまいりますので、施設について

はその進み具合でまた計画の変更をかけていくという形になると思います。 

 

（玉村会長） 

ちなみに、これまた同じように他のテーマのところで議論したことなので指摘があることな

のですが、例えばこの天草産食材の使用日数 98.4 が基準で 100％にするというのは、現実的

に何をするのかよくわからなくて、別段こうやろうと言えばやれてしまうことかもしれない。

これを目標にしようというのもよくわかりませんし、自分たちの努力がこれで反映できるもの

なのかというのもよくわからないと思います。なので、実は 100％とか、もうほぼできている

ものたちを指標にし、基準にしてそれを目指しますということは、今回の基本計画として必要

な指標ではないということかなと。今までの議論を集約するとそういうことですので、そうい

ったものは全て総点検となると思いますので、ご確認いただければと思います。おそらくそれ

でも大変だということであればわかりますが、1.6％は一体何回の使用日数なのかなと。なん

だかこれ、結局つまらないというか、本質的なことが伝わらなくなると思います。 

結局、例えば今話しましたが、食材を提供すること、一体何を実現しようとしているか。食

材があるということを実現しようとしているのではなくて、それこそ、わからないですが、地

産地消のことと考えても、顔が見えるではないけれども、この今日の野菜は誰が作っているの

かわかるというようなことに踏み込みたいのか、将来地域で農業に関わることなど色々なこと

を促したいのか、ないしは、地域の産業のことを理解して、やはりもっともっと地域と共に歩

んでいく自分の生活の豊かさを知ってもらいたいのか、もっとここに深いことがあるはずで

す。それがもうすでに挑戦されてきているから、給食の中で日数を増やしたいというような、

その深いところが伝わらないものは掲げていますので、そういったものも残念な感じもします

ので、ご検討いただく必要があるかなと思います。 

いずれにせよ、この、もうほぼ 100％みたいなものを基準にして、それを上回りますという

のは、目標設定としてもよくわからないところですから、点検をお願いしたくなるかなと思い

ます。 



- 81 - 

 

では、このテーマに関しては以上といたします。次は、テーマ 7になります。 

 

【テーマ 7】 

（玉村会長） 

皆さんいただいた時間は 5 時までで、多分、皆さんにお願いしていたのは 5 時までですか

ら、10 分、15 分ぐらいお時間いただくことが限界ですよね。なので、そこの辺りの進め方を

確認したいところですが、行革の部会を作っていただいていますので、この審議会としては、

そこでしっかりともう一段議論をされる必要もあるのかなと思っていますので、政策 28 から

30、場合によってはもう少し先のことも踏まえて検討した上で、行革検討部会の話として長瀬

先生がお話をいただいて、行革部会に 1度お預けすることになるかと思いますが、そんな感じ

でよろしいでしょうか。 

もう一度言うと、部長からテーマについてご説明いただいて、全体的な議論させていただい

て、この議論を踏まえて、一度部会にお任せするという感覚かなと思っていますが、よろしい

でしょうか。 

じゃあ皆さん、お集まりですので、次のテーマ 7に入ります。テーマ 7に関しましては、こ

れまでと同様の流れにはなりますが、少し切り口が違うところでもありまして、行政経営改革

という言い方になりますか、今日の色々な議論を踏まえて天草市の計画の基盤を作るようなこ

とにもなるのかなと思っています。ですので、広い意味で議論させていただいて、あとは、先

ほども話しましたけれども、行政検討部会においての審議にさらに繋げていただくということ

をできればと思っています。 

ではまず、議題（2）として行革大綱の素案についてとありますが、こちらに関しましては、

テーマの説明の後でそのまま続けていこうと思っていますので、まずテーマ 7のところから入

ります。 

 

（事務局） 

一応、テーマ 7の政策を実現する行政経営のまちづくりということで、こちら 3本の政策に

なっております。まず、政策の 28 が効率的かつ効果的な行政経営です。その中で 1 つ目が行

政経営力の向上ということで、本市では、福祉、教育、インフラ整備、産業活性化など多岐に

わたる施策を効率的に進めるために、総合計画を核としたトータルシステムの仕組みを導入し

ており、各事業の成果と課題を的確に把握し、PDCA サイクルを活用して次の計画に反映して

いくということにしております。今後も、このトータルシステムをより効果的に活用いたしま

して、各事業のブラッシュアップやスクラップアンドビルドの徹底を図るとともに、職員間の

対話を重ねながら PDCAサイクルを運用することで、職員 1 人 1人の自律的な経営感覚の育成

と組織内の連携の強化に取り組んでいきたいと考えております。2つ目が業務改善の推進とい

うことで、市民ニーズの多様化に伴い、職員数が減少する中で業務量は増加をしております。

そのため、デジタル技術を活用して業務を改善し、業務手続きのオンライン化を進めていると

ころです。しかしながら、現状では利用者が限定されていたり、デジタルに不慣れな方への対

応が課題となっておりますので、今後は、書かないワンストップ窓口や行かない窓口の推進を

通じてフロントヤード改革を進めるとともに、DX 推進を中心に職員のデジタル知識を高める
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ことで業務の効率化と利便性の向上を目指したいと考えております。3つ目が、情報発信と市

民との対話の充実ということで、市政情報を市外に効果的に発信するために、広報誌、SNS、

コミュニティ FM などを活用しております。特に SNS のフォロワー数は増加傾向にあります。

また、市民との対話を重視ということで、市長とのふれあい座談会の開催をしておりますが、

参加しやすい環境作りというのが課題となっております。今後はターゲットに応じた情報発信

を強化し、座談会や意見交換会、市長メールなどを通じて市民の声を施策に反映し、市政の充

実を図っていきたいと考えております。 

次に、政策の 29、安定した財政基盤の確率になります。こちら、1つ目に歳入の確保という

ことで、現在 99％を超える高い収納率の維持による市政の確保、それと各種事業に紐づく国

権補助金の確保を掲げ、歳入の増加に努めております。さらに、返礼品の充実を図ることで、

令和 6 年度においても約 22 億円のふるさと納税を確保できたことは、歳入確保の資するもの

でありました。今後も、これらの取り組みをさらに推進することとしております。次に、2つ

目ですが、歳出の見直しということで、こちらは、市の財政調整機能を有する財政調整基金の

残高を標準財政規模の 20％以上を確保することを目指しまして、各課の事業の見直しについ

て取り組んでおります。しかしながら、広い地域を有し、集落が点在する本市にありましては、

行政コストがかかるため、予算規模は依然として 550億円を超える状況になっております。そ

こで、施策の重点化や業務の効率化を進める必要があります。今後も、この財政調整基金の残

高維持を目指し、年次別財政計画の見直しを図りながら、普通交付税の縮減を見込んだ予算の

枠配分方式を取り入れ、効率的な財源の配分を行うこととしております。3つ目が、公共施設

等の適正な管理ということで、これまで、令和 4年に公共施設等再配置個別施設計画を策定い

たしまして、施設の廃止や統廃合を進めてまいりました。しかしながら、数多くの施設を抱え

ており、令和 12年度までに法定耐用年数を経過する施設が 70％を超えるという状況となって

おります。今後、多額の費用を要する事態となっています。今後は、計画的な施設の廃止、統

廃合を進めるという基本路線を継続しつつ、施設の解体を進め、売却につなげることに注力し

ていくこととしております。 

最後に、政策 30、市政を担う組織力、職員力の強化となります。1つ目が、組織運営と定員

管理ということで、組織の効率化におきましては、重点施策を推進するための部署の新設、ま

た、令和 6 年 10 月からは出張所業務の郵便局委託などの組織改編を行い、行政サービスの効

果的な実施につながっております。今後も引き続き、社会情勢の変化や重点施策の推進に向け

た組織の見直しを進める必要があり、後期基本計画の策定に合わせまして、より効果的、効率

的で機能的な組織体制の構築に向けて取り組んでいくこととしております。次に、定員管理に

おきましては、行政計画大綱に掲げる職員数を目標として、社会人経験者枠の採用や全国で受

験可能な試験科目の導入、大学、高校への PR 活動の強化など、必要な人材の確保に向けて取

り組んでおります。しかしながら、定年前の退職や若年層職員の退職に加えまして、職員採用

試験の志願者の減少傾向が続いております。それにより、目標に掲げている職員数の達成は困

難な見込みとなっております。今後も、継続的に試験内容や周知方法等の見直しを図りながら、

人材確保の取り組みを強化し、計画的な定員管理と重点施策への配置を含めた、業務に応じた

適正な職員配置に努めていきたいと考えております。次に、2つ目が、職員育成と職場環境づ

くりということで、職員の人材育成におきましては、毎年度、職員研修計画を策定いたしまし



- 83 - 

 

て、階層別の研修や自治大学校などの専門的な研修事業の推進、人事評価制度の有効な活用に

より、職員の自己検査を促すとともに、職員個々の能力開発と職務意欲の向上に取り組んでお

ります。今後も、管理監督職による部下職員へのサポートや職場内でのコミュニケーションの

活性化を図り、組織全体で人を育てる風土を調整するとともに、地域に愛着と誇りを持ち、地

域の魅力向上に積極的にチャレンジする職員の育成に取り組んでまいります。最後に、職場環

境の整備におきましては、生成 AI の活用推進や早出遅出勤務制度の導入などによりまして業

務の効率化を図るとともに、ライフステージに応じた柔軟な働き方の促進に取り組んでおりま

す。今後は、育児休業等の取得促進を含めた職場内での支援体制の構築を行い、すべての職員

がワークライフバランスを保ちながら能力を最大限に発揮できる生産性の高い職場環境づく

りに取り組んでいくこととしております。 

テーマ 7につきましては、この後ご審議をいただく予定にしております財政経営改革大綱の

中に詳細に書かせていただきます。併せまして、業務改善、デジタル化した業務改善の部分に

ついてはデジタルトランスフォーメーション推進計画、それと、施設の管理につきましては、

公共施設等総合管理計画等ですね、分野別計画といたしまして、その中で重点的に取り組むこ

ととしております。 

 

（玉村会長） 

では、方向性について、この基本計画に書かれているレベルですので、全て議論してもいい

ですが、どうしようかと悩んでいて、私も考えていたところですが。まず、大きな方向性につ

いて委員の皆さんからご発言をいただいて、その後に部会から報告していただいて、今後の検

討する内容の詳細を確認するということでいきましょうか。 

では、政策 28から 30に関して、それぞれ各論違う切り口ですが、まとめてどこの課でも構

いませんので、ご発言お願いできればと思います。別段で議論があったかということを後で話

すこともあるかもしれませんが、もし先に話がありましたら、長瀬先生から、これまで話され

たことでも構いませんし、改めて思ったことでもいいので、ご発言お願いいたします。細かく

見ていただきたいのが、行政行革専門部会行革検討部会の皆さんですので、この 3つの切り口

で。もちろん各論でこの後、別途紙を入れていた話はありますが、少しこういうことが気にな

りますとか、この書きぶりじゃ少し弱いですとか、何かそういったことをまずは確認できれば

と思いますが、いかがでしょうか。 

 

（委員） 

政策 28 の成果指標のところが、少し気になったのでお伝えさせていただくと、2 つ目のス

クラップコスト削減を図った取り組みの数の累計と書かれていますが、ここの成果というの

は、件数というよりはそのコスト削減と書いてあるので、どれくらい削減できたかというボリ

ュームとかの方が大事かなと思いましたので、件数ではなくて違う指標で、金額やそのコスト

の部分での指標にするといいかなと思いましたので、ご検討お願いします。 

 

（事務局） 

いただいた意見を踏まえて検討はさせていただきたいと思いますが、事業の現状の中で、ど



- 84 - 

 

の辺りを 4 年間でスクラップできるのかというのを精査する時間が必要になってくると思い

ます。今年度はトライアルでスクラップに向けた取り組みというのを一旦やってみたいと思っ

ているところですが、そこの部分が一旦できていかないとなかなか難しいところがあるので、

研究させていただきたいと思います。 

 

（玉村会長） 

考えられている途中に私の発言をしておきますが、どこかというと全体的な話でもあります

が、実はさっきのどこかのテーマの中で、指標やめることにしました、以上みたいな話があっ

たのですが、とても驚きました。指標をやめるとかなくすもそうですし、今回も指標を下げた

ものがいくつか入っていて、目標値ですね。どれが目標値を下げたものか、皆さんとしては理

解されているはずですが、それがそのまま委員会の資料出てくると、我々は気づかないことは

もちろんありますが、必要なこととして、この後、目標とか指標の設定根拠を全部書いてくだ

さいということは、説明資料がもちろん必要です。加えて、指標をなくすとか、下げたものは

もっと説明が必要です。そういったものを作っていただくことになりますが、大丈夫ですかね。 

例えば、この金額はこの数値に下げましたみたいなことは、ここに入っていると思います。

それはなぜなのかということも。やっぱり、前期で掲げたものがこういう意味で難しかった、

でもこういった指標の方が妥当だということの説明力があるかどうかも、ここで検証しなくて

はならないので、そういったものが今日は準備されていないが故に、なかなかどうしたらいい

かわからなかったケースがあったと思います。そういったものを作っていただくってことで大

丈夫ですか。 

 

（事務局） 

一旦、現状の事務事業のレベルとかそういったものもピックアップしたところで、整理を進

めさせていただいているところではございますけれども、事務事業レベル、中間、アウトカム、

そして成果指標、そういったものを含めて、なくしたものも含めて、一旦考え方を今後につな

げていくためにも必要だと思いますので、整理をさせていただきたいと思います。 

 

（玉村会長） 

例えば、わかりやすいのは、このふるさと納税の金額は目標 25 億円、でも前掲げた時はも

っと違う数字でしたよね。なんでこうなのと疑問に思います。これでも頑張りましたと言うの

であれば、それでいいのですと言い切らなくてはいけないので。そういうことが、たくさんあ

ると思います。特に、財政や行革に関することは、なかなかできないことやっているが故に、

簡単に目標を下げたみたいなことになると、実はそれは結構大きいことをさりげなくやってい

て、他の指標とは結構違うと思います。これだけの効果を出さなくてはいけないから積み上げ

てこの金額で、もちろん財政は削減する方と得てくる方、両方でバランス取っているから、と

いうこと得てくる方と減らす方で、減らす方でどうするのですかとか。ということは、トータ

ルでこの金額ですということがおのずと必要です。それはもちろん行革大綱の方で語っていま

すが、そういったことがここに書いていないと、実はこっそりと変えたのではないかという変

なこと思われてもよくないので、全体としてそういったことは、特に行革に関しては気を付け
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ていただきたいとは思います。大綱の方でちゃんと説明をしている部分はあると思いますが、

こういった計画の、基本計画の方でもそこは説明しておかないと、ミスリードすることになる

かなと思います。 

 

（田中副会長） 

熊本大学の田中です。話が朝まで戻りますけれど、結局このトータルシステムを使ってきた

ということ自体がかなりの成果だと思っていて、皆さんの中ではかなりの職力が上がっている

と思いますが、それが一代限りだとやっぱもったいないと思います。だから玉村さんがおっし

ゃるバックデータというか、それもある程度はずっと残しているというか、皆さんがやった担

当者の時は覚えていると思いますが、引き継ぎの時にそれをどうやって引き継ぐかというとこ

ろで、ステップアップしていかないともったいないと思います。だから、このトータルシステ

ムを回すこととアーカイブが必要で、そういうものを整備していて、そこにアクセスしやすく

なって、AI とかも使えるようになっているので、多分そういうのが皆さんの職員力を上げて

いくことになるのかなと思います。 

なので、さっきもどなたかおっしゃっていましたけれど、議論とか対話というのが役所の中

でどんどん生まれるような、設えも必要だし、上司と部下の関係や同僚との関係、あとは他課

との関係。それからやっぱり行政論がいいなと思うのは、普通は異動がありますよね。私は土

木なので、技術職とか、あと文化財も行っているので、異動のない部署もありますが、そうい

うところはそういうところで、上下で多分繋がっていくと思いますが、それぞれの課の特徴と

その政策で、さっきも少し言っていましたが、やっぱり土木の人たちと話しているとずれてい

く感じがして、だだ、そこを変えると、他のところじゃないやり方というのができるようにな

ると思っています。28、29、30見て、結局この 3つに尽きると思っていて、だから、そのアッ

プデートの仕方を工夫するというところを評価するような仕組み、例えば給与なのか、そこを

スキルっていうのかもわからないですが、多分、研修制度とかアウトソーシングされていると

思いますが、このトータルシステムをやっていると職員力が上がっていくみたいなことも評価

に入れていくといいのかなと思いました。 

 

（事務局） 

確かに田中先生からおっしゃっていただいた通りで、この政策 28 の 1 つ目の PDCA サイク

ルの徹底による行政経営力の向上、ここに大体尽きると思っていますし、今回、テーマを 7つ

設定させていただきまして、それぞれ、今日色々ご意見もいただいて、見ていただいた通り、

1つの中心になる部長が当初説明をしていますけれども、それぞれ関連する部署のメンバーも

いながら、そこのテーマの部分について今回テーマで括って、その中では最低限の連携が必要

だろうというところで組ませていただいていますので、その中でも当然色々な議論をしなが

ら、テーマの位置付けに向けて取り組んでいく。それで、全体的にも、今回、天草版地方創生

という形で話もさせていただきましたが、最初のテーマ 1 のところだけではなくて、全体的

に、田中先生がおっしゃった支所と本庁の連携というのは当然必要なので、そういう意識の中

この総合計画、今回の後期基本計画全体の進行を進めていければと、口では言いますけれども、

連携できていない部分とか、意識の違いというのも当然ありますので、そのあたりを、この策
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定して、それを実行していく中で、いかにして高めていくのかというのが大事かなと思ってい

ます。当然、この最後に 30 の総務の部分がありますので、そのあたりの職員の職員力の向上

も合わせてやっていく必要があるのかと思います。 

 

（田中副会長） 

私もこのトータルシステム、勉強させてもらっているというか、やっぱりすごいなと思いま

すが、オールドタイプというか、私達が国交省でやっているのは、景観カルテというのを作っ

ています。構造物に対してやっぱりカルテというのはすごいシステムで、時系列的に職員さん

にずっと日記をつけてくださいと言うのと同じで、良い言い方をするとポートフォリオと言い

ますが、やはりその履歴というものをしっかり自分で把握しているというのはすごい職員力が

上がるはずだと思います。 

一方で、このトータルシステム回しながら、各職員さんが大事なところで、最近していたオ

ートログみたいなものを取れるのかもしれませんが、アイデアやいいこと考えた時に、プチっ

と押してボイスメモ取るとか、そういうことが自力上がるので、このトータルシステムを使っ

ている人の同士の不具合とかここがいいよねということ、ティップスみたいなものを詰めてい

くというのが、結構地味に役立つのではないかと思います。サブシステムみたいなものですね。

工夫の仕方次第ですが。 

 

（玉村会長） 

では、そういったところで、まず方向性の確認はこれでいいでしょうか。では、そういった

こと、本当は各論細かいとこをやらなければいけないところもありますので、それは専門部会

の議論と同期していることかと思いますので、議題 2 の第 3 次天草市行政改革大綱について

ということに入っていきます。 

その大綱の素案に関しましては、10 月 2 日と聞いていますが、行革検討部会において審議

がされたということですので、それの状況ついてまず、長瀬部会長からご説明お願いしたいと

思います。 

 

（委員） 

それでは私の方から、第 3次天草市行政改革大綱の素案の検討結果についてご報告します。

これは、今会長おっしゃったように 10 月 2日に行いました。この素案は 3章構造になってい

ますので、1章ごとに整理をしてきました。 

まず、第 1章ですけれども、行政改革大綱の策定にあたってということですが、第 2次行政

改革大綱と異なって、かなり予想以上に早いスピードで、生産年齢人口の減少、住民の非課税

世帯の増加、担税力の低下が非常に著しい。また、令和 7年度の合併特例債の適用期間の終了

も含めて、自主財源や依存財源の縮小によって大変厳しい財政運営が予測される。一方で、世

帯構成の変化や高齢化の進展や多様化、複雑化する住民にも対応するということで、非常に難

しくまた矛盾する課題に挑戦することが求められているという認識です。 

2つ目の、第 3次行政改革のアクションプランではこのような状況を踏まえ、行政内部の合

理化あるいは機動性のある組織への進化をどうさせていくか、あるいは減量経営と生産性を高
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めることが一方で求められている。加えて、公共施設等の管理運営の最適化や、公共サービス

の質的向上をいかに効率的に行うのか。あるいは組織力、職員力の強化につながるような行政

改革を作ることも必要であった。また、1番重要なのは住民間の共同であり、住民と多様な主

体との連携をどのように構築していくかというのが非常に重要な視点であるということで、第

5節については、少し住民の皆さんに分かりやすく、アクションプランの進捗状況や成果の見

える化などの表現をしっかり検討していただきたいという私達の検討結果です。それから 2章

の行政を取り巻く現状と課題ですが、天草市の財政構造は平成 18 年度の歳出 49 億 33700 万

円の比較として、10 年後の歳出が 1.5 倍に増えている。また、不足する歳入を補填するため

に財源を財政調整基金から繰り入れている。つまり、膨らんだ歳出を行財政改革にどのように

して縮減していくかというのが今回もまたテーマになっているということです。 

それから 2つ目は、令和 6年度の積立金が 201億余ありますが、仮に、毎年一般会計に繰り

入れたとすればこの積立金は 10 年で枯渇する。こういうような実態を、少なくとも職員や組

織が認識すると同時に、市民にもしっかり理解していただく。 

それからもう 1つは、歳入歳出、財政の状況の変化に関する懸念データは掲載されています

が、一方で令和 8 年度から 11 年度の行財政改革を進めるにあたっての中期の財政計画の歳入

歳出予測データがまだ出てないので、これは整理して今回も出ていないですが、出していただ

きたい。つまり何を指摘したいかと言うと、乖離があるということをしっかりメッセージとし

て見せなければいけないと思います。 

それから、3つ目の第 3章の取り組みですが、アクションプランの策定にあたっては、今日

はアクションプランついていません。アクションプランの作成後に、政策 28から 31に記載さ

れている政策達成のために、取り組む実施計画、施策計画ごとに改革項目、事項、あるいはア

クションプラン、指標、目標値と仕上げる仕組みになっている。特に 28から 30の政策につい

ては、施策計画を掘り下げて解釈するとすれば、ほとんどの事務事業が網羅されてくる。この

3つの政策の中でほとんど網羅されているというのが、我々の認識です。従いまして、委員か

らも財政が厳しい実態に基づいて、すべての政策、施策計画に対して、ボトムアップの視点か

ら各課アクションプランで策定すべきとの意見がありました。色々議論しまして理解を得たと

いうことで、それから、事務局の説明もあってトータルシステムの一環としてこのアクション

プランは位置づけられている、ということも含めて理解をしたという一部委員さんの意見もあ

った。 

もう 1 つは、第 3 次天草市の経営改革素案と並行して、12 月に行財政部会を召集して、ア

クションプランをこれから検証しなければならない。その内容については、以下の観点から検

討する必要がある。 

1つは、アクションプランの対象、例えば特別会計である先程も議論しました上下水道の老

朽化や需要の見込み量の減少、事業経営の実態、あまり進んでいない事業の事務事業の見直し、

少なくともそういうことも考える、視野に入れて考えなくてはいけない。 

2つ目は、アクションプランの評価ですが、アクションプランの評価の対象の事務事業がど

れだけ効果を生み出せるか、つまりアウトカムを物差しとしてしっかり整理する。 

それから 3つ目は、定性分析と定量分析、つまり最適な指標の検討というものをぜひしてい

ただく。例えば定性的な指標に、住民の満足度や企業の社会貢献度、職員の意識の変化などが
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考えられる。こういうものをしっかりインタビュー、アンケートを通じて指標としてデータを

評価していただきたい。それから例えば、地域の将来に対する希望が持てるようになった、あ

るいは企業と自治体との距離が縮小した感じがするというような、そういう結果を声として集

めることも、数値では取れない変化で把握することができるのではないか。そういうことをぜ

ひ注視しながらやっていただきたい。また、定量分析の例えば指標でいけば、観光客数や地域

の雇用数、あるいは地域の GTP、事業のスクラップ数値と削減額、色々なことが考えるので、

これらは定期的に測定して比較をすることによって効果を策定する。 

4点目として、効果の可視化ということで、原則、行財政改革の目標効果額を設定して、毎

年度の実績値と目標効果額との達成状況を可視化して比較して評価していた。また、歳入を増

やしたり効果額と歳出を削減したりすることについても整理していただきたい。効果額で策定

できないものについては、毎年度の実績値と目標値の達成度というものをどう比較していく

か。今回はそういう考え方で整理して、意見を反映して修正していただいたのが今回資料の 2

です。この中にはアクションプランはまだ載っていませんので、今後、最終にかけてのアクシ

ョンプランは以上です。 

 

（玉村会長） 

事務局からも何か補足等がありましたらお願いいたします。 

 

（事務局） 

先程、長瀬部会長からご報告をいただきました検討部会の中のご指摘事項などにつきまして

は、今回、概ね修正を行ったところで、資料を配布させていただきました。中期財政計画や職

員必要数などの他のご指摘もいただきましたが、まだその辺の内容が一部反映できていない項

目もありますので、今後反映を行っていきたいと思っています。それで、行革の大綱の構成で

すが、今、第 1章から第 3章で構成を行っておりまして、第 2章において、人口構造の変化、

財政に関すること、職員に関することの 3つの項目について現状と課題を整理しております。

第 2 章で整理を行った課題を解決する取り組みにつきましては、第 3 章の取り組み内容で整

理を行うようにしております。 

なお、第 3章の取り組み内容ですが、まだ調整を行っている段階です。今後、アクションプ

ランの策定と合わせたところで調整を進めて、12 月 17 日に検討部会を予定しておりますの

で、そちらで審議をしていただく予定としております。それと、資料 3を少しご覧いただきた

いのですが、1枚紙で天草市総合計画と各種計画の相関図というのがあるかと思います。先程、

総合計画の政策 28 の中ではデジタル技術の活用、政策 29 の中では公共施設の管理の部分の

内容が記載されていたと思いますが、大綱の第 2章の中では、その現状課題の中に、その公共

施設やデジタル技術の内容について、今含めていません。その理由について説明をしたいと思

います。相関図の真ん中の方ですが、分野別計画というものがありまして、大綱もその中の 1

つですが、横並びの計画として天草市公共施設等総合管理計画、天草市デジタルトランスフォ

ーメーション推進計画、こういった公共施設に関する計画や情報に関する計画が、分野別計画

で大綱と同じ並びになっていますので、それぞれこの 2つの項目についてはそれぞれの計画の

中で現状と課題が整理されているので、行革の中では整理を行っておりません。そのため、そ
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の図の下の方ですが、今後アクションプランの策定を進めていきますが、策定を進めていく中

で、公共施設の実行計画になります天草市公共施設再配置個別施設計画や、情報関係の実行計

画で、天草市デジタルトランスフォーメーション推進計画、個表ですね、こちらと連動する形

で取り組みを進めていきたいと考えております。 

 

（玉村会長） 

今の話をお伺いすると、まず、部会からの長瀬先生がご説明いただいたことに関して反映さ

れたということですよね。その上で、それがもう 1回部会に戻ってきて議論したわけではない

という状況だとことですね。 

 

（事務局） 

そうです。まだそこまで出来ていません。 

 

（玉村会長） 

1回それ受け止めていただいて、確認してある。それで十分なのかどうかは、また場合によ

って別途やっていただくとして、そういったことはこの後やっていただくことかなと思いま

す。ですので、この反映したこと、確認したかもしれませんが、部会としてもうこれで本当に

十分なの、そこは改めて説明会をしておいていただきたいと思います。 

今日、全体のことから考えて、最初のところの制作 1のところからの話がちょうど分かりや

すいかもしれませんけれども、おそらくこの天草版地方創生を推進するための行政経営をどう

するかという話が本来、行政経営改革として重要なテーマだと思います。すなわち、どうして

もこうやって支所でという主語になってしまうのが、今日の政策 1の時のずれかなと先程から

思っていた、ここで話したところでした。すなわち、元々合併された 10 の地区がそれぞれな

りに考えなければいけないことを、1回支所でやるということだと、支所も仕事が既にいっぱ

いであれこれある。なんか、どういう天草版地方創生と進めるかということは、別に地区の話

に限らず、いろんなチャンス、職員を設定することやそれをどう位置づけるかということを、

もしかしたら政策 31があってもいいぐらいで、この話だとどうしても今まで通り削減します、

財政と人事とデジタルの話をしっかりやっていきますと話がまとまっていきますが、今回の後

期計画では、天草版地方創生を推進するため、どう作るかいう切り口が大きなテーマで、だか

ら政策 1にしたのかと思っていたら、そこは、元々の扱わなければいけないことがたくさんあ

るので、そこの中に入ってしまう。 

そもそも天草版地方創生がどういった永世の業績を作ったらいいかわからないということ

になるかと思いますので。これはこれ皆さんにお願いで、政策 31 の可能性をご検討いただい

て、こういった天草版地方創生を推進するための行政経営の構築という項目があるのではない

かと思います。そこにおいて、各所に配分されているものをもう 1回確認していただいて、本

来この意味でやらなければいけないというものを、こっち側で行革としてまとめ直していただ

いて、行革のアクションプランでフォローアップしていくことをしていかないと進まないと思

いますので、そこはご検討いただきたいなと思います。 
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（事務局） 

今ご指摘いただきました通り、実は今回の後期基本計画の 1番の肝心なところは、この天草

版地方創生をどう進めることができるのかということです。今までも合併来、もちろんまちづ

くり協議会や振興会も頑張ってきておられますし、支所もそれなりの関わりを持ってやってき

ていますが、人間や職員数が減る中で、やっぱり縮小してきています。それでも今改めて、人

口も減る状況を踏まえて、財源も減る中で、改めてこれをやるのはどうすればいいだろうとい

うところの議論が実はまだ足りていませんで、その状態で今政策 1に載っていますので、ここ

が少し具体性の見えなかったところかと思います。今ご提案いただきました通り、政策 31 と

してしっかり打ち出すことで認識も深まるかと思いますし、改めて本庁全体の、役所全体のこ

ととして考えられるかと思いますので、政策 31 として構成できるか、すぐ検討に入りたいと

思います。 

 

（田中副会長） 

ぜひ玉村先生に聞きたいというか、多分私のやり方は割とウェットというか、私達は属人性

を頼りにして献血運営をしているので、この年齢別職員数というのは凄く興味深いなと思いま

す。世代によって、男女比が極端に少ない、こういうのを私達は多分、グループインタビュー

とかをして、なぜこうなっているのかというのを聞くと、どういうキャリアを積んできてどう

なっているかということがよくわかるので、私達はよく組織開閉の時そういうことをします。

それでこれだと、合併して 20年経って、38歳から職員数が減っていて、それ以上の人は、要

は元々違うとこに就職していて、合併しているから多分そのまま頑張らなくてはいけないとい

うことで、結構頑張れているけれど、そのあとの人はなかなか難しい。それで、高卒で入った

らそうですが、大卒はどうかというと、42歳のとこになって、それでもやはり、では 41歳の

人たちはなんでこんなに頑張れているのだろうと思ったりしますよね。そういうことをやるべ

きなのか、属人性っていうのはあまりよくないので、そのトータルシステム回していく時には、

あまり考慮しなくてもいいのかというのは、先生に聞くのもおかしい話かもしれませんが。そ

ういうことはやってみた方が、私はいいのではないかと思っています。それで、さきほども言

いましたが、要は人の数だけキャリアはあっていいと思います。それを無理に揃えようとした

らハレーションが起きてしまうので。昔はおられたじゃないですか、名物職員さんみたいな、

そういう、ああいう人になりたいと憧れることが大事で。そうしたらその人なりの、これは守

らないといけない、これは自分流でやっていいみたいなこと、皆さん盗みながら、昔は多分勉

強して、そしてそれが強い多様性のある組織を作っていたと思いますが、どうしても今の若い

人たちはマニュアルがあって、こうしたら 8割の枠に入るからというような働き方をしている

と、どんどんやっぱり没個性化していって、歯車になっていってしまいます。どういうふうな

職員さんを育てたいのかというのは、このトータルシステムを使いながら育てていかなければ

いけないと思うので、個別のインタビューなどをやった方が私はいいかなと思いますが、どう

ですかね。 

 

（事務局） 

その職員の部分っていうところあったかと思いますけど、 
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（田中副会長） 

システムが回るぐらい色々ある。その愚痴を聞いたりとかしながら、改善した方がいいかな

と思います。 

 

（事務局） 

そうですね。私が言うのか、総務部長がいいのかという微妙なところではありますが。 

 

（事務局） 

先程おっしゃっていた、専門職というか、一緒の業務の、要するに専門性を高める業務なの

か、いろんな業務を要するにしていくのかというのがなかなか難しくて、基本的には異動希望

というものを書いて、どういった分野、どういった部署で働きたいのは当然異動希望の中で聞

いております。ただ、組織全体で考えていくと、どうしても 1人の人間を 1つの部署にそのま

まということは今していない状況ですので、今後はどういった関連の分野を回すというか、事

務から技術系とかそういったこともなしに、どういったことをというのを研究していきたいと

は思います。個人個人がどういったふうに進みたいのかというのもありますので、そこも併せ

て研究をしていきたいと考えております。 

 

（田中副会長） 

玉村先生からたまたま探求という言葉が出て、今高校生でも探求ってやっています。やっぱ

りそれはすごく実は大事で、ちゃんと自分の道を、自分のキャリアを探求するということをや

ってやった方がいいと思うので、それはいわゆる属人性じゃなくて、いい意味の属人性を養う

キャリアパスにすごく繋がっていると思うので、ぜひ検討していただけたらと思いました。 

 

（玉村会長） 

最後の時間も本来はもっと長く取らなくてはいけないところではありましたので。部会があ

るということは 1つの時間を取れていることかもしれませんが、より丁寧な議論、場合によっ

てはもう少し加えることも今後検討してください。以上をもちまして、今日予定した議題は終

了といたします。 

事務局で何かご連絡等ありますでしょうか。 

 

（事務局） 

今後のスケジュールについてご説明をします。本日いただきました様々なご意見を踏まえま

して、計画内容の更新を行っていきます。更新後は、玉村先生と協議をして承認をいただいた

のちに委員の皆様に対して、メールでの共有のほか、各々説明に伺いたいと思っております。

それと並行しまして、議会への説明と意見聴取、そしてパブリックコメントの募集を行ってま

いります。2 ヶ月ほど先になりますが、12 月 19 日に最終審議を行って、市長への答申を予定

しております。計画策定まで引き続きお世話になりますが、よろしくお願いいたします。 
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（玉村会長） 

本来ですともう 1回必要かなと私は今日思っていましたが、どうしても時間的な兼ね合いも

ありということかなと思います。なので、私がというよりも、皆さんの声ができるだけ反映さ

れているかどうかは見ますが、説明があるとありましたので、ここがどうだ、ここはどうだと

いうことは個別にご指摘いただいて、それを踏まえて諮問と答申ということで、まず私が見て、

さらに市長としてどうされるかということになると思いますので、その際にさらに直ることも

あるのかなと思います。ですので、まず、今日のことを踏まえて、修正がされたものなのか、

私が確認して、さらに皆さんとこに行ってさらに確認するということになりますので、そのプ

ロセスの中で実際に色々検討していただきたいと思います。ということでしたよね、今の話は。 

 

（事務局） 

では、第 4回天草市総合政策審議会を終了したいと思います。 

 

 


